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序(はじめに)

堀井 祐介(大阪大学)

近年、世界の高等教育においては、学習者中心の教育へのパラダイムシフトが起こり、学

生が何を学んで、どのような能力を身につけたかに焦点をあてたラーニング・アウトカムを

キーワードとして、教員が教えることより学生が学ぶことを重視するようになってきた。そ

の流れは、当然、高等教育の質保証にも大きな影響を与えてきており、欧州を中心にアクレ

ディテーション等の評価活動に学生を参画させることが当たり前になりつつある。この 「学

生参画」は、日本の高等教育においても重視されてきている。具体的には、 「令和 5年度 私

立大学等改革総合支援事業」調査票の「1．教育の質向上」、「⑩ 大学等の教育研究活動への

学生の参画を促す仕組みとして、以下の活動を行っているか。」において 「ア 教育プログラ

ム設計、大学運営や自己点検評価の過程において学生の意見を聴取するなど、学生が大学等

の意思決定に参画する機会を設けている。」という項目が設けられており、その要件等とし

て「アについて、単に学生アンケート等を実施するのみでは足りず、意見交換会の開催、カ

リキュラム改善を検討する教務委員会における学生代表からのヒアリングや、FD 委員会に

おける研修内容の検討に係る意見聴取など、学生が大学等の教育研究活動に参画できる機

会を設定していることを要する。」と記されている。中央教育審議会の「2040 年に向けた高

等教育のグランドデザイン(答申)」においても「現在、高等教育機関で学んでいる学修者に

は、後に続く学修者の学びも含めて高等教育が充実していくために、これから行われる高等

教育改革に参画することを期待している」と記され、同大学分科会でも内部質保証に学生の

声を反映させることについての言及がある。また、2023 年に大学基準協会(以下、「本協会」

という。)が、高等教育質保証機関国際ネットワーク(International Network for Quality 

Assurance Agencies in Higher Education: INQAAHE )が定める Guidelines of Good 

Practice(GGP)に基づく外部評価を受審した際にその実現を強く求められ、GGP 認定の評価

報告書で繰り返し指摘された点でもある 。この GGP 認定での指摘、及び国内外での高等教

育質保証での「学生参画」の流れを受けて、2023 年度〜2024 年度の本協会大学評価研究所

の研究プロジェクトとして 1つの事業提案書が提出された。事業提案書に記された趣旨、及

びアウトカムは以下の通りである。

趣旨：

内部質保証であれ外部質保証であれ、これまで我が国の大学教育の質保証活動の主体は

教育提供者(＝教職員)であった。質保証の対象が教育だという意味では、これは当然のこ

ととも言える。一方、教育の受け手である学生については、質保証の中心的主体となって

はこなかった。大学においては授業アンケートなどのかたちで学生の意見を聞くことが一

 https://www.inqaahe.org/sites/default/files/JUAA-Japan-External-Review-Report-GGP-

Realignment-2023.pdf
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般的になってきており、また認証評価においても学生インタビューが実施されているもの

の、学生が直接的に質保証のプロセスに関与するケースは、我が国において極めて少数に

とどまる 。しかし、大学教育の本質に鑑みたときに、この傾向に対しては疑問も成り立

つ。2018 年の中央教育審議会答申「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」にお

いて「学修者本位の教育」が謳われて以来、「学修者本位」は我が国の高等教育のキーワ

ードとなっており、先ごろ中央教育審議会大学分科会質保証システム部会がまとめた「新

たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について」においても、その言葉ととも

に「学生や社会の声を反映しつつ不断の見直しが行われていること」などに言及がある。

こうした政策動向を措いたとしても、大学教育は教育提供者側の働きかけだけでなく、そ

の受け手であり学習活動を行う学生あって初めて成立するものであり、大学教育の質もま

た学生によって規定される一面はあろう。従って、我が国において質保証活動への学生の

関りを検討する意義は決して小さくはないと考えられる。とりわけ、認証評価を実施する

本協会としては、外部質保証における学生参加のあり方について積極的に考えていくこと

は大切なことだろう。

諸外国の例では、高等教育の質保証において学生が当事者として質保証活動へ参画する

ことを推奨したり、評価機関による評価に学生が主体として関与することがあり、これら

の国では学生が教育改善に影響力をもつことが期待されている 。これは、質保証における

学生参画の一つの事例であり、それぞれの歴史的・社会的文脈があってのものである。直

ちに我が国に移し替えることは可能ではなく適切でもなかろうが、諸外国の経験から学ぶ

ものは多いだろう。そこで、質保証活動とりわけ評価機関による評価における学生参画の

諸外国の事例を調査し、それを可能にしている社会的な背景、学生参加を成功に導く要因

や工夫を明らかにするとともに、我が国の大学風土に適応した学生参画のあり方を探る調

査研究を実施する。教育改善、質保証活動への学生の参画について、様々な可能性を追求

しなければならないのはもとより、質保証活動への参加が学生自身にとってどのような意

味を持つのか、学生の成長とはどのようにかかわるのかという面からも考えていく必要が

あろう。したがって、諸外国の事例を調査研究するにあっては、そのような点も念頭にお

きながら我が国での可能性を探っていく。

アウトカム：

⚫ 質保証、とりわけ評価機関による評価における学生参画に関して諸外国の事例を調査

し、実施形態や条件等を明らかにする。

⚫ 我が国における評価プロセスへの学生参画のあり方を探る。

 田中正弘，「プログラムレビューへの学生参加」（『IDE 現代の高等教育』2022-8,9），2022

 田中正弘、武寛子，「学生が作成する評価報告書は質保証にどのような影響を与えているか：

スウェーデンとイギリスの『学生意見書』を参考に」（『教育学系論集』第 46 巻第 2 号，2022）
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大学評価研究所及び常務理事会での審議の結果、この提案が採択され、「質保証における

学生参画のあり方に関する調査研究部会」が立ち上げられた。ここで一つ確認しておきたい

ことは、事業提案書の趣旨に記されているように、本調査研究が、「我が国の大学風土に適

応した学生参画のあり方を探る」、「質保証活動への参加が学生自身にとってどのような意

味を持つのか、学生の成長とはどのようにかかわるのかという面からも考えていく」と記さ

れているように、単純に欧米等の海外事例を調査し、日本に導入することを目的とはしてい

ない点である。また、提案では、「評価機関による評価における学生参画」、「評価プロセス

への学生参画」とあるが、段階を踏んでの調査研究を進めるという姿勢で臨んだため、先ず

は現場である大学における内部質保証への学生参画を調査対象とし、その結果を踏まえて

一部評価機関の評価プロセスへの提言も考えた形となっていることについてもご理解いた

だきたい。

1回目の調査研究部会で、なぜ、質保証に学生参画が必要なのか、将来的な学生参画のあ

り方、質保証の観点として学生の成長の視点を組み込む、学生関与の方法、ボトルネックは

何か、等を中心に議論を行い、部会として、学生参画に関する理論面の検討、学生参画の事

例調査(国内大学に対する学生参画に関するオンラインアンケート、国内大学へのオンライ

ンインタビュー、海外評価機関へのオンラインアンケート、オンラインインタビュー、書面

調査)を行い、それらを踏まえて、全体のまとめ(事例調査、アンケートを踏まえてのボトル

ネック解消に向けての提案)を作成することとなった。

理論面の検討では、先ず、第 1章 問題設定として、1. ステークホルダーとしての「学

生の声」、2. 学修者本位の教育と学生参加、3. 高等教育改革への学生参画の期待、4. 大学

の民主化要求とその帰結、その後の展開―欧米と日本―を検討した後、第 2章 学生の複合

的立場と大学組織への位置づけと題して 1. 政治的主体、2. 経済的主体、3. 学習主体、4. 

大学組織への位置づけを明らかにし、続いて、第 3章 参画による「学生の学び」として 1. 

継続的な質保証プロセス、2. 定期的な内部・外部質保証審査における学生の学びを分析し、

第 4章 参画による「大学の学び」として、1. 学生参加次元・態様と組織学習、2. 内部質

保証、3. 外部質保証において「学生参画」から大学が何を学ぶのかを示した上で、第 5章

まとめにかえて―で「学生が「主体」として多様な生産に参画することによって「学生の学

び」が生まれ、学習当事者である学生の意見を公に検証する責任を果たすことによって「大

学の学び」が生まれるから」と理論面の検討結果をまとめている。

オンラインアンケート調査では、国内の学生参画に関する実態をアンケート調査で明ら

かにすることを目指し、内部質保証に参画している学生の主体はどのような組織か(学生個

人か、学生組織のメンバーか、など)、内部質保証に参画した結果、どのような教育改善に

つながったのか、学生参画におけるボトルネックはなにかという 3つのリサーチ・クエスチ

ョンに基づき基本情報部分を含め 8 問からなるアンケート項目を設定し、回答に対して分

析を行った。785 校にウェブ上での回答を依頼し、397 校から回答を得た。回収率は 50.6%
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であった。分析の結果、「学生参画」における学生の立場、学生にとっての意義、「学生参画」

を可能にしている要因及び課題等が明らかになった。

オンラインインタビューでは、質問項目として、「(1)貴学における大学としての組織的な

学生と教職員の協働による各種のプロジェクト紹介」「(2)学生と教職員との協働における

組織的な体制、及び協働する学生に対するサポート」「(3)協働の結果として現れた、具体的

な「成果」と活動の評価基準」「(4)どのように学生の参画を得ているか、特に学習・教育改

善に結びつくような取り組みについて」「(5)今後の学生と教職員の協働による内部質保証

への「学生参画」について」の 5項目を立て、10大学(国立 3、公立 1、私立 6)の教職員へ

のオンラインインタビューを実施した。また、このオンラインインタビューに協力してくだ

さった大学のうち 4校(私立)に対しては、実際に「学生参画」している学生対象のオンライ

ンインタビューも実施した。学生対象のインタビューでは、「(1)プロジェクトに参加した動

機」「(2)自分自身のプロジェクトへの参加によるメリットおよび勉学等への影響」「(3)学生

が主体となって教育改善案を作成した経験があれば、その内容と改善案の実現の有無」「(4)

所属大学が自己点検・評価活動を行っていることの認識」「(5)自身が考える「学生と教職員

が協働で実施可能な教育・研究の向上への取り組み方法」の 5つを質問項目とした。オンラ

インインタビューからは、a)学生自身の「学生参画」への意識向上のための情報共有、b)質

保証の参画学生の成長の視点からアプローチ、c)参画学生の目線での学生参画のあり方、d)

外部質保証への学生参画に関する大学間連携の検討、e)学生参画の「場」創りに向けた教職

学の協働などが課題として明らかになった。

海外評価機関に関する調査では、米国の評価機関に対するオンラインアンケート(1 機関

のみ回答あり)及びオンラインインタビュー(回答のあった 1機関に対して)、欧州及びオー

ストラリア、ニュージーランドにおける「学生参画」事例の書面調査、アジア地域の評価機

関へのオンラインアンケート(4 機関から回答あり)を実施した。アジア地域を除くと、程度

の差はあれ、既に「学生参画」を実現している国々であり、「学生参画」は、法令等で規定

されていることが書面上確認できた。米国評価機関へのオンラインインタビューでも「学生

参画」は当然のことという雰囲気が感じられた。アジア地域へのアンケート結果からも 「学

生参画」への積極的姿勢が確認出来た。

これら調査研究の結果を踏まえて、「我が国の大学風土に適応した学生参画のあり方を探

る」、「質保証活動への参加が学生自身にとってどのような意味を持つのか、学生の成長とは

どのようにかかわるのかという面からも考えていく」という視点から最後のまとめを作成

している。個別の調査研究の詳細は、この後の各部・各章をご覧いただければ幸いである。
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第 1部 なぜ学生参画は質保証につながるのか

―「日本型」学生参画の理論構築に向けて―

山田 勉 名古屋市立大学

学生参画は、高等教育の質保証に不可欠であるというのが、本稿の中心的なメッセージで

ある。なぜ学生参画は質保証につながるのか、学生参画が望ましいとすれば、 誰に・どの

ように望ましいのか、それは高等教育全体についてどう望ましいのか。これらの疑問に答え

ることを通して、今日の日本における、質保証への学生参画の理論的基盤を構築していきた

いと思う。

なお、「日本型」とあえて冠するのは、 年代後半に勃発した学生運動への対応とその

結果が、世界各国で異なっているからである。要するに、主に欧州では「大学の民主化」と

共同体の再生が進んだが ダールデル・シルス編 、日本では「学内民主化」に

とどまり、とりわけ学生参加については、課外活動・福利厚生・修学環境の整備について、

学生の意見、希望を適切な方法によって聴取することが、政府・文部省が考える当時の限界

であった 大﨑 。このことは、高等教育へのアクセス向上やグローバ

ル化にともない、今日国際的な課題となっている質保証を、学生の協力を得て実現する意味

合いと方略が、日本と世界では異なりうることを示唆している。単なる参加を超えて、あえ

て「日本型」学生参画の理論構築を副題に掲げたのはそのためである。

第 1章 問題設定

1. ステークホルダーとしての「学生の声」

学生は、高等教育の中心的なステークホルダーである。にもかかわらず、認証評価などで

行われるインタビューでは、在籍する学部等には偏りがないにせよ、一部の学生のみを対象

とすることの方がむしろ一般的であろう。では逆に、『全国学生調査』のように、「みなさん

一人一人の回答が我が国の大学教育を良くします」と呼びかけ、できるだけ多くの学生の意

見を聴取し、それを各大学が採用すれば、本当に教育の質は保証されるのだろうか。

2. 学修者本位の教育と学生参加

この点について、中央教育審議会大学分科会の審議まとめでは、「学内に つのポリシー

に基づいた教育が行われていることを確認するための自己点検・評価の仕組みが学位プロ

グラム単位で整備されており、学生や社会の声を反映しつつ不断の見直しが行われている

こと、換言すれば内部質保証の仕組みが整備され適切に機能していることが重要である。」

中央教育審議会大学分科会 、あるいは「高等教育の質保証に関する取組を実

質化していくためには、大学自身が学生や社会の声を受け止めながら自己の教育研究活動

を振り返り、不断に検証しつつ、改善・充実していくことが求められる。 」 中央教育審議
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会大学分科会 と言及されている。

だが、具体的な改善・改革の方向性は、

という科目レベルの態様の異なる参加例をかかげて工夫の必要性を説くにとどまり、こ

れらによって、どのように「学生や社会の声を反映しつつ不断の見直しが行われている」こ

とになるのか、どのように「学生や社会の声を受け止めながら、…不断に検証しつつ、改善・

充実していく」ことになるのかは、必ずしも明らかとは言えない。

また、学修者本位の教育の実現とは、「学位を与える課程 学位プログラム が、学生が必

要な資質・能力を身に付ける観点から最適化されているかという「学修者目線」で教育を捉

え直すという根本的かつ包括的な変化を各機関に求めているもの」 中央教育審議会大学分

科会 である。「学生が必要な資質・能力を身に付ける観点から最適化されてい

るか」どうかを、「学修者目線」で教育を捉え直すと特に表現しており、大学が判断や行動

をする際の基本が一般的に「学修者目線」であることを意味しているわけではない。では、

学生が授業アンケートに回答し、あるいは学生企画型ないし学生参加型の授業運営委員会

を置く授業科目を大学が開設することによって、学生はどのように「学修者本位の教育の実

現」に寄与できるのだろうか。その仕組みや道筋もまだ判然としていないようである。

すなわち、ステークホルダーとしての学生の声は、学修者本位の教育の実現と、少なくと

も明示的には、適切に関係づけられていない。むしろ「学生や社会の声を受け止め」「不断

の見直しが行われ」「検証しつつ、改善・充実」すれば良いと単純化されている可能性も否

定できない。そのような営為が、特に学修者本位の教育の実現につながるという根拠は何な

のだろうか。

3. 高等教育改革への学生参画の期待

ところが、「 年に向けた高等教育のグランドデザイン 答申 」 中央教育審議会大学

分科会 は、高等教育改革への学生の参画を期待する以下の文言によって、締め括ら

れている。このことには、特に留意する必要があるだろう。

図 1．「改善・充実の方向性」（中央教育審議会大学分科会, 2022, p. 27）
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現在、高等教育機関で学んでいる学修者には、後に続く学修者の学びも含めて高等教

育が充実していくために、これから行われる高等教育改革に参画することを期待して

いる。

そして、学修者を含めた全ての関係者による高等教育改革が 年までに実を結

び、教育と研究の機能が十分に発揮された高等教育を通じて、我が国そのものが新しい

価値を生み出す国へと発展していくことを期して、必要な政策が着実に遂行されてい

くことを求める。

この期待は、冒頭に記した「課外活動・福利厚生・修学環境の整備について、学生の意見、

希望を適切な方法によって聴取する」姿勢とは大きく異なる。高等教育改革の文脈に学生を

位置づけ、またそれによって日本が新しい価値を生み出す国へと発展していくという明確

な方向転換を志向している。

では一体、なぜこのようなことが今日期待されるのだろうか。また、高等教育の中心的な

ステークホルダーであるにもかかわらず、どのような経緯で、日本の学生は高等教育改革の

文脈から外れてきたのだろうか。これらの疑問に答えるために、次節では、 年代後半

に勃発した学生運動への対応とその結果としての各国の変化について、欧米と日本を比較

しながらその経緯をまず概観する。さらに 年以降、欧州では、 欧州連合 の国際競

争上の優位性を確立するために、学生参加を、質保証の要件とすることによって、世界の他

地域に対するアドバンテージとするボローニャ・プロセスを新たに展開しており、高等教育

の質保証への学生参加は、「リスボン戦略」「欧州 」など、一貫した経済・

社会戦略であることも確認しておきたい。また、大学紛争当時とは異なり、管理運営の主体

ではなく、授業評価やアクティブラーニングなどの教育・学習改善への学生の参加が望まれ

る現代的特徴について、その文脈の変化を明らかにしていきたい。

4. 大学の民主化要求と帰結、その後の展開―欧米と日本―

年代後半の大学紛争と各国の対応

大学紛争以前に、大学の自治や管理運営への学生参加はほとんど認められていなかった

ことは、日本を含めて各国共通である。このことを前提に井上 は、大学紛争直後の各

国の対応を以下の通り総括している。

欧米の民主化はいずれも強固な教授団支配 学者たちの共和国 を崩すために、「教授

団のみによる貴族支配から、関係者全員の参加による大衆政治への転換要求」 市川

を掲げてはじまり、英米では大学人自らが中心となって個別に対処し、

欧州大陸では学生を含む教授団以外の勢力が結託して政府や議会を動かし、新しい大

学法を制定した。それに対して、日本の民主化は国家や資本の干渉から学問の自由を守
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る共同体 教師と学生の組合 に立ち戻るべく、学生は教授団に連帯を期待しつつ孤軍

奮闘した。教授団への「片想い」が強ければ、期待はずれへの憤りも強くなる。教授団

支配が相対的に弱かった日本では、経営や統治の観点からは、学生参加は対処すべき課

題ではあっても、大学改革を進めるための戦略的な条件整備とはみなされなかったの

である。

この総括を踏まえながら、各国の対応について整理しておこう。大学紛争が欧米の大学制

度に及ぼした影響の社会学的考察であるダールデル・シルス編 によれば、教授、助手、

学生という学内の異なる集団の代表を同等とみなす「三者同格の原理」が生まれたのは、ド

イツ社会主義学生同盟の 年 月におけるライプチヒ・セミナーである ダールデル・

シルス編 。「民主化」の要求を達成する方法として、あらゆる大学管理機関の中に

大学を構成する三者の代表を送り込むことが提起された。そして、「数ヶ月のうちに、「大学

の民主化」のときの声が西ヨーロッパを席巻した」のである 。

この背景には、第二次世界大戦後に発生した新しい問題を解決するには、あまりにも教授

団に権限が集中しすぎていた事実がある。「一方には管理上の見地があり、他方には正教授

以外の大学内部の広範囲の人々が大学問題を決定すべきとする見解があり両者の間に奇妙

な結合が生まれた。この異なる二要素は改革者を熱中させ、教授の伝統的な権限集中に否定

的な態度をとらせた。たとえ各見解の支持者たちが、最初、異なる目標に関心をもったとは

いえ、一時的にせよ彼らは、「大学の民主化」という御旗のもとに力を結集したのである」

。

その結果、教授団支配は解体されたが、当初予想を超えて、大学基本法は大学構成員の定

義を拡大し、すべての「常勤公務員」と「登録学生」を加えている 。しかも、拡大・

複雑化した組織内の利害を調整し、管理運営を効率化するために、官僚制化を結実させるこ

とにもつながったのである 市川 。

一方、英米では政府介入の増大を免れえなかったとはいえ、大学は自治体であり、欧州に

おける大学が「法律的におおざっぱにいえば、中央政府、地方政府、自治都市の政府の創造

物であり、下僕であった」 ダールデル・シルス編 こととは対照的であっ

た。英米ともに激しい大学運動が繰り広げられたが、「イギリスとアメリカの政府は学生騒

乱に冷静で、管理機関に学生代表を送ったり、さもなければ逆に大学自治のあり方を大学に

教えるようなどんな法律も制定しなかった」 。つまり、「これらの大学は、直接国

家の規制に束縛されなかった。〔中略〕「革命」は、中央政府の決議や立法によって押しつけ

られたものではなく、せいぜいあいついで起こった学園闘争からの成果であった。」 。

なお、結果として 年代の米国では、大学の正式の構成員として大学の管理運営、と

りわけ教学関係について学生がなんらかの形で意思決定に参加する割合が増加し、「この時

期を境にして、伝統的な親代わりの理念にもとづく学生指導は、どのキャンパスでも事実上

放棄された」という 江原 。ただし、この民主化への対抗策として教授は組
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合に結集し、またそれに呼応するかのように、学生は、形式化された学生参加の限界に接し

て、州に対するロビー活動を始めるようになる。この学生参加と大学教員の団体交渉が対立

関係にあることが、問題点として指摘されている 。また、この両者の利害対立を、

民主化が招く官僚制化問題への米国的な対応ととらえる見方もある 井上 。

最後に、日本では、教授会に助教授が参加するなど若手教員層の学内各種機関への参加が

進んだものの、大学の管理運営への学生参加は、これが法制化された欧州とは異なり、文部

省が終始限定的な態度を崩さなかった。紛争に対処するために制定された大学運営臨時措

置法§ Ⅲは、以下のとおり規定されている。

「大学紛争が生じている大学の学長その他の機関は、当該大学紛争にかかわる問題

に関し、ふさわしい領域内において提起される当該大学の学生の希望、意見などを適切

な方法によってきくように努め、これらの希望、意見等で当該大学紛争の妥当な収拾及

び当該大学の運営の改善に資すると認められるものについては、その講ずべき措置に

これを反映させるように配慮しなければならない」

この「ふさわしい領域」に関する文部省の解釈は冒頭に記載した通り、「課外活動・福利

厚生・修学環境の整備」である。同様に、学長などの選出過程への学生・職員参加にも、当

時の文部省は否定的であった。もっとも、法律上の制約がないことから指導の及ばなかった

私立大学については、学長などの選出過程への学生・職員参加が制度としてそのまま定着し

た例もある 大﨑 。

経済・社会戦略条件としての学生参加

世界各地の大学紛争はいずれも数年で収束したが、それから 年以上が経過し、さらに

学生を「質保証のアクター」と位置づけるアプローチが出現し、新たな展開を見せている。

欧州高等教育圏の構築を目指して 年に始まったボローニャ・プロセスである 山田

。

ボローニャ・プロセスは、 加盟国のみならず今日ではトルコやロシアなど広く ケ

国が参加し、学生と教職員の移動を促し、欧州を中心とする参加国の大学全体がレベルアッ

プして、その高等教育を世界最高水準に高めようとする改革であり、大学間を自由に移動で

き、いずれの大学で学んでも共通の学位、資格を得られる「欧州高等教育圏」の確立が目指

されている。そのため、制度面では、理解しやすく比較可能な学位の枠組や学部、大学院と

いう高等教育の基本構造の整備、ヨーロッパ共通の単位互換制度の開発、高等教育の質保証

システムの確立などが段階的に目指されている ルイス 木戸 館 な

ど 。

ボローニャ・プロセスは、世界各国・地域において高等教育の多様性を保ちながら構造的

な収斂を進めるためのモデルとなっており タイヒラー 、その影響力は極めて大き
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い。ボローニャ・プロセスの開始要因のひとつは米国への対抗であったが、その米国が逆輸

入する形で、資格枠組や単位互換制度、あるいは関連する大学主導のプロジェクトであるチ

ューニング 第 章 参照 などを学ぼうとしていることからも、その影響力の大きさは明

らかである 上別府 。

年 月にリスボンで開かれた欧州理事会では、 年までに、 欧州連合 を世界

でもっとも競争力のある、知識を基盤とするダイナミックな経済空間にする「リスボン戦略」

が策定されており、教育はこの戦略を達成する鍵を担う重要な要素と位置づけられている

木戸 。人的な移動を促進する高等教育政策は、「欧州 」でも継

続しており、ボローニャ・プロセスは、グローバルな経済競争への対応として質保証への学

生参加を経済・社会戦略条件としていると考えられる。

さらに、 年前に大学運営への学生参加の制度化を実現していた欧州でも、実際には参

加の実態は低調であった 大場 。この民主化の理念も薄れていた状況において、理念

を再び充填することで、学生参加をアドバンテージへと転化できるという利点もある 井上

。そこで、学生参加については、 年には つの指標が設定された。当初

は、 評定は ヶ国、 評定は ヶ国である。しかしながら、 年までに， 評定を受け

る国・地域数は、19→11→14 と乱高下し、 評定数は減少を続け， ～ 評定数は増加する

一方であった 山田 。ここでは、学生参加を市民性教育と位置づけて「民主化の形骸

化」問題に対応する必要性がある 井上 という、現代的な特徴を確認してお

こう。

このように、質保証への学生参加も停滞し始めていたことから、 年のエレバン会合

では 年ぶりに「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン」が改定された。

表 1．外部質保証における学生参加レベル（山田, 2016, p. 43 表 2）
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質保証機関のガバナンスへの学生参加の規定化は見送られたものの、新たに「学生中心の学

習・教授・評価」が内部質保証のための基準・ガイドラインに追加された。基準 には「学

習プロセスを創造する際に学生が積極的な役割を果たすことを奨励する方法で教育プログ

ラムが実施されること、また学生の評価はこの取り組みを反映することを、機関は保証しな

ければならない 。」と規定されている 。

この基準 は、あまりにも学生の「学習経験の質」が考慮されていなかったことから新

設されたものであり、その影響は、ステークホルダーとしてのプログラム設計への参加

ガイドライン やプログラムの継続的モニタリングと評価への参加 ガイドライン な

ど、広範囲のガイドライン拡充につながっている 。ここで追求されて

いるのは、もちろん大学紛争時の管理運営の主体ではない。「学習プロセスを創造する際に

学生が積極的な役割を果たす」ために、授業評価やアクティブラーニングなどの教育・学習

改善への学生の参加が望まれているのである。これがもう一つの現代的特徴である。

5. 学生を大学組織の一員としてどう位置づけていくか

では、今日の日本における、質保証への学生参加の必要性の有無をどのように考えれば良

いのだろうか。欧州における「三者同格の原理」は、大学紛争時の勢いで法制化できたもの

である。また英米と異なり、大学人自らが中心となって個別に対処してきた経緯も日本には

基本的に存在しない。

こうした特殊な状況を、広田 は、「いまさら「全構成員自治」の理念にも戻れない

し、かといって「消費者」として対応すればそれでよいわけでもないだろう」と的確に指摘

している。その通りである。だとすれば、大学紛争の経緯と意義、またその顛末を踏まえつ

つ、「「学生は大学の構成員かどうか」という問いの意義じたい、現代では疑わしい。学生は

入学してから学内外でのさまざまな経験を自らの成長 学士力？ に変換して卒業していく

存在であり、その教育的プロセスの内実は、大学の構成員かどうかとは関係ないのではない

か、と」 井上 いう視点を加えることも、学生参加が求められる現代

的特徴から考えれば、必然だろう。

教育とは消費者が生産に参加する特殊なサービスである。学生自身が時間をかけて努力

し、学習しなければ、インプットの一部を欠き、意図した成果は生まれない。にもかかわら

ず、教育の提供者側に、機関や教育プログラムのあり方を問い、これを規定する仕組みの議

論に、私たちは終始してきたのではないだろうか。むしろ、適切な学生参加を特定し、質保

証システムの構成要素とすることによって、高等教育の質は日本においても保証されうる

のではないだろうか。ここで、質保証とは、高等教育のユニバーサル段階において、学生が

必要な資質・能力を身に付ける観点から最適化された学位プログラムを大学が提供し、学位

に見合った卒業生・修了生を輩出していることを公に保証することを意味する。単に価値の

ある教育サービスを提供することではなく、欧州同様に「学習の質」を問い、学修者本位の

教育の実現という新しい課題にチャレンジすることが目的だからである。あるいは、資質・
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能力が生涯発達することと向上の意味合いを保証に込めるならば、質保証とは、学生がある

特定の文脈における複雑な要求に対して、知識、スキル、態度・価値観を結集して上手く対

応する力を卒業時に身につけ、その後も成長できるよう、大学における学習・教授が向上し

続けている状態を意味する、と定義しても良いだろう。

次章では、この仮説をもとに、民主化の形骸という先進国共通の問題への対応としての政

治的主体と、市場化への対応としての経済的主体、すなわちサービス利用者について考察し、

今日の日本において、学修者本位の教育を実現する視点から、学生を 管理運営の主体では

なく 大学組織の一員として、どう位置づけていくことが望ましいかを考察する。

第 2章 学生の複合的立場と大学組織への位置づけ

「学生を大学組織の一員として、どう位置づけていくことが望ましいか」という問いに答

えるためには、今日の高等教育における学生が「どのような当事者であるのか」を分析する

ことが有益だろう。

ところで、教育のみならず介護、福祉などの公的サービスに、部分的に市場原理を導入す

る政策が一般化しつつある。政策の方向性としての「第三の道」、その実現手段としての「準

市場」の活用である 真野 。準市場では、サービス提供者に競争を促し、あるいは利

用者の参加を求めその意見を採用することによって、コスト削減とサービスの向上が可能

となると考えられている。

高等教育についても、その商品化を前提に市場原理を部分的に導入する場合、高等教育サ

ービスの利用者は学生であることから、顧客中心のサービスや顧客としての学生参加が要

請される 大場 。しかし，大学と学生の関係は、他の公的サービスと同様に考えられ

るのだろうか 山田 。

1. 政治的主体

高等教育サービスの利用者である学生が、ステークホルダーとして意見を述べる「学生の

声」あるいはそれによる知識の「共同生成」という概念が、欧州を含む西洋において流行し

ている。 は、この現象を「学びの商品化か民主化」という視点から

論じ、ほぼ間違いなく新自由主義の二つの側面であると指摘している一方で、予示的な民主

的実践との見方も紹介している。しかし、学びの民主化それ自体は目的ではなく、また「学

生の声」が共同生成の手段として機能すれば政治的主体性が確立されるものでもない。した

がって、「学生の声」と消費者主義はやはり新自由主義の二つの側面であり、市民性を涵養

する学生参加は大幅に後退していると考えることが適切だろう。

欧州評議会では、「民主主義社会における能動的な市民としての生活への準備」を高等教

育の主要な目的の一つとしている。公共性と公的責任を前提とする限り、市民性の涵養は，

欧州に限らず高等教育全体の目的といえるだろう。とすれば、この市民性の涵養という目的

は、高等教育の質の見方に反映するにふさわしい 。つまり質保証の観点から
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は、政治的主体としての学生の立場は、能動的市民としての生活に向けて学生を準備させる

という高等教育の目的に根ざしていることが望ましいと考えられる 山田 。

では、今日の学生が涵養すべき市民性とは何なのだろうか。欧州評議会のコンピテンス・

モデル では、人間の尊厳と人権に価値を置く、文化の多様性に

価値を置く、民主主義・正義・公正・平等・法の支配に価値おくという「価値観」、及び文

化的な他者性や他の信念・世界観・習慣に対する解放性、市民意識などの「態度」をコンピ

テンシーに組み込み、高いウェイトが与えられている 松下 。

経済社会的な利害対立は、政治的な意思や技能が欠ければ、容易に暴力的になりうる ク

リック 。例をあげれば枚挙にいとまがない。だからこそ、クリック

が主張するように、「政治リテラシーは、知識、技能、態度・価値観の複合体である」、「政

治に関する情報を批判的に扱い、自分の意見を持ち、他者の意見を尊重し、効果的で責任あ

る参加をする意思と方法を身につけるよう手助けする」 ことが推奨される。そのた

めの知識や技能も教え学ばれることが望ましい。クリックが示す樹形図を横に読むと、「自

分の信条と行動の理由や正当性の根拠を示し、他者のそれらも理解する」ための論理的な意

味で各段階が並んでいることがわかる 。政治的信条の妥当性の吟味よりも、われわ

れの社会で何が根源的対立なのかを、生徒の年齢や能力が上がるにつれて、より複雑な仕方

で教えることには、多くの利点があるのである 。

なお、経済成長の鈍化と国家財政の膨張を背景に、福祉国家を批判したのが新自由主義政

策である。これに続く「第三の道」では、経済や政治は国を超えて考え、福祉はより小さい

コミュニティに焦点を当てるべきとされている 亀山 。この状況の中で、自ら

が位置づく民主主義社会の境界をどこに設定するべきかという問題に大学は直面している。

図 2．政治リテラシーの樹形図（クリック, 2011, p. 102 図 4-1）
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具体的には、グローバルな特権的ギルドたろうとするか、国民国家の機関であり続けるのか、

ローカルなコミュニティで役割を果たそうとするのか 亀山 。その重点次第で、「民

主主義社会における能動的な市民としての準備」は大幅に異なる。今日の学生が涵養すべき

市民性とは何か、各大学がその立場を検討することを勧めたい。

2. 経済的主体

学生は、高等教育サービスの消費者である。しかし、顧客中心のサービスは、機関レベル

はともかく、学位プログラムレベルや科目レベルについても、他の公的サービスと同様に考

えられるのだろうか。

一般的な財・サービスの消費者と異なり、大学や弁護士、病院・医師、劇場、ドレスコー

ドが指定されるホテル等において提供されるサービスでは、消費者がインプットとなり生

産に参加している 。真のアウトプットは事前に明確ではな

く、値段がつけられない。だからこそ、対価は在籍・相談・診察・入場など真のアウトプッ

トにつながらないものに対して支払う。また他の消費者もインプットであるから、その存在

は各消費者が受けるサービスにしばしば影響する。

したがって、高等教育においても、学生のインプットがなければアウトプットは生まれな

い。また、誰と一緒に教育を受けるかによってその成果も異なってくる 小塩・田中 。

学び自体を購入することは不可能なのである 山田 。

この学び自体は購入できないという教育の特質は、市場原理等の導入によって出現した

学生消費者の問題に対処するうえで極めて重要である。 は、その

否定的側面を、詳細に分析している。例えば、高等教育の商品化によって教育プロセスは「交

換価値」を持つ形に変容し，教員は「商品生産者」に学生は「消費者」に位置づけられる 教

授と学習の商品化 。また、学びを商業的な契約とみなすことによって学生は知的共同体の

外に身を置き、自らを教育の受動的な消費者とみなし、生涯学習能力を喪失する 教育的な

関係性の歪み 。さらに、大学院などの高度な学習において、必ずしも問題を解決すること

ができないというリスクを自ら取り、それでも教員から問題に取り組む支援を受けられる

という信頼が浸食される 信頼とリスク・テイキングの侵食 、などである。

歴史的には、最初に学生を「消費者」と捉えたのは、リースマン である。進

学人口の減少した 年代に、高等教育の需給関係において市場支配力を強めた学生が、

学歴や資格を取得するために、大学から提供されるサービスの受動的な消費者としての性

格を強めるに至ったその傾向を「学生消費者主義」という概念でとらえたのである リース

マン 。

消費とは、欲求充足のために財・サービスを消耗することをいう。結果として、欲求が満

たされないことがあるのは、すべての消費に共通している。しかし、投資はそれ自体が目的

である消費とは経済学上異なる概念である 小塩 。投資では、収益が費用をどれほど

上回るかが問題となる 小塩 。消費者が生産に参加する場合でも、劇場や一般の飲食
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は，観劇や食事それ自体が目的であるから消費である。しかし教育や医療は、授業や診察を

受けること自体が目的ではないことから投資と考えるのが通常である。したがって経済学

的には、教育とは消費者が生産に参加する投資行動であるといえる 山田 。

高等教育の場合、学位取得による生涯賃金の上昇を収益と考えるならば、卒業しさえすれ

ば所期の目的の一部はその時点で達成したことになる。リースマンのいう受動的消費者で

ある。しかし、高等教育を受ける目的が学位に見合った資質・能力を実際に身につけること

であれば、相当の努力が求められる。大学教育に今日要請される社会的レリバンス 妥当性

を考慮すれば、学生が知的共同体の内に身を置き、資質・能力を身につける高度な学習につ

いては、リスクを自らとり、教員から問題に取り組む支援を受けられるという信頼を保持し

ながら、当事者として生産に参加することは極めて重要である。

3. 学習主体

は、質保証における学生の役割を つに整理して、学生を「学

びの専門家」 であると位置づけている。

・情報提供者(information provider)―フィードバックを提供する。

・行為者(actor)―アンケートを 時には教員と協力しながら デザインして、フィー

ドバックを集めて、分析する。

・専門家(expert)―学生は、彼らが学習成果にどのように到達して、教育がどのよう

に彼らを補助したのかを知っている。したがって教育は、学生の学習経験を通して、

また現実にどのように学習プロセスを補助したのかを基礎に評価されるべきであ

る。

・パートナー(partner)―学びは教員と学生の緊密な関係を通して達成される。学生

をパートナーとして扱い、気楽で建設的な雰囲気を大学につくりだすのはスタッ

フの責任である。

教育から学習へのパラダイム転換から考えれば、教育は学生の学習経験を通してまた現

実にどのように学習プロセスを補助したのかを基礎に評価されるべきである。また学生は、

自らがインプットである以上、自らの学習に責任を持つために、それらを知っているべきで

ある。しかし、現実に知っている学生はむしろ少数だろう。したがって課題は、学生がどの

ように知ることができるのかを明らかにすることとその実践である。この前提がなければ、

学生を「学びの専門家」と一般化することは困難である 山田 。
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では、学生はどのようにして知ることができるのだろうか。この問いに対する回答は、チ

ューニング・プロジェクト第 期において検討されている。「欧州教育制度のチューニング」

は、ボローニャ・プロセスを高等教育機関と専門分野のレベルで実現する具体的な方法の開

発をめざして、大学が主導しているプロジェクトである。チューニングは、ボローニャ・プ

ロセスの定める各学位サイクルについて、学習プログラムを 再 設計・開発・実践・評価す

る方法を示しており、このアプローチは、すでに世界各地で試行され、その有効性が実証さ

れている ゴンザレス他， ， 。

第 期には、「学生が教育課程を通して所期の学習成果を達成できるようにするために、

教授、学習活動、評価をどのように組織化すればよいか」 ゴンザレス他， が

検討された。そこで最も重視されたのは、教員と学生である。「大学の外部の者は問題があ

ることを指摘することはできても、自ら質の高いプログラムを創出して，実践することはで

きない」 ゴンザレス他 からである。さらに「社会は絶え間なく変化し

ており、学術的領域も発展しているため、ダイナミックな教育プロセスが必要」であり、「真

の質を確立して維持していくためには、定期的な内部・外部質保証審査だけでは」なく、「む

しろ、プログラムの不断の改善と更新に重点が置かれなければならない」 ゴンザレス他

としている。一言でいえば、学生はチューニング・プロジェクトにおける質向

上サークル に示されたようなダイナミックな循

環の当事者なのであり、学習主体として教授、学習活動、評価の組織化に不可欠の存在なの

である 図 参照 。

図 3．チューニング質向上のためのダイナミックな循環（出典：ゴンザレス他, 2012, p.26 図 2）
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4. 大学組織への位置づけ

このように、大学は、学生にとって、能動的市民としての生活に向けて準備をする場であ

り 政治的主体 、自らが当事者として能動的に生産に参加し 経済的主体 、質向上サークル

に示されたようなダイナミックな循環の当事者

学習主体 として、教授、学習活動、評価の組織化に参加する場である。では、複合的立場

にある学生は、大学組織にどのように位置づけられるだろうか。

活動システムによる組織活動の分析

活動理論にもとづく 組織 学習論を構築しているエンゲストロームは、「学習 または発

達 における変化の主体を個人ではなく、共同的な活動システムに設定している」 高木

。内的なダイナミクスや歴史的変化として組織活動の分析が可能になることから、こ

の活動システムを用いて、大学組織における学生の位置づけの特徴と課題を把握していこ

う。

「主体」活動に関与している集団 が、一定の動機に基づいて「対象」に向かう活動は「道

具」に媒介されている。だが同時にそれは人々が従っている「ルール」や、「共同体」のあ

り方、「分業」体制などによって枠づけられてもいる。そこで、共同的な活動の構造を理解

するには、これらの各項とその相互関係を把握し、主体の活動とそれを枠づける共同体に生

じる矛盾を発見し、活動システムのあり方を分析・変革していく。この過程の全体が、活動

システムである 高木 。

活動システムで最も有名なものは、病院の事例だろう。健康センターに急患が運び込まれ

ることを受け入れているうちに、活動システムの構成要素 主体・対象・共同体 や媒介項 道

具・分業・ルール がそれぞれ矛盾を抱えて、活動システムが組み変わる。それが拡張によ

る 組織 学習である。

例えば、大学で教学 を導入するとしよう。入試や成績評価、卒業判定などを適正に実

図 4．活動システムモデル（出典：エンゲストローム, 1987, p.79 より一部改変。）
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施するだけではなく、求められるのは、そのアウトプットやプロセスで生じるデータを意味

のある情報に変換することである。

ところが教務のみに対応した活動システムでは様々な矛盾が生じる。「主体」は、少人数・

兼務で運営する 室となるかもしれない。また「対象」となるデータは点在しており、無

秩序で不整合なデータが蓄積している状況だろう。「道具」で何とかしようにも、スキル・

予算・時間のすべてが不足している。これでは、機関会議への提出締め切りに間に合わなか

ったという「結果」も無理もない。教学 は初めてなので、「共同体」には、教学 の必

要性やデータの収集目的、活用方法も不明で、情報公表への理解もなかったのだろう。分析

も連携もできないので「分業」も成立しない。調べてみると、オリジナルとコピーを含めた

データとそれを管理するスタッフ等を定義する規程もなく「ルール」がそもそも存在し

ていなかった、などという事態が容易に予想できる 山田 。

とはいえ、構成要素 主体・対象・共同体 や媒介項 道具・分業・ルール がそれぞれ抱え

る矛盾が発見できれば、活動システムのあり方を分析・改革していくことが可能となる。「道

具」は、例えば効率的かつ低コストの を使うことにする。 室員が何度

も現場を訪問しながら、その道具を使って何ができるかを説明するともに「共同体」の課題

を解決することを通して、仲間を増やし組織で改善する機運を高めていくことがまず重要

だろう。業務内容・ツールの見直しを通して「分業」の姿が見え始め、業務に必要な定義だ

けではなく、データ→可視化→共有→自動化という大学固有の目標を教学 ステップとし

て明示して共有することによって、「ルール」を確立することも可能となる 立津 。

「対象」→「共同体」→「主体」としての学生

学生が、学歴や資格を取得するために、資質・能力の獲得ではなく、単位修得と卒業のみ

を目的にしている場合は、生涯賃金の上昇という最低限の投資効果を求めて大学の教育サ

ービスを消費している状態である。この段階では、教育と単位付与の「対象」に、学生は位

置している。

しかし、学修者本位の教育の実現を目指す大学では、学位に見合った資質・能力を実際に

身につけることが目的であるから、そのことを学生が自覚し、大学はその目的のための「共

同体」の一員として学生を位置づけることになる。そうして初めて、学生は、大学組織の一

員として、リスクを自らとり、教員からの支援があるという信頼を保持しながら、当事者と

して生産に参加し始めることになる。

この段階では、自らをインプットとしていることから、同時に学生は「主体」に位置づけ

られる。科目レベルを例に取れば、例えば看護学部の実習で、患者の身体の拭き方を習った

としよう。拭き方には順番と向きがあるのだが、この段階の学生は、単位修得のためにそれ

を暗記しようとは思わない。なぜその順番でその向きなのだろうか。どのように筋肉や神経

に作用するのか、と考えて「理解」しようとする。そうでなければ、病歴や病状の異なる患

者に、現場で適切に対応できない。資質・能力を獲得するためには、知識やスキルを応用で
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きる形で修得することが効果的なのである。

こうして自分の理解のレベルを自覚できるようになった学生は、カリキュラムの評価と

改善というプログラムレベルの活動の「主体」となることが可能になる。それに伴い、なぜ

この時期にこの科目があるのか、なぜこの科目は講義ではなく演習なのかなどカリキュラ

ムと教育方法について理解する学生が増加し、それぞれが資質・能力の向上に向けた学習ア

プローチの採用に結びつけることができる。

幅広い層の教員と学生の見解についての協議は、大学組織における政治的「主体」として、

「自分の意見を持ち、他者の意見を尊重し、効果的で責任ある参加をする意思と方法を身に

つけるよう」 クリック 大学が学生を手助けする場である。学生にとって

は、問題に関する重要な知識を得て、自分の利害と社会的責任を自覚し、行動のためのスキ

ルを鍛錬する機会である。こうした協議を経て問題を解決できた大学では、一層強固な「共

同体」が成立するだろう。このように「主体」にまで高められた多様な学生参加を、本章の

これ以降においては学生参画と表現することにしたい。

参画による学生と大学の学び

学生参画における学生は、学修者本位の教育の実現という新しい課題に向かう大学組織

という共同体の一員である。ここでは、「学習成果を出す当事者として質保証に間接的に関

与するアクターの性格を帯びている」 鳥居・石本 と言えよう。

とはいえ、そうなるために新しい媒介項 道具・分業・ルール を創造することが望ましい。

前節の状態は、学修者本位の教育がうまく実現した場合の話である。先の看護学部の学生の

場合、いかに学生がアイデアを関連づけながら全体のパターンや原理を探ろうとしても、肝

心の「道具」である定期試験が事実的知識を問う穴埋め問題ばかりでは、高い学修成果は望

めない。成果についての認識が、学習の質を限定してしまうからである。同様に、アクティ

ブラーニング型授業を教員が導入しても、解決すべき問題にリアリティがなく、解決に必要

な知識とスキルを理解せずに暗記している状態のクラスメートと、互いに何をどう分担す

るか、またその理由を知らずに実習に参加しても、むしろ学習は抑制されてしまう可能性が

ある。したがって、参画による学生の学びについては、主要なインプットである教員 主体

とそのほかの媒介項 道具・分業・ルール が抱える矛盾を梃子に、活動システムが組み変わ

ることが期待される。続く第 章では、この課題、すなわち参画による「学生の学び」を、

継続的な質保証プロセスと定期的な内部・外部質保証審査に分けて論じる。

次に、学修成果を出す当事者ではなく、「学生は自治的な営為としての質保証に直接的に

関与するアクターの性格」 鳥居・石本 を帯びている状態については、別の視点が必

要である。前述の通り、教育から学習へのパラダイム転換から考えれば、教育は学生の学習

経験を通してまた現実にどのように学習プロセスを補助したのかを基礎に評価されるべき

である。また学生は、自らがインプットである以上、自らの学習に責任を持つために、それ

らを知っているべきである。しかし、現実に知っている学生はむしろ少数である。すなわち、
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学修者本位の教育の実現という新しい課題に向かう大学組織という共同体の一員と学生を

位置づけても、ある学生は「対象」にとどまり、あるいは仮に「共同体」に位置していても、

授業アンケートに誠実に回答するのが精一杯で、とても科目・プログラムレベルの「主体」

には到達できない学生も相当数存在するはずである。そうした学生をそのまま「質保証に直

接的に関与するアクター」として質保証に形式的に「参画」を求めても、「教員 主体 とそ

のほかの媒介項 道具・分業・ルール の矛盾を梃子に活動システムが組み変わる」可能性を

抑制する恐れがある。本稿第 章で、ステークホルダーとしての「学生の声」を「反映しつ

つ不断の見直しが行われている」あるいは「受け止めながら…不断に検証しつつ、改善・充

実していく」危うさについて詳述したのは、このためである。では、「大学」の学びにとっ

て、学生はどのような当事者であるのか。組織学習と学生の参加次元・態様を明らかにしつ

つ、内部質保証、外部質保証における学生参画については、第 章で考察する。

第 3章 参画による「学生の学び」

本章では、大学は学修者本位の教育を実現することを目的に、また学生は学位に見合った

資質・能力を実際に身につける必要性を自覚し、各種プロセスに参画する際に、主要なイン

プットである教員 主体 とそのほかの媒介項 道具・分業・ルール に生じる矛盾を梃子に、

どのように活動システムが組み変わることが期待されるかを確認する。

1. 継続的な質保証プロセス

定期的な内部・外部質保証審査だけではなく、まさに「不断の改善と更新に重点が置かれ」

ゴンザレス他 るべき継続的な質保証プロセスでは、以下の 点が重要で

ある。

ガバナンスへの参加

田中 は、イギリスの大学の学生組合がどのように学生代表を参画させているかに

ついて、その仕組みを詳細に紹介したうえで、日本の学生代表の組織化に立ちはだかる壁と

組織化の必要性について、以下の通り主張している。

日本において、学生代表の組織化に立ちはだかる壁は三つあると予想される。一つ目

の壁は、どの組織が組織化を担うかである。この役目を、学生自治会に負わせるのは酷

なことであろう。〔中略〕

二つ目の壁は、学生代表になるメリットが乏しいことである。イギリスでは、学生代

表の経験が就職活動で有利になるという、わかりやすいメリットがある。〔中略〕

三つ目の壁は、学生は自らの利益を最大限に拡大するために、大学の全ての意思決定

に参画すべきである、という共通認識が広まっていないことである。〔中略〕

以上のように、三つの壁が日本における学生代表の組織化の阻害要因になると思わ
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れる。とはいえ、学生代表の組織化を完全に諦める必要はない。できることをできる範

囲で試行してみることが、内部質保証への学生参画の実現には何よりも大事なことで

あり、その実現の先に、学生代表の組織化があるはず、だからである。日本式の学生参

画のあり方を議論し続けていくこと、それが、 教職員だけでなく、学生も含めて 我々

に要求されていることだろう。

前述の通り、大学紛争における歴史的経緯があることから、学生代表の組織化をすぐに実

現することは困難である。しかし、まずは内部質保証への学生参画を、できることをできる

範囲で試行することは、確かに必要不可欠だろう。学生を「共同体」の一員として位置づけ、

能動的な市民としての生活に向けて学生を準備させることになるからである。

北欧諸国では、「学生代表は、他の構成員と同じ権限、責任を持ち、理事会、教授会、教

務・学生委員会、評価パネルなどいろいろなレベルの会議体に学生が参画し、教育の質向上

に役立っている事実が確認」されている 堀井他 。「読み書き能力は一人で学習でき

るが、政治リテラシーには集団行動や集団の相互作用が欠かせない」 クリック こ

とから、機関会議か否かを問わず、多様な委員会・会議に、実際に「参加」するよう促すこ

とが重要である。

なおその際には、「情報を批判的に扱い、自分の意見を持ち、他者の意見を尊重し、効果

的で責任ある参加をする意思と方法を身につけるよう手助けする」 クリック

ことが主要な目的であることから、そのための「道具」としての知識や技能も教え学ば

れることが望ましい 前掲図 参照 。また関連する情報へのアクセスを保証することも有

益だろう。

また、どのような役割を求めるのかを明確にすることが、適切な「分業」となる。ステー

クホルダーとして「自らの利益を最大限に拡大するために」 田中 その会議に出席し

ているのか、あくまで共同体の情報源のひとつとして個人の利害と社会的責任から発言を

求められているのか、それによって役割が異なってくる。極端に言えば、そこに民主主義社

会に対する大学の姿勢が現れる。今日の学生が涵養すべき市民性とは何か、各大学がその立

場を検討することを勧めたいと先に述べたのはこのためである 第 章 参照 。

最後に、大学ではどのように意思決定が行われるのかという「ルール」を伝えることも検

討する価値がある。ルールとは、行為や相互行為についての明示的なあるいは暗黙的な規

則・規範・慣習である エンゲストローム 。
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広田 は、大学組織をめぐる力学を、中央権力の圧力に対して、機関による上からの

力と教員個人・集団という現場からの力の相互行為として図解している。機関は、例えば目

標に対する達成度やある財政支出に対する最大のアウトカムが得られることを、トップダ

ウンで追求する。一方、教員個人・集団には、個人の分散的自律性や教授会における集合的

な意思決定をもとに、教育研究の自律性を擁護すべく、教育研究に必要な資源確保などをボ

トムアップで要求する。教員個人・集団の背後には、アカデミック・コミュニティが存在し、

単なる組織人とは異なる規範を提供し、教育研究の中身を実質的に左右する。なお、職員・

学生の独自の位置づけが、これからの大学の管理運営の重要なポイントであると指摘して

いる。

例えば、このような構図を前提としなければ、「争点に関するさまざまな反応・政策・対

立」 前掲図 参照 の意味を知ることはできない。前述の看護学部生のように、いかに学生

がアイデアを関連づけながら全体のパターンや原理を探ろうとしても、行為や相互行為に

ついての明示的なあるいは暗黙的な規則・規範・慣習であるルールを知らなければ、その委

員会や会議の大学内での位置づけや議論内容を、理解することは困難である。政治的信条の

妥当性の吟味よりも、われわれの社会で何が根源的対立なのかを、生徒の年齢や能力が上が

るにつれて、より複雑な仕方で教えることには、多くの利点がある クリック

と指摘したのは、このためである 第 章 参照 。

学習プロセスの創造

学習の責任を学生自らが引き受けるためには、チューニング・プロジェクトにおける質向

上サークル に示されたようなダイナミックな循

環の当事者であり、教授、学習活動、評価の組織化に不可欠の存在として、組織に位置づけ

られることが適切である 図 参照 。

図 5．大学組織をめぐる力学（出典：広田, 2019, p. 52 図 2-3）
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とはいえ、「高等教育の質を開発、維持、向上させる究極的な責任は、大学とその職員が

学生およびその他の利害関係者の支援のもとで、担っていかなければならない」 ゴンザレ

ス他 。では、どのような「分業」が望ましいのだろうか。

プログラムの設計、承認、提供、管理運営の責任を負う教務部長、学部長、理事、評議会

が変化を実現するには、広い支持を得ていることが求められる。そこで、学習の責任を自ら

引き受けるために学生に必要な役割分担は、第一に「学生ニーズのコンピテンス 学問分野

のコア への反映と教育プロセスの理解」である。整合性を保証し、「変化」を可能にする調

整機能として幅広い支持が必要であることから「カリキュラムと教育方法が教員と学生の

双方によって理解され、支持されるように、幅広い層の教員と学生の見解について協議する

必要がある」 ゴンザレス他， ， 。

次に、カリキュラム評価の仕組みには、試験の合格率、就職や進学の状況、新入生の数、

カリキュラム評価アンケートへの回答、連携校からのフィードバックといった主要な指標

に関する統計的情報の組織的収集と分析を含み、その結果が開示されることが有益である

。この結果を「道具」として、多様な「フィードバック 取り組みへの反応 」と「フ

ィードフォワード 変化を見越した修正 」の循環が作動していることが推奨される。「ここ

には学生、卒業生、教員が、同一または異なる時間軸で参画していることが求められる。と

くに、学生アンケートおよび学生の代表者からの情報を収集して、それに対応するための措

置がとられていなければならない」 。これが、第二の役割分担である。

なお、協議や情報収集の対象となる学生の範囲、すなわち「主体」が異なっていることに

留意すると理解を深める助けとなる。第一の役割分担では「幅広い層の…学生」との協議 学

生参加 、第二の役割分担では、学生アンケートまたは「学生の代表者」からの情報を収集

図 3．チューニング質向上のためのダイナミックな循環（再掲）
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する 学生参画 ことが予定されている。学生が組織代表なら、意思決定の正当化による説明

責任を果たすことはできるだろう。しかし、問題解決とは無関係である 第 章 参照 。

学習志向の組織規範、教員のコミットメントの奨励、情報に基づく自由な発言奨励などの

「ルール」、また学位プロフィールの定義や一連の所期の学習成果がコンピテンスの形で明

確化されている意味合いについての知識などの「道具」も考慮すべきであることは言うまで

もないだろう。

形成的評価 学習の支援 と自己制御

学修者本位の教育を実現するためには、 授業を含む 科目レベルにおける学習への学生

参加、さらに主体としての学生参画 も重要である。第 章 におい

て、「自分の理解のレベルを自覚できるようになった学生は、カリキュラムの評価と改善と

いうプログラムレベルの活動の「主体」となることが可能になる」と記した。そうなるため

には、自らをインプットとして、形成的評価 学習の支援 を受けて学修成果を高めるだけで

はなく、学修のプロセスでどのような質の成果が生まれつつあるのかを確認して、自分の学

習活動を適切に制御できるようになることが求められる。では、 そこまでに至らない 学生

同士のピア・サポートにはどのような意味があるのか。またアクティブラーニングでは学生

が評価主体となり、評価自体が学びとなるような評価をデザインすることが重要となる。そ

れはどのようにして可能なのか。これらは、教学マネジメント指針が、授業科目・教育課程

の編成・実施にあたって、「学修目標の具体化にあたっては、明確な到達目標を有する個々

の授業科目が学位プログラムを支える構造となる」 中央教育審議会 ことを求めて

いる理解の前提となることがらである。順次、確認していこう。

第一に、形成的評価 学習の支援 によって、学習の改善が起こるためには、まず学生が望

まれる水準や目標を知っていること、次に求められるパフォーマンスと実際のそれを比較

できること、そして二つのギャップを埋める適切な行動に取り組むことが望まれる。比較し

て行動に取り組めるような詳しいフィードバックであればより良い効果が期待できる。さ

らに改善に不可欠なのは、学生自身が教員と同様の水準あるいは求められる質について考

えを持ち、学修のプロセスでどのような質の学修成果を獲得しつつあるかを確認して、自分

の学修活動を制御できることである ギップス 。

では、ピア・サポートにはどのような意味があるのだろうか。学生同士に、上記のような

形成的評価 学習の支援 を期待するのは無理がある。この点について、

は興味深い実験と観察を行っている。学生が求められたのは、以下の作業で

ある。

ストラスクライド大学 スコットランド 工学デザイン授業。 回生 名が対象。「都市に

おける食事と休息」をテーマに 典型的なデザインとして座席配列とフードトレイ、サンド

イッチボックスを含む 、研究と製品デザインを行い、個々の学生が、独自の仕様書と図面

を提出する。学生は二人のピアが作成した仕様書案を論評してフィードバックを提供する。
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次に、このピア評価と同じ基準を用いて自分自身の仕様書案を論評する。この研究では評定

は求めなかった。

この研究では、ピア・サポートを受けること・することが有益だと学生自身が考える理由

とは異なる以下のような結論が得られている。評価には比較過程が関わっており、心の中で

は自分の作品とピアの作品を評価している。また、このプロセスによって、学生は自身の作

品に用いる内的なフィードバックを生成している。他人と自分の作品との比較を、背景では

同時並行に行っていることを学生は意識しているのである。つまり、ピア評価の利点は単に

説明を行うことに由来するのではなく、むしろ自身の作品との比較に基づいて批判的な評

価を生み出すことから生じている。ピア・サポートに取り組む多くの学生が、むしろ自分の

勉強になっていると感じるのは、そのためである。

最後に、学生が学習に参加し、さらに主体として参画する ために、

授業を含む 科目レベルでは何が求められるのだろうか。この点は、特に、「アクティブラ

ーニングでは、能動的な活動を通して主体的に学ぶことから、学習に対する自己評価とその

結果にもとづいた学習の自己調整が求められる。学生を評価主体として育て、評価それ自体

が学びとなるような評価をデザインすることが、アクティブラーニングでは重要である」

松下・石井 。

シラバスの到達目標は、学生を主語に習得すべき知識やスキルを羅列するだけでは不十

分である。先の看護学部の学生のように、なぜその順番でその向きに拭くのかを考えざるを

得ない「意図する成果目標」を記載することが望ましい。つまり、どのような「見方・考え

方に基づいて概念や方略を統合する」 石井 のか、その「学力の質」を示す方がより

良い効果が期待できる。さらに、それを「深める実践・環境」を用意することが有益である。

ドリブルの練習を積み重ねていても、それだけでバスケットは上手くはならないだろう。

図 6．学習の質と科目デザイン（出典：加藤, 2013, p. 60 図 3）
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学生の「学習意識 見通しの質」は、この「意図する成果目標」と「深める実践・環境」

の有無によって、深いアプローチと浅いアプローチに分かれる。このアプローチの違いは、

知識理解の深さという形で「理解内容の質」を規定し、現状を適切に振り返り、いかに省察

的に学習するかという「学習の進め方の質」にダイレクトに影響し、この両者が学生の学習

の質を相互に関係しながら、高めたり低めたりすることになる。成績評価基準も学習の質に

大きく影響する。「異分母の足し算ができる」 知識・スキルのみの基準 ではなく、「通分の

意味を理解して、異分母の分数の足し算ができる」 高次の目標を含めた基準 ことを基準に

することが望ましい 田中 。そうでなければ、生徒は計算が合っていればできたと思

い、すぐにその計算方法を忘れてしまうだろう。つまり、成果についての認識が「学習成果

の質」に直結するのである。このような「構成的な整合性のある」科目デザインがなければ、

学生が学習に参加・参画しても、意図する学修成果を獲得することは困難だろう。

授業を含む 科目レベルでは、参画する学生は「主体」の位置にいる。「対象」は、例え

ば では、現実の世界としっかり結びつき、学習者が本当に解

決する必要があると感じる重要な「問題」である。意図する成果目標に示された認知的タス

クを表現するような学修パフォーマンスを深める実践・環境を開発し、学生には他者の意見

に敬意をはらうことなどの協調スキルとその使い方を「分業」として「ルール」化しておく。

問題解決に必要な知識やスキルなどの「道具」を講義や個別学習で準備することも、含まれ

るだろう。そうして生み出されたアーティファクトが「結果」となる。授業を通じて構成し

た知識を象徴的に表現していることから、意図する学習成果と呼応して、学習成果の質を高

めることになるだろう クレイチャック シン 。

2. 定期的な内部・外部質保証審査

チューニング・プロジェクトでは、前節の「継続的な質保証プロセス」に重点が置かれて

いるが、定期的な内部・外部質保証審査への参加・参画も、機関レベル・学位プログラムレ

ベルで、点検・評価報告書を作成し、あるいは訪問チームと交流し、全体会議に出席するな

ど、学位に見合った資質・能力を身につける観点からは、統合的な学習機会として有力だと

思われる。

田中・武 は、学生が評価報告書を作成する事例が日本では皆無に近いことから、質

保証への学生参画に半世紀の歴史があるスウェーデンと学生参画を近年急速に制度化させ

たイギリスの二カ国について、それぞれの意見書を参考に、質保証に関する学生の活動内容

と影響を明らかにして、以下の通り示唆をまとめている。

スウェーデンとイギリスの事例分析結果から得られる日本への示唆として、学生が

作成する評価報告書 学生意見書の作成 は、質保証に多角的な視点をもたらす、という

点で有意義であることを挙げたい。ここで多角的な視点とは、学生ならではの 学生だ

から気づける 視角を意味し、教職員が見逃していた潜在的な問題に光を当てられる可
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能性がある。学生意見書の作成は、学生自身の「利益」にもつながる。ここで、利益と

は、学生が大学の構成員 あるいは顧客 としての発言力を強化できることを意味する。

「多角的な視点をもたらす」「教職員が見逃していた潜在的な問題に光を当てられる可能

性がある」という指摘は重要である。本稿では、これらの点について、可能性に留まらず、

光を当てる教職員の「責任」として、続く第 章で検討する。なお、「構成員 あるいは顧客

としての発言力を強化できる」という指摘については、第 章冒頭で言及した通り、政策の

方向性としての「第三の道」、その実現手段としての「準市場」の活用である 真野 。

準市場では、サービス提供者に競争を促し、あるいは利用者の参加を求めその意見を採用す

ることによって、コスト削減とサービスの向上が可能となると考えられているのである。本

稿は、「学生の声」あるいはそれとの「共同生成」という概念は、新自由主義の二つの側面

であり、市民性を涵養する学生参加は大幅に後退していると考える。しかし、「学生参加を

意味づける文脈は、民主化 共同体構成員 ではなく市場化 サービス利用者 であるが、現代

では両者の距離は限りなく接近している」 井上 のも事実である。結局のと

ころ、ボローニャ・プロセスが質保証への学生参加を経済・社会戦略条件としているのと同

様、スウェーデンとイギリスでは、構成員 あるいは顧客 として学生参加をとらえている国

家戦略が異なるだけである。この点については、「スウェーデンでは、学生組合が強制加入

から任意加入に代わったため、学生代表である組合の影響力を高めたい、という政策合意が

ある。その一方、イギリスでは、「 」を確認するため、学修経験の満足度を

測っている意見書の影響力を高めたい、という政策合意がある」 田中・武

ことが、両国の違いとして明らかにされている。高等教育の「質」の定義は多様であるが、

「 」と定義して、消費者主義を高等教育政策に活用しているイギリスの戦

略が如実に現れていて興味深い。

ところで、田中・武 は、両国を代表する相当数の大学の「学生の意見書の内容を分

析し、どのような改善をいかなるエビデンスに基づき提案しているのか、そして、それらの

提案に大学がどのように対応したのかを、事例を参考に提示」しており、学習者本位の教育

を実現するための優れた統合的学習機会例が豊富に紹介されている。証拠を検討しながら、

議論のロジックを組み立てようとするアプローチと、アイデアを関連づけながら全体のパ

ターンや原理を探ろうとするアプローチが、深い学習を構成するからである

。さらに活動システムの観点からも、本当に解決する必要があると感じる重要な問題

が「対象」とされており、いかなる道具・分業・ルールが用意されていたから、大学の対応

という「結果」を生み出すことができたのか、という視点からも豊富な示唆が得られるだろ

う。

なお、著名な ほか の分類にしたがえば、本稿第 章 「ガバナンスへの参

加」は、「大学の政策運営への参画」 マクロ 、第 章 「定期的な内部・外部質保証審査」
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への参加は、「大学における内部質保証への参画」 メゾ 、 第 章 「形成的評価 学習

の支援 と自己制御」は、「学生個人の学修活動への参画」 ミクロ に該当する。本章では、

チューニング・プロジェクトと「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン」

が重点を置く、第 章 「学習プロセスの創造」に紙幅を割くために、異なる構成

とした。

第 4章 参画による「大学の学び」

本章では、「大学」の学びにとって、学生はどのような当事者であるのか。学生の参加次

元・態様と組織学習とは何かを明らかにしつつ、内部質保証、外部質保証における学生参加

と参画について論じる。

1. 学生参加次元・態様と組織学習

学生の参加次元・対応

第 章 「参画による学生と大学の学び」において、大学における学習経験があるから

といって、直ちに学生全員を「学びの専門家」と考えることはできないこと、にもかかわら

ず学生をそのまま「質保証に直接的に関与するアクター」として質保証に形式的に「参画」

を求めても、活動システムが組み変わる可能性を抑制する恐れがあることを指摘した。

この事実は、他の公的サービスとは異なり、教育ではサービス利用者の参加を求めその意

見を採用することによって、サービス向上が可能となるとは限らないことを意味している

山田 。ゆえに学生による「学びの商品化」には問題があるのである。しかし、だか

らといって、学びの民主化が質保証にとって正しいアプローチとは限らない。パートナーシ

ップが望ましい終点であるという価値判断がすでに入っているからである

。しかも、すべての学生が知識の共同生成に従事する能力や希望を持ってい

るわけではない 。学生全員にそのような有能さを求めるのは非現実的である。

「高等教育の質を開発、維持、向上させる究極的な責任は、大学とその職員が学生および

その他の利害関係者の支援のもとで、担っていかなければならない」 ゴンザレス他

。では、学生が何にどのように参加すれば、質保証につながると考えればよいのだろ

うか。この問題を考察するためには、その参加が科目・プログラム・機関のいずれの次元に

おける参加であるか、またその態様が、関与の程度によって、情報源、補助、協働、主導い

ずれに該当するかを、客観的に分類することが有用である。

態様では、情報源から主導へと参加の程度が深まることをグラデーションで示している。

一方、参加の次元は非線形的である。例えば、機関レベルでの参加は、必ずしも科目レベ

ルの参加に結びつくとは限らない。なお、情報源としての行為を「学生参加」に含めるのは、

すべての学生が知識の共同生成などに従事する能力と希望を持っているわけではないから、

学生参加の多様性を捉えるために間口を広く設定している。協働、主導にまで程度が深まれ
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ば、「学生参画」といえるだろう。

組織学習

大学が、組織として、根本的な問題を発見し修正することができないから、内部質保証が

自己目的的な作業となり、当事者が質保証から距離を置くことになる。組織学習に問題がな

ければ、統制的な点検・評価は本来不要である。では、大学が学修者本位の教育を実現する

うえで、根本的な問題を組織として発見し、修正するためには、何が求められるだろうか。

その鍵となるのが、ダブル・ループ学習という組織学習である。行動理論に対する価値観

は据え置いたままで、行動戦略あるいはその下にある仮定のみを変化させるシングル・ルー

プ学習に対して、ダブル・ループ学習とは、使用している行動理論に対する価値観に変化を

もたらして、行動戦略と仮定を変える学習である(Argyris & Schön, 1995 。

例えば、サーモスタットは、温度の高低を感知してエラー 暑すぎる、寒すぎる を修正す

る。このことが可能なのは、室温という情報を入手し、必要に応じて修正する機能を備えて

いるからである。しかし、なぜ摂氏 ℃に室温を設定するのかという作動プログラム自体

は問わない。これがシングル・ループ学習である。しかし、設定された目標と得られた結果

のズレをなくすために、目標と結果をつなぐプロセスを修正する、 サイクルのような

図 7．ダブル・ループ学習（出典：山田, 2021, p. 53 図Ⅳ-4）

表 2．参加次元・態様と具体例（出典：山田, 2021, p. 49 表Ⅳ-2）
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シングル・ループ学習だけでは、変化の激しい予測困難な社会に、うまく機能しない可能性

がある。むしろ、その目標を仮説とみなし、変化に応じて、根底にある価値観を問い直しな

がら行動戦略や仮定としての目標を修正・創造できるようにするダブル・ループ学習が、今

日求められているのである 松下 。

しかし、このダブル・ループ学習を「信奉」していても、実践は容易ではないという

。なぜだろうか。それは、エラーやその根本的な原因を認識しても、互い

の立場や体裁に配慮してこれらが隠蔽される結果、組織には不完全で歪曲されたフィード

バックが蔓延し、この事態に疑問を持たなくなるからである。この「防衛的思考」から「建

設的思考」に移行するためには、「対立意見の存在」や「公の検証」などを可能にする組織

環境が望まれる。

適切な学生参加とは何か

このように考えると、質保証への学生参加・参画が必要な理由は明らかである。行為者は、

自分が信じているものを生み出せていないことに気づかないが、観察者や行為の受け手は

気づくということが往々にして生じる。学生はまさにこの立ち位置にいる。すなわち、学生

は予想と結果のズレを、部分的であれ経験している学習当事者である。その経験を大学の組

織学習に活用できるよう、多様な学生にその能力と希望に応じて参加・参画を求め、教職員

がダブル・ループ学習によって「高等教育の質を開発、維持、向上させる究極的な責任」 ゴ

ンザレス他 を回避しないことが大学には有益なのである。

したがって、適切な学生参加・参画とは、大学の組織学習に有効な 不完全ではなく、歪

曲化もされていない フィードバックを提供することができることである。

ただし、対等な立場でも、「防衛的思考」に支配された学生からは、有効なフィードバッ

クは得られない。大学と学生の行動戦略を支配する変数を改めなければならない。

2. 内部質保証

情報、選択、モニタリング・コミットメント

学修者本位の教育を実現するために、大学 部局 が高等教育に相応しい目的を設定し、組

織としての学習システムを構築することが内部質保証となる。その際、大学と学生の行動戦

略を支配する変数を、建設的思考を可能にする「観察と反証が可能な情報」「情報に基づく

自由な選択」「選択に対する当事者としてのコミットメントとその実施状況の恒常的モニタ

リング」に改めることが望ましい。

そうして初めて、多様な次元・態様における学生参加は、学習目標・経路・環境への介入

となり、ダブル・ループ学習を生み出し、学生の学習向上に結びつくことになる。例えば、

評価負担が大きい、あるいは全体を観察するのが難しいなどのプロセス評価における諸課

題も、形成的評価ではピア・サポートなど学生の協力を得る、あるいは成績評価の前提とな
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る資料の収集は学生が一部を分担するなど、評価はすべて教員が行うという大前提を部分

的に変化させることによって対応しうるのである 松下他 。

建設的思考に移行する組織環境

なお、組織としての学習システムに移行するためには、何度も実験的な試行を経ることが

推奨される。個々の意見が、互いに共有され検証され統合されて初めて、組織学習が生み出

されることから、学習は個人ではなく組織の活動である。このため、比較の対象となる対立

意見、公の検証など、移行を支援する組織環境が特に望まれる 。

3. 外部質保証

外部質保証は、「機関 プログラム の質の審査・維持・向上のための機関間または機関の

上位にある制度」 大場 である。評価機関は、①基準適合性の審査を行うこ

とによって、②大学 部局 に対して向上の指摘を行い、③適合と判定した場合には、対外的

に質を保証することになるのが通常である。内部質保証の仕組みとして「組織としての学習

システムの構築」が行われていれば、外部質保証と連動して、その適合性審査に際して行わ

れる向上の指摘に対応することは可能だろう。

高等教育機関全体の中での組織学習

さらに重要なことは、この向上のための指摘にダブル・ループ学習によって応えることが、

可能であるだけでなく、応える価値があるということである。 は、エラーを

発生させる新たな条件は、組織学習、すなわち安定しつつ同時に継続的に変化を受け入れる

学習システムのその安定性自体から、典型的に現れると警告している。すなわち、エラーが

発生する条件がない安定した組織が理想なのではなく、組織学習の結果として生じるエラ

ーの新たな条件についても自己完結しないプロセスが理想であり、探求の次のフェーズに

移るために組織はさらに変化することが望ましい。その意味で、組織学習のループを、より

大きな組織の括りで捉えることが特に重要であると は主張している。

このことを高等教育の質保証に当てはめれば、機関間または機関の上位にある外部質保

証を、高等教育機関全体の中での各機関 部局 の組織学習と捉えることが重要である。評価

機関が、基準適合性審査の際に行う向上のための指摘に大学 部局 が対応すること、及び基

準適合性審査の際には重大な問題がないことを前提として、「③適合と判定した場合には、

対外的に質を保証することになる」のである。
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学生評価者の意義

なお、内部質保証への参加・参画によって、学生は、それに必要な概念的・手続的知識を

身につけうる。また、この専門性を基礎に「対話的理性」を学生は獲得しうる。

仮に一般の学生が、能力を問われず自由に第三者評価に参加できるとすれば、おそらくは

防衛的思考から、修正不可能とみなされたエラーが隠蔽され、第二次、第三次のシングル・

ループ学習が累積し、それぞれが複雑化していく。ダブル・ループ学習を生み出す可能性が

減少することから、一般の学生が新たな視点を提示できるにしても、評価機関も大学 部局

もまず、それらを活用できないだろう アージリス 。第三者評価は、

組織学習から現れる、エラーを発生させる新たな条件についても、組織の括りを大きく捉え

て対応するという意味で、高次の組織学習である 前項参照 。したがって、第三者評価への

学生参加は、その組織としての問題発見・修正に貢献できる一定の能力と合わせて考えるこ

とが適切だろう。すなわち、まず内部質保証に参加して能力を獲得し、その後に外部質保証

に参加するという順次性が求められるのである。

そのような能力は、性別、年齢、学生の多数派か少数派かといった点とは関係がない。建

設的思考に基づく内部質保証に多様な次元・態様において参加して初めて、一定の能力を獲

得することができる。そのような能力を身につけた学生が、評価機関側あるいは大学 部局

側から外部質保証に参加することによって、評価機関による向上のための指摘はその精度

を増し、より的確な基準適合判定は質保証として対外的に機能するのである 前項参照 。

第 5章 まとめにかえて

なぜ学生参画は質保証につながるのか。端的に言えば、学生が「主体」として多様な生産

に参画することによって「学生の学び」が生まれ、学習当事者である学生の意見を公に検証

する責任を果たすことによって「大学の学び」が生まれるからである。

学修者本位の教育の実現を目指す大学では、学位に見合った資質・能力を学生が実際に身

につけることが目的である。学生がそのことを自覚して生産に参画し、大学はその目的達成

表 3．参加によって獲得される能力（出典：山田, 2021, p. 74 表Ⅳ-3）
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のための「共同体」の一員として学生を位置づけることが起点になる。

まず、継続的な質保証プロセスでは、内部質保証への学生参画は、能動的な市民としての

生活に向けて学生を準備させることになる。また自らを能動的にインプットとすることか

ら、学生は学習「主体」として知識やスキルを応用できる形で修得し、カリキュラムと教育

方法について理解するようになり、資質・能力の向上に向けた学習アプローチの採用に結び

つけることができる。さらに、学習の責任を学生自らが引き受けるために、教授、学習活動、

評価の組織化に不可欠の存在となる。ピア・サポートなど学生個人の学習活動に参画するこ

とによって、学習の自己制御が可能となり、さらに定期的な内部・外部質保証への参画によ

って、証拠を検討しながら、議論のロジックを組み立てる能力を身につけることができる。

以上が、「学生の学び」である。

次に、学生は、機関・プログラム・科目レベルにおいて、情報源、補助、協働、主導とい

う、程度の異なる態様によって、質保証に参加・参画することができる。学修者本位の教育

は、内部質保証が組織学習として機能し、外部質保証と連動することによって実現される。

したがって、適切な学生参画とは、学生が大学の組織学習に有効なフィードバックを提供す

ることのできるような参加である。これによってダブル・ループ学習が生み出され、学生の

学習向上に結びつく。これが、「大学の学び」である。

大学自身も変わることで、こうした「学生の学び」「大学の学び」の進展にさらに寄与す

ることができる。本稿が「日本型」学生参画の理論構築の一助となることを願っている。

なお、学修と学習の表記については、原典に従うことを原則とし、準正課・課外活動を含

む場合は、学習と表記している。
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第 2部 国内の大学に対するアンケート調査及びインタビュー調査について

武 寛子(愛知東邦大学) 、川上 忠重(法政大学)

導入 調査概要

我が国における質保証への学生参画の状況を調査するために、アンケート調査及びイン

タビュー調査を実施した。アンケート調査では全国の大学における質保証への学生参画の

取り組みや抱える課題などが明らかとなった。また、インタビュー調査は、主に質保証への

学生参画の取り組みがなされている大学を対象として、実施した。教職員へのインタビュー

のほか、学生にもインタビューを行った。取り組みを可能にしている要因や学生の成長への

影響などを考察している。

第 1章 アンケート調査

武 寛子(愛知東邦大学)

1. アンケート調査の対象、方法、回収率、設問数

調査対象

全国の大学を対象にアンケート調査を郵送にて送付した。

調査方法

ウェブ回答により実施した。実施期間は 2023 年 10 月 24 日から 11 月 27 日までである。

アンケート調査の回答には、各大学の教育改善もしくは教務関係の企画の部署及び評価対

応を担当している部署での対応を依頼した。

質問量

設問は自由記述を含めて 8問である(巻末の資料参考)。

サンプル数と回収率

785 校にウェブ回答を依頼し、397 校から回答を得た。回収率は 50.6%である。

表 1．調査実施対象校の概要と回答数及び回収率

合計 国立 公立 私立

対象校

回収数

回収率
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2. アンケート調査の分析

問題関心

近年における大学の内部質保証では、学生参画が国際的にも求められており、学生は大

学教育の内部質保証にとって重要な役割を担っている。しかし、内部質保証への学生参画

について、どのように学生(あるいは学生組織)が参画し、どのように運用されているので

あろうか。内部質保証への学生参画によって、教育改善につながったのであろうか。ま

た、内部質保証への学生参画の実現、運用にあたって、大学はどのような課題を抱いてい

るのであろうか。本章では、全国の大学へのアンケート調査から、日本の大学における内

部質保証への学生参画の状況や取り組みを明らかにする。

なお、本調査において「内部質保証」とは、大学教育における学生の学びを保証するた

めの活動と広義で捉えている。また、内部質保証への「学生参画」について、学生が関与

する活動を広く捉えるために「参画」という言葉に統一し、間接的・直接的な参加の意味

も含めた形で「参画」の用語を使用している。

本アンケート調査の問い

以上の問題関心に基づき、国内の学生参画に関する実態をアンケート調査で明らかにす

るために、大学を対象にしたアンケート調査では、以下の 3つのリサーチ・クエスチョンを

設定した。

内部質保証に参画している学生の主体はどのような組織か 学生個人か、学生組織のメ

ンバーか、など 。

内部質保証に参画した結果、どのような教育改善につながったのか。

学生参画におけるボトルネックはなにか。

以上を通じて、日本における学生参画は、どの程度実現されているのか、内部質保証の学

生参画の実現、運用にどのような課題を抱えているのかを考察し、今後の学生参画の制度化

について有益な示唆を提示したい。

アンケート調査の分析 ：学生参画における学内の取り組みの傾向

内部質保証への学生参画の実態を把握するために、学生参画を担う組織もしくはグルー

プの有無について確認を行った。その結果、「はい」と回答したのが 314 校(79.1%)、「いい

え」と回答したのが 83 校(20.9%)であった。約 8割の大学が、学内に学生参画を担う組織を

有している。

次に、その学生による組織がどのような活動をしているのかを把握するために、大学レベ

ル(大学全体で実施している)、学部レベル(学部ごとに実施している)、科目レベル(科目ご

とで実施している)での取り組みの傾向について確認した。取り組みの内容については、山
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田(2022)による「学生参加による質保証ガイドマップ」を参照し、各機関が回答しやすい項

目にした。まず、取り組み内容について、「学生 FD をとりまとめる役割」、「大学への改善要

望などをとりまとめる役割」、「大学の内部質保証に関連する委員会に出席する学生代表と

しての役割」、「大学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割」、「教職員と協働する際

の、学生側を取りまとめる役割」について、レベル別に確認を行った。なお、学生 FD とは、

学生の視点で、教育改善を図る学生主体の活動を意味している。また、図中のパーセンテー

ジは、学生参画を担う組織もしくはグループを有している大学を分母としている。

レベルごとの、取り組みの違いについてみてみよう。大学レベルでの取り組み(図 1)では、

学生は「大学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割」(256 件、81.5%)、「大学への

改善要望などをとりまとめる役割」(131 件、41.7%)、「教職員と協働する際の、学生側をと

りまとめる役割」(82 件、26.1%)を担っている。

図 1．大学レベルでの取り組み

学部レベル(図 2)でみると、「大学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割」(66 件、

21%)、「大学への改善要望などをとりまとめる役割」(65 件、20.7%)、「教職員と協働する際

の、学生側をとりまとめる役割」(52 件、16.6%)の順で多い。科目レベル(図 3)も同様に、

「大学への改善要望などをとりまとめる役割」(12 件、3.8%)、「教職員と協働する際の、学

生側をとりまとめる役割」(11 件、3.5%)であった。大学レベルと比較して学部レベル・学

科レベルの項目について回答した大学の数が少ないことから、主に大学レベルにおいて、学

生組織は部活やサークルなどの学生グループ間や、大学の教職員と学生との間の架け橋と

して機能していることがうかがえる。
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図 2．学部レベルでの取り組み

図 3．科目レベルでの取り組み

では、学生による組織の活動をどのように維持しているのであろうか(図 4)。学生参画を

維持する方法を確認したところ、「学生組織に参加する学生の継続的な確保」(227 校、57.2%)、

「学生組織に参加する学生同士における知識や情報の伝達」(179 校、45.1%)、「学生の個人

的な参加」(148 校、37.3%)、「学生組織に参加する学生への研修の実施」(76 校、19.1%)と

なっている。学生参画に携わる学生の数を継続的に確保すること、学生組織に参加する学生

間での知識や情報の伝達や、学生の個人的な参加に依拠することで、学生組織の継続をはか

っている。その一方で、「内部質保証活動に参画する学生に対する授業出席の免除」(1 校、

0.3%)、「内部質保証活動に参画する学生に対する単位の付与」(1 校、0.3%)、「内部質保証
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活動に参画する学生への報酬(金銭的対価)」(11 校、2.8%)、については、「当てはまる」と

回答した機関が少なく、内部質保証に参画する学生への授業出席の免除、単位の付与、報酬

といった参加に対する対価を実施している機関が少ないことがうかがえる。

図 4．学生参画を維持する方法

学生参画の内容については、「授業評価アンケートを実施する」(372 校、93.7%)が最も多

い(図 5)。次に、「学生の学習実態調査を実施する」(248 校、62.5%)、「大学教育全般につい

て学生の意見を聴取する」(205 校、51.6%)、「部活動やサークル活動等を通じて、教育環境

の改善に向けた意見を聴取する」(136 校、34.3%)、「複数名の学生に依頼し、授業の改善点

に関する意見を聴取する」(111 校、28%)であった。間接的な学生参画である授業評価アン

ケートや学生の学習実態調査を回答した大学が多い。大学の教育環境や授業に関する意見

の聴取については、部活動やサークル活動、複数名の学生に依頼することで、行われている。

「学生が大学や法人の委員会等に参加する」(54 校、13.6%)、「学位プログラムの評価を学

生と教職員とが協働で行う」(21 校、5.3%)、「学生発案型授業を実施する」(19 校、4.8%)、

「授業評価の設計および分析を学生と教職員とで協働で行う」(14 校、3.5%)「大学教育の

評価について学生が学生意見書を作成する」(8校、2%)と、間接的な学生参画を実施する大

学と比較するとその数は少なくなるものの、直接的な学生参画の形態を有する大学も存在

した。
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図 5．学生参画の内容

学生が委員会、ワーキンググループ等に参加している大学においてどのような形態で参

加しているのかを確認した(表 2)。教務委員会では、オブザーバーとして参加(4 校)、発言

権をもった委員として参加(20 校)、議決権をもった委員として参加(14 校)であった。評価

委員会では、オブザーバーとして参加(4 校)、発言権をもった委員として参加(30 校)、議決

権をもった委員として参加(11 校)であった。教育研究評議会、教育研究審議会、大学協議

会など、教育研究に関する重要事項を審議する機関会議では、オブザーバーとして参加(1

校)、発言権をもった委員として参加(4 校)、議決権をもった委員として参加(1 校)であっ

た。経営協議会、経営審議会、理事会など経営に関する重要事項を審議する機関会議では、

オブザーバーとして参加(2 校)、発言権をもった委員として参加(0 校)、議決権をもった委

員として参加(0 校)であった。

教務を担当する委員会や評価を担当する委員会では、学生がオブザーバーや発言権をも

った委員として参加しており、議決権を有して参加している大学もあった。しかし、教育研

究に関する重要事項を審議する機関会議になるとその度数は減り、オブザーバーや発言権

を有して参加しているのが 5 校、議決権を有しているのは 1 校であった。経営に関する重

要事項を審議する機関会議では、発言権や議決権をもった委員として参加している大学は 0

校であった。内部質保証への学生参画を実施している大学はあるけれども、オブザーバーや

発言権を有して参加している大学が多い。大学ガバナンスへの学生参画については、教育研

究に関する審議を行う機関会議において議決権を有して参加している大学は 1 校で、経営

においては 0校であった。全体的にみて、ほとんどの大学において大学ガバナンスにおける

学生参画を実施していないことがわかる。

— 43 —



表 2．学内委員会への学生参画の形態

*教育研究評議会、教育研究審議会、大学協議会など

**経営協議会、経営審議会、理事会など

アンケート調査の分析 ：内部質保証に参画する学生の組織はどのように形成され、

維持されているのか？内部質保証に参画する学生の組織がない大学は、なぜ学生の

組織を構成しないのか？ 学生個人か、学生組織のメンバーか、など

内部質保証に参画する学生の組織がどのように形成されているのかを確認したところ、

学生自治会(6件)、学友会(5 件)、カリキュラム関連の委員会(5 件)、学生会(3 件)、クラス

委員会(3件)、学生代表(2 件)、学年代表(1 件)、その他(6件)であった(表 3)。学生組織の

名称は大学によって異なるものの、学生の自治を担う組織、もしくはカリキュラム関連の業

務を担う組織が内部質保証に参画している。

表 3．内部質保証に参画する学生組織の名称

一方で、学生による組織を形成していない大学は、83 校あった。なぜ学生による組織を

度数 ％
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加

教育研究に関する重要事項を
審議する機関会議*

経営に関する重要事項を
審議する機関会議**

教務委員会など教務を担当する
委員会

評価委員会など評価を担当する
委員会

学生自治会
学友会
カリキュラム関連の委員
学生会
クラス委員
学生代表
学年代表
その他
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構成する予定がないのか、その理由についても確認を行った(図 6)。パーセンテージは、学

生による組織のない機関を分母として示している。学生組織をもたない理由について確認

したところ、学生は勉学に忙しい(30 校、48.4%)が最も多く、学生による組織が必要ないた

め(15 校、24.2%)、学生と教職員とが協働する慣習がないため(12 校、19.4%)、学生はサー

クル活動やクラブ活動に忙しいため(11 校、17.7%)、学生はアルバイトに忙しいため(10 校、

17.5%)、学生組織に参加し、内部質保証に参画する資質を有した学生がいないため(5 校、

8.1%)であった。学生が勉学や課外活動に忙しいという、学生側の事情を汲んだ理由もある

一方で、そもそも学生組織の必要性や、学生参画に向けた教職員との協働の文化がないこと

も背景にあると考えられる。

自由記述欄からは、学生の組織は形成されていないけれども、学部や学科から学生の推薦

を受けている事例、学生会から意見を聴取する事例、アンケートによって学生からの要望を

把握している事例があった。学生組織は有していないけれども、何らかの方法で学生から意

見を聴取する方法や制度を構築している大学もある。

図 6．学生組織をもたない理由

アンケート調査の分析 ：学生参画を実施、運営するうえでの課題とはなにか？

学生参画を運用することの課題について確認したところ、図 7の通りであった。「学生参

画を実現、運用をするうえで参考にできるモデルがない」、「学生参画を実現、運用するため

の制度が大学にない」における「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答した

割合が高い。「内部質保証への学生参画に関する学生の意欲を維持することが困難」、「学生

の評価に関するスキルが低い」「教職員の内部質保証への学生参画の関心が低い」という、

学生側や教職員側にも課題を感じている大学も多いことが明らかになった。
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図 7．学生参画を運用することの課題

学生参画を実現運用することの課題について、因子分析を行った。固有値が 1.0 以上の因

子が 3つ析出された(表 4)。バリマックス回転後の第一因子の固有値は 5.981、分散の説明

率は 31.5%、第二因子の固有値は 4.033、分散の説明率は 21.2%、第三因子の固有値は 3.161、

分散の説明率は 16.6%であった。第一因子に対しては、「教職員の内部質保証への学生参画

に関する関心が低い」が 0.739、「学部執行部の内部質保証への学生参画への関心が低い」

が 0.822、「大学執行部の内部質保証への学生参画の関心が低い」が 0.808、「内部質保証へ

の学生参画に関する教職員の意欲を維持することが困難」が 0.760、「内部質保証への学生

参画に関する学部執行部の意欲を維持することが困難」が 0.828、「内部質保証への学生参

画に関する大学執行部の意欲を維持することが困難」が 0.821、「内部質保証への学生参画

の意義・必要性を、組織として確認し、共有することが困難」が 0.779 と正の負荷を示した

ため、これを「執行部・教職員の興味関心、意欲の維持」と解釈できる。第二因子に対して

は「学生参画を実現、運用するための財政的な余裕が大学にない」が 0.703、「学生参画を

実現、運用するための国からの財政的な支援がない」が 0.895、「学生参画を実現、運用す

るための制度が国で定められていない」が 0.891、「学生参画を実現、運用するための国か

らの支援がない」が 0.915 と正の負荷を示したため、これを「学生参画に関する支援」と解

釈できよう。第 3因子に対しては、「学生の教育改善に対する意欲が低い」が 0.707、「学生

の評価に関するスキルが低い」が 0.719、「学生の教職員に対する信頼感が低い」が 0.822、

「教職員の学生に対する信頼感が低い」が 0.785 と正の負荷を示したため、「学生に関する

信頼感」と解釈できる(表 5)。
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表 4．因子分析の固有値と分散の説明率

この結果から、内部質保証への学生参画の実施運用にあたっては、大学内の執行部や教職

成分 抽出後の負荷量平方和 回転後の負荷量平方和
合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 %

因子抽出法: 主成分分析

8_1_1_学生の教育改善
に対する意欲が低い

8_1_2_学生の評価に関
するスキルが低い
8_1_3_学生の教職員に
対する信頼感が低い

8_1_4_教職員の学生に
対する信頼感が低い

8_1_5_教職員の内部質
保証への学生参画に関
する関心が低い
8_1_6_ 学部執行部の
内部質保証への学生参
画の関心が低い
8_1_7_大学執行部の内
部質保証への学生参画
の関心が低い
8_1_8_内部質保証への
学生参画に関する学生
の意欲を維持すること
が困難
8_1_9_内部質保証への
学生参画に関する教職
員の意欲を維持するこ
とが困難
8_1_10_ 内部質保証へ
の学生参画に関する学
部執行部の意欲を維持
することが困難

8_1_11_内部質保証へ
の学生参画に関する大
学執行部の意欲を維持
することが困難

8_1_12_内部質保証へ
の学生参画の意義・必
要性を、組織として確
認し、共有することが
困難
8_1_13_学生参画を実
現、運用をするうえで
参考にできるモデルが
ない
8_1_14_学生参画を実
現、運用するための財
政的な余裕が大学にな
い
8_1_15_学生参画を実
現、運用するための制
度が大学にない
8_1_16_学生参画を実
現、運用するための支
援が大学にない
8_1_17_ 学生参画を実
現、運用するための国
からの財政的な支援が
ない
8_1_18_学生参画を実
現、運用するための制
度が国で定められてい
ない
8_1_19_学生参画を実
現、運用するための国
からの支援がない

回転後の成分行列

成分

因子抽出法: 主成分分析
 回転法: Kaiser の正規化を伴うバリマックス法

a. 6 回の反復で回転が収束しました。

成分変換行列
成分

因子抽出法: 主成分分析 
 回転法: Kaiser の正規化を伴うバリマックス法

表 5．バリマックス回転後の因子負荷量行列
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員からの興味関心が低いことや、学生参画に関する意欲を継続することが困難であると考

えられる。

次に、学生組織の有無によって、内部質保証への学生参画を実現するうえでの課題に違い

があるのかをノンパラメトリック検定を用いて検討した(表 6)。これによると、学生参画を

実現、運用するための「制度が大学にない(p<0.05)」、「支援が大学にない(p<0.05)」、「国か

らの財政的な支援がない(p<0.05)」、「制度が国で定められていない(有意水準(両側)＝

0.008 < 有意水準 0.05)」、「国からの支援がない(p<0.05)」において、有意な差が示され

た。学生組織のない大学にとっては、いかに学生参画による内部質保証を実現すればいいの

か、その内容や制度に関する情報が不足していると考えられる。そのため、学生参画がうま

く運用されている大学の事例を示すことは、学生参画のイメージを他大学と共有するため

にも有効的だと考えられる。

表 6．学生組織の有無別にみる学生参画運用の課題

注)p<0.05

また、設立形態による学生参画を実現するうえでの課題について確認したところ、国立、

公立、私立間で有意な差がみられた(表 7)。私立の方が、「学生の評価に関するスキルが低

い」、「教職員の内部質保証への学生関心に関する関心が低い」、「学部執行部の内部質保証へ

の学生参画の関心が低い」、「大学執行部の内部質保証への学生参画の関心が低い」という項

目において「当てはまる／どちらかといえば当てはまる」と回答した割合が多い。私立大学

において、学内の大学・学部執行部及び教職員から内部質保証への学生参画を実現すること

に課題があることを示している。また、内部質保証への学生参画に関する制度や支援がない

ことを課題と感じている大学の割合は、公立、私立の間で多い。

表 7．設置形態別にみる学生参画の課題

当てはまる／
どちらかといえば当
てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば
当てはまらない

当てはまる／
どちらかといえば当
てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば
当てはまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当
てはまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば
当てはまらない

学生組織 なし
あり

学生参画を実現、運用するための
国からの支援がない

学生参画を実現、運用するための
制度が大学にない

学生参画を実現、運用するための
支援が大学にない

学生参画を実現、運用するための
国からの財政的な支援がない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

国立
公立
私立

学生の教育改善に対する
意欲が低い**

学生の評価に関する
スキルが低い***

学生の教職員に対する
信頼感が低い

教職員の学生に対する
信頼感が低い
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注)***=p<.000, **=p<.005, *=p<.01

設置形態別にみる学生参画の形態を確認したところ、教務を担当する委員会、評価を担当

する委員会における議決権をもった委員として参加している場合に、設置形態別での有意

差が確認できた(p<.001)。教務や評価を担当する委員会では、国立大学において議決権をも

った委員として学生が参加している。設置年度別にみる学生参画の形態を確認したところ、

評価を担当する委員会において発言権、議決権をもった委員として参加している場合に、有

意な差があった(p<.001)。

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

国立
公立
私立

大学執行部の内部質保証への
学生参画の関心が低い***

内部質保証への学生参画に関する
学生の意欲を維持することが困難*

教職員の内部質保証への
学生参画に関する関心が低い***

学部執行部の内部質保証への
学生参画の関心が低い***

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

国立
公立
私立

内部質保証への学生参画に関する教
職員の意欲を維持することが困難***

内部質保証への学生参画に関する
学部執行部の意欲を維持することが困

難

内部質保証への学生参画に関する
大学執行部の意欲を維持することが困

難***

内部質保証への学生参画の
意義・必要性を、

組織として確認し、共有することが困
難**

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

国立
公立
私立

学生参画を実現、運用するための
支援が大学にない*

学生参画を実現、運用をするうえで参
考にできるモデルがない**

学生参画を実現、運用するための
財政的な余裕が大学にない

学生参画を実現、運用するための
制度が大学にない**

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

当てはまる／
どちらかといえば
当てはまる

当てはまらない／
どちらかといえば当て
はまらない

国立
公立
私立

学生参画を実現、運用するための
国からの財政的な支援がない

学生参画を実現、運用するための
制度が国で定められていない

学生参画を実現、運用するための
国からの支援がない*
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表 8．設置形態別にみる学生参画の形態

表 9．設置年度別にみる学生参画の形態

アンケート調査の分析 ：学生参画の 類型における教育改善と課題について

問 3 の学生参画の度合いに基づいて、そのタイプを類型化したところ、以下の 4 つのタ

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加**
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加**
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加

(1)教育研究評議会、教育研究審議会、大学協議会など、 
(2)経営協議会、経営審議会、理事会など、

教務委員会など教務を担当する
委員会

評価委員会など評価を担当する
委員会

教育研究に関する重要事項を
審議する機関会議(1)

経営に関する重要事項を
審議する機関会議(2)

国立 公立 私立

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加*
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加**
議決権をもった委員として参加**
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加

(1)教育研究評議会、教育研究審議会、大学協議会など、 
(2)経営協議会、経営審議会、理事会など、

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加*
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加**
議決権をもった委員として参加**
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加

(1)教育研究評議会、教育研究審議会、大学協議会など、 
(2)経営協議会、経営審議会、理事会など、

経営に関する重要事項を
審議する機関会議(2)

教務委員会など教務を担当する
委員会

評価委員会など評価を担当する
委員会

教育研究に関する重要事項を
審議する機関会議(1)

経営に関する重要事項を
審議する機関会議(2)

教務委員会など教務を担当する
委員会

評価委員会など評価を担当する
委員会

教育研究に関する重要事項を
審議する機関会議(1)
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イプに分けることができる (表 10)。タイプ別の割合でみると、非参画型が 6%、間接型が

84.1%、協働型が 7.3%、関与型が 2.3%、意思決定参画型が 0.3%であった。間接型の学生参

画を実施している大学が多いことがわかる。さらに、設置形態別でみると、間接型の割合が

国立(69.2%)、公立(87.5%)、私立(86.2%)と高い(表 11)。また、協働型及び関与型は、国立

が公立・私立よりもその割合が多いことがわかる。

タイプ A 非 参 画 型・・・いずれの学生参画の取り組みも実施していない

タイプ B 間 接 型・・・授業評価アンケートや学習実態調査の実施のみ

タイプ C 協 働 型・・・学生と教員が協働してプログラムの評価を行う

タイプ D 関 与 型・・・学生が学内の委員会に発言権をもって関与する

タイプ E 意思決定参画型・・・学生が大学の意思決定機関に決議権をもって関与する

表 10．学生参画のタイプ別にみる割合

表 11．設置形態別にみる学生参画のタイプ

注)p<.005

(1)学生参画のタイプ別にみる、学生参画に関する課題

学生参画のタイプ別に学生参画に関する課題を確認したところ、すべてのタイプにおい

て、学生参画を運用するための制度、財政的支援がないことを課題として挙げていた(図 8)。

非参画型は、「教職員や執行部の学生参画による内部質保証への理解度が低い」、「学生参画

を実施する際のモデルがない」、「学生参画の制度がない」に「当てはまる／どちらかといえ

ば当てはまる」と回答した大学の割合が高い。間接型・協働型においては、「内部質保証へ

 学生参画のタイプ別の分類については、本調査において暫定的に行った。

度数 ％
非参画型
間接型
協働型
関与型
意思決定参画型
合計

非参画型 間接型 協働型 関与型
意思決定
参画型 合計

国立
公立
私立
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の学生参画に関する学生の意欲を継続することが困難」において「当てはまる／どちらかと

いえば当てはまる」と回答した割合が高くなっており、授業への出席、課題の対応、サーク

ルやアルバイトがある中で、学生が大学の内部質保証へ参画することに関する学生自身の

意欲を継続させることに課題がある。

➢ 非参画型…教職員や執行部の学生参画による内部質保証への理解度が低い。

学生参画を実施する際のモデルがない。

学生参画の制度がない。

➢ 間接型・協働型において、学生参画への学生の意欲を継続させることの困難さがみられ

る。

➢ すべてのタイプにおいて、学生参画を運用するための制度、財政的支援がないことを挙

げる。

当てはまる／
どちらかとい
えば当てはま
る

どちらかとい
えば当てはま
らない／
当てはまらな
い

当てはまる／ど
ちらかといえば
当てはまる

どちらかとい
えば当てはま
らない／
当てはまらな
い

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定
参画型

意思決定
参画型

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定
参画型

意思決定
参画型

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定
参画型

意思決定
参画型

学生の教職員に対する信頼感が低い

教職員の学生に対する信頼感が低い

教職員の内部質保証への学生参画に関
する関心が低い

学生の教育改善に対する意欲が低い

学生の評価に関するスキルが低い

学生の教職員に対する信頼感が低い

— 52 —— 52 —



当てはまる／
どちらかとい
えば当てはま
る

どちらかといえ
ば当てはまらな
い／
当てはまらない

当てはまる／ど
ちらかといえば
当てはまる

どちらかとい
えば当てはま
らない／
当てはまらな
い

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定参
画型

意思決定参
画型

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定参
画型

意思決定参
画型

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定参
画型

意思決定参
画型

内部質保証への学生参画に関する教職
員の意欲を維持することが困難

 内部質保証への学生参画に関する学部
執行部の意欲を維持することが困難

内部質保証への学生参画に関する大学
執行部の意欲を維持することが困難

学部執行部の内部質保証への学生参画の
関心が低い

大学執行部の内部質保証への学生参画の
関心が低い

内部質保証への学生参画に関する
学生の意欲を維持することが困難
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図 8．学生参画のタイプ別にみる課題

(2)学生参画のタイプ別にみる効果

次に、学生参画のタイプ別に、学生参画の効果について確認する(図 9)。いずれも有意な

差はみられなかった。学生参画の効果として、間接型・協働型・関与型において、「教員や

学生の授業への意欲が高まった」と回答する割合が高い。協働型・関与型において、「教職

員と学生との連帯感が生まれた」、「教職員と学生の教育改善への関心が高まった」と回答す

る大学の割合が高いことが明らかになった。

➢ 間接型・協働型・関与型…教員や学生の授業への意欲が高まった。

➢ 協働型・関与型…教職員と学生との連帯感が生まれた、教職員と学生の教育改善への関

心が高まった。

当てはまる／どちらか
といえば当てはまる

どちらかといえば当て
はまらない／当てはま
らない

当てはまる／どちらかと
いえば当てはまる

どちらかといえば当て
はまらない／当てはま
らない

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定
参画型

意思決定
参画型

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定
参画型

意思決定
参画型

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定
参画型

意思決定
参画型

非参画型 非参画型

間接型 間接型

協働型 協働型

関与型 関与型

意思決定
参画型

意思決定
参画型

学生参画を実現、運用するための
制度が大学にない

学生参画を実現、運用するための
支援が大学にない

学生参画を実現、運用するための
国からの財政的な支援がない

学生参画を実現、運用するための
制度が国で定められていない

学生参画を実現、運用するための
国からの支援がない

学生参画を実現、運用をするうえで
参考にできるモデルがない

学生参画を実現、運用するための
財政的な余裕が大学にない

内部質保証への学生参画の意義・必要性を、組織
として確認し、共有することが困難
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図 9．学生参画のタイプ別にみる効果

アンケート調査の分析 ：学生参画に関する必要性の認識

学生参画の必要性について、自由記述をもとにコーディングを行った。その結果、否定的

意見と肯定的意見の二つに分けられた。否定的意見で最も多かったのは、「(学生参画の)モ

デルを知りたい」(4)であり、現状では学生参画による内部質保証をどのように進めたらよ

いかわからないため、有効的に機能している事例を知りたいというものであった。次に、「執

行部や教職員の理解がない(意識改革が必要)」(3)、「(学生参画の)必要性がない」(2)、「組

織運営への悪影響」(2)、「マンパワーがない」(1)、「よくわからない」(1)、「授業評価アン

ケートで十分」(1)というものであった。学生参画に対する執行部や教職員の理解がないこ

とや、そもそも必要性を感じていないと考えられている。また、学生参画による内部質保証

は、学生に忖度すると捉えており、そのことが大学の組織運営に悪影響を及ぼすと考えてい

る事例もあった。組織的な課題でいうと、現状でもすでに人手不足であるのに、そこに学生

参画による内部質保証という新たな枠組みを実行するだけの人手が回らないことへの懸念

も示された。また、授業評価アンケートによる間接的な学生参画で十分だと考えている事例

もあった。

当てはまる／どち
らかといえば当て
はまる

どちらかといえば当ては
まらない／当てはまらな
い

非参画型

間接型

協働型

関与型

意思決定参
画型

非参画型

間接型

協働型

関与型

意思決定参
画型

非参画型

間接型

協働型

関与型

意思決定参
画型

非参画型

間接型

協働型

関与型

意思決定参
画型

学生の大学への教育の満足度が向上した

教員の授業への意欲が高まった

学生の授業への意欲が高まった

 学生と教職員との連帯感が生まれた

当てはまる／どちらかと
いえば当てはまる

どちらかといえば当て
はまらない／当てはま
らない

非参画型

間接型

協働型

関与型

意思決定参
画型

非参画型

間接型

協働型

関与型

意思決定参
画型

非参画型

間接型

協働型

関与型

意思決定参
画型

学生の愛校心が高まった

学生の大学教育の教育改善への関心が高まった

教職員の大学教育の教育改善への関心が高まった
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＜学生参画に関する自由記述からのコーディング＞

【否定的意見】

➢ モデルを知りたい。(4)

➢ 執行部や教職員の理解がない(意識改革が必要)。(3)

➢ 必要性がない。(2)

➢ 組織運営への悪影響(2)

➢ マンパワーがない。(1)

➢ よくわからない。(1)

➢ 授業評価アンケートで十分。(1)

【肯定的意見】

➢ 学生参画の体制づくり(8)

➢ 参画する学生の代表性の確保(8)

➢ 参画する学生への研修(1)

➢ 学生参画を制度化するための支援(1)

アンケート調査の分析 ：設置年度にみる学生参画の取り組み

大学の設置年度を 8 グループに分類して、学生参画の取り組みに違いはあるのかを確認

した(p<0.000)。8グループの区分は、下記の通りである。

第 1区分：学制公布以前から大学令公布までの旧制大学(1800 年～1918 年)

第 2 区分：大学令が施行された年～第二次世界大戦中まで(1919 年～1945 年)

第 3 区分：第二次世界大戦後～大学紛争まで(1946 年～1959 年)

第 4 区分：大学紛争期(1960 年～1969 年)

第 5 区分：1970 年～1979 年

第 6区分：1980 年～1989 年

第 7区分：1990 年～1999 年

第 8区分：2000 年～2023 年

表 12．設置形態別にみる大学の設置年度

度数

度数

度数

度数

設置年度の分類

合計
国立

公立

私立

合計
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多くの大学が、1946 年以降の時期に設置されたのがわかる。国立大学は第 3区分(61.5%)

の第二次世界大戦後から大学紛争までの時期に、私立大学は第 4 区分(22.2%)の 1960 年代

において多く設置された。公立大学は 3 つの波があり、第 1 の波が第 3 区分(22.9%)、第 2

の波が 1990 年代(25.0%)、第 3の波が 2000 年代(47.9%)である。公立大学は、戦後に設置さ

れ、その後の 1990 年代、2000 年代の教育改革の統廃合の影響を受けていることがわかる。

大学の設置年度の区分の分類について、第 4 区分までは大学に関連する歴史的な出来事に

応じて分類しているのに対して、第 5区分以降は 10 年度ごとに区分けしている。本稿では

政策と学生参画との関連やその影響を考察とすることを意図していないため、このように

区分する。

さて、これらの設置年度ごとに、学生参画の違いはでているのであろうか。まず学生組織

の有無について確認すると、第 3区分、第 4区分、第 8区分に設置された大学においてその

割合が高い。

表 13．設置年度別にみる学生組織の有無

注)p<.003

設置年代別の学生参画の実態について確認すると、有意な差が表れたのは「学位プログラ

ムの評価を学生と教職員とが共同で行う」(p<.000)と「学生が大学や法人の委員会等に参加

する」(p<.000)であった。「学位プログラムの評価を学生と教職員とが共同で行う」を「は

い」と回答した大学は、第 3区分(1946～1959)で 38.1%、第 5区分(1970～1979)で 33.3%で

あった。「学生が大学や法人の委員会等に参加する」を「はい」と回答した大学は、第 3区

分(1946～1959)で 42.6%、第 5区分(1970～1979)で 14.8%であった。「学生が大学や法人の委

員会等に参加する」及び 「学生が大学や法人の委員会等に参加する」を「はい」と回答した

のはそれぞれ 21 校(5%)、43 校(14%)で、全体の割合でみても少ない。設置年度の区分で分

析した場合、これらに該当する大学の特徴をみると、第 3区分、第 5区分に設置された大学

いいえ はい
度数

度数

度数

度数

度数

度数

度数

度数

度数合計

2_【A】貴大学には、下に挙げるような
役割を果たしている、学生による組織は

ありますか。

合計
設置年度
の分類
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が多く割合を占めることが明らかになった。第二次世界大戦後に設置された大学と、大学紛

争以降の 1970 年代に設置された大学という特徴を描くことができる。

大学の設置年度別に学生参画のタイプをみると、表 14 の通りとなる。設置年度の古さに

よる学生参画のタイプへの影響は見られない。協働型は第 3 区分、関与型は第 5 区分にお

いて設立された大学という特徴を有している。非参画型は、第 4区分、間接型は第 3区分に

おいてもっとも多い。設置年度よりは、学生参画に対する学内の意識がいかに形成されてい

るのか、執行部や教職員の取り組みへの理解度や協働の雰囲気が関係しているといえる。

表 14. 大学の設置年度別にみる学生参画のタイプ分け(学生参画のタイプごとの割合)

参考：p<.001

アンケート調査からの検討事項

以上、アンケート調査の結果に基づき、内部質保証の学生参画に対する実態及び課題につ

いて検討を行った。検討内容は「(1)取り組みの特徴」「(2)学生の立場」「(3)実施を可能に

している要因」「(4)学生にとっての意義」「(5)アンケート調査から得られた示唆」の 5項目

である。

(1)取り組みの特徴

アンケート調査における学生参画の内容を確認したところ、日本における学生参画の状

況(図 5)は「授業評価アンケートを実施する」(93.7%)や「学生の学習実態調査を実施する」

非参画型 間接型 協働型 関与型
意思決定
参画型

度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %
度数

学生参画のタ
イプ分け の %

合計

　学生参画のタイプ分け

合計
設置年度の
分類
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(62.5%)という間接的な学生参画の割合が多い。「大学教育全般について学生の意見を聴取

する」(51.6%)、「部活やサークル活動を通じて、教育環境の改善に向けた意見を聴取する」

(34.3%)、「授業評価の設計及び分析を学生と教職員とで協働で行う」(3.5%)、「学生発案型

授業を実施する」(4.8%)、「学位プログラムの評価を学生と教職員とが協働で行う」(5.3%)、

「大学教育の評価について学生が学生意見書を作成する」(2%)と、学生の意見を聴取する形

態を採用している大学が存在するものの、学生が教職員と共同して教育改善に取り組む直

接的な学生参画の割合は低い。

後に述べる、インタビュー調査の結果からも、学生参画を実施している大学の実施形態は

多様であり、内部質保証への関与や大学ガバナンスへの参画など、大学ごとに特色があるこ

とが示された。日本の大学での学生参画の実施状況に鑑みると、間接的な学生参画の割合が

高く、直接的な学生参画については低調である。学生参画を実施している大学では、各大学

の学生参画の取り組みの姿勢が反映されていることから、各大学の組織文化や学生組織の

形態などを考慮して、学生参画による内部質保証をいかに継続的に実施できるのかを検討

することが求められる。

(2)学生の立場

内部質保証への学生参画を実施している大学には、学生自治会などの既存の学生組織か

ら学生を選出し、実施している事例がある。学生自治会(6校)、学友会(5校)、カリキュラ

ム関連の委員会(5 校)、学生会(3 校)、クラス委員会(3 校)、学生代表(2 校)、学年代表(1

校)、その他(6 校)であった。学生組織の名称は大学によって異なるものの、学生の自治を

担う組織、もしくはカリキュラム関連の業務を担う組織が内部質保証に参画している。イン

タビュー調査の事例となった大学では、スチューデントフェロー(岡山大学)、SCOT や学生

自治会(芝浦工業大学、創価大学)、学生 FD 活動(北翔大学)、学部連合学生会(龍谷大学)、

学友会やスチューデント ・アシスタント(新見公立大学)が、学生の代表として学内の自己点

検・評価委員会に参画したり、学習施設やカリキュラムの改善に関する意見を大学に伝えた

りしている。各大学が有している学生組織を活かす形で、他大学で有効的に実施されている

例をモデルとしながら教育改善に結び付けられる道筋をみつけることが、内部質保証への

学生参画を実現するための一つの方法と考えられる。

(3)実施を可能にしている要因

学生参画のタイプ別に学生参画の効果について確認すると、間接型・協働型・関与型にお

いて、「教員や学生の授業への意欲が高まった」と回答する割合が高い。協働型・関与型に

おいて、「教職員と学生との連帯感が生まれた」、「教職員と学生の教育改善への関心が高ま

った」と回答する大学の割合が高いことが明らかになった。学生参画を実施することで、授

業への意欲が高まることは、教育改善にもつながるといえる。この点、インタビュー調査に

おいても「教員が気づかない授業での細かい点」(芝浦工業大学)や「授業内容や授業方法の
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改善が実現」(創価大学)、「新たに学習スペースを大学側が設ける」(仙台白百合女子大学)

「学生の意見は学内の各種アンケートで収集されており、教育改善に活用」(東京女子医科

大学)と、大学の教育改善にも結び付いていることが確認された。学生参画に否定的な意見

をもつ大学に対して、内部質保証への学生参画によってどのような効果があるのかを周知

することは、内部質保証への学生参画を広めるためにも重要だといえる。

インタビュー調査からは、大学の建学の精神、大学としての伝統や学生自治会の存在が学

生参画の実施を可能にしている要因として明らかになった。さらに、教職員による学生への

研修活動や積極的な関与によって、学生参画の質向上にもつながっている事例もある。そも

そも学生参画の組織体制の構築は、学生の学習を個人にのみ帰結させるのではなく、組織の

活動として学習システムを取り入れることが肝要であることを理論面でも言及している。

学生参画による組織体制の構築によって、学習について学生及び教職員の意見を共有し、検

証し、統合することで、学生参画による建設的な議論を行い、大学の教育改善に結びつくと

いえる。教職員と学生との連帯感といった、新しい関係性の構築にもつながる学生参画の内

部質保証による肯定的な側面が、学生参画の継続に影響を与えると考えられる。

(4)学生にとっての意義

本アンケート調査では大学を対象に実施したため、学生の視点からみる学生にとっての

意義については、明らかにされていない。今後の展望として、こうした調査においても学生

が参画することが望まれるだろう。教育を受ける主体としての学生だけでなく、その教育が

どのような教育計画のもと構築され、何が目的となっているのか、学生が自身の受ける教育

を客観的に捉えることができる点に、学生にとっての意義があると考えられる。

インタビュー調査では、一部、学生側の意見も聴取した。その結果、事例校において、学

生が内部質保証に参画する背景としては、学生自身の自己形成や自己啓発、学生が主体的に

大学教育の改善に関わることに魅力を感じていること等が挙げられた。大学の教育カリキ

ュラムについて議論し、教員とともに学生の知識や能力の傾向とその課題について議論す

ることを、自身の学びに還元させようとする姿もみられる(東京女子医科大学)。内部質保証

に参画することで、「自身が大学の一員の意識」(東京女子医科大学)、「社会人として最低限

必要な知識やコミュニケーション能力を身につけられた」(芝浦工業大学)という学生側の

意見からも、大学の教育改善のみならず、学生の大学への理解を高めることや自身の学びへ

の還元にもつながる貴重な機会であることがうかがえる。学生が教員と意見を交流するこ

とで、学生と大学の学びを創造することにつながることを示している。

(5)アンケート調査から得られた示唆

内部質保証への学生参画は、間接型では多く実施されているものの、協働型、関与型とな

ると、その割合は低くなる。なかにはいずれの学生参画の内容も実施していない大学も存在

していた。学生がどのような委員会に、どのように参画しているのかを確認したところ、教
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務や評価を担当する委員会において、発言権や議決権を有する立場として参画している大

学が多い。その一方で、教育研究や経営に関する重要事項の審議に関する大学ガバナンスへ

の学生参画については、極めて少ない。大学ガバナンスへの学生参画は、ヨーロッパ諸国で

もすべての大学で実施されているわけではなく、どの程度学生が参画するかは課題となっ

ている。大学ガバナンスへの学生参画の事例と課題を今後さらに蓄積し、いかに実施するこ

とができるのかを検討する必要がある。設置形態別や学生参画のタイプ別に課題も異なる

ため、それぞれの状況に応じた支援や情報の提供が必要だといえる。

アンケート調査の結果からは、学生に対する学習実態調査や聞き取りなどを通じて意見

を聴取するだけではなく、その意見を実際にいかに教育改善に結びつけるのか、いかに教職

員が協働して教育改善を行うのかが課題として残っている点、内部質保証における学生参

画の課題として、学生参画に対応するための人材が不足している点、現状の業務に追加して、

学生参画による教育改善につなげるための労力が大きい点への懸念も見受けられた。こう

した課題については、国公立大学よりも私立大学において、「やや当てはまる」「当てはまる」

と回答した割合が多かった。大学間連携のフォーラムなども存在していることから、こうし

た機関を通して、各大学の事例を共有することも学生参画の取り組みを拡散することの一

つになるだろう。

私立大学では、内部質保証への学生参画を実施するうえでの課題として、教職員や執行部

による学生参画に関する理解が不足している点が、国公立大学よりも顕著に現れた。また、

そもそも内部質保証への学生参画は「必要ない」と捉えている大学も存在する。学生参画が

なぜ求められていて、なぜ重要だと捉えられているのか、そもそもの学生参画の意義を広く

共有する必要があるといえる。

外部質保証に学生を参画させる場合、どのように学生を選出するのか、という課題がある。

全国的な学生組織が存在していない日本の状況に鑑みると、外部質保証に学生を参画させ

る場合の人員の確保、学生組織の形成に関する是非についても検討する必要があるだろう。

内部質保証、外部質保証に参画する学生が、評価に関する知識とスキルを身につけること、

すなわち、学生への研修も重要である。評価者としての学生を養成し、学生による評価の信

頼性を高めるため、また、教員と学生との新たな関係性を構築するためにも、学生の評価リ

テラシーの養成が求められる。
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第 2章 インタビュー調査結果分析

川上 忠重(法政大学)

1. インタビュー調査サマリー(対象：教職員)

調査項目概要

大学対象のアンケート実施大学から、大学の内部質保証や質保証機関の評価プロセスに

おける学生参画のあり方について、内容、運用形態や設置主体(国立・私立)の異なる 10 校

について、教職員を対象として対面もしくはオンライン形式によるインタビューを実施し

た。

教職員を対象としたインタビューの調査内容は、項目別に一部を抽出すると、( 「(1)貴学

における大学としての組織的な学生と教職員の協働による各種のプロジェクト紹介」「(2)

学生と教職員との協働における組織的な体制、及び協働する学生に対するサポート」「(3)協

働の結果として現れた、具体的な『成果』と活動の評価基準」「(4)どのように学生の参画を

得ているか、特に学習・教育改善に結びつくような取り組みについて」「(5)今後の学生と教

職員の協働による内部質保証への『学生参画』について」)で実施した。

各大学インタビューで得られた調査項目ごとのキーポイントについて、以下の表 1、表 2

及び表 3に、それぞれ示す。

表 1．調査項目(1)及び(2)

大学名 調査項目 調査項目

岡山大学 スチューデントフェローと呼ば

れる学生が に関与する制度。

学生と上席副学長との懇談会を

実施して意見聴取。

適宜、担当の事務職員が活動の補助

を実施。

芝浦工業大学 ミクロレベルでは 研修を

受けた学生が教員の要望により

学生目線で授業観察等を行い、授

業改善の支援をする活動 、カリ

キュラムレベルでは、学生自治会

の自治会長と学長等との面談。

大学の関連センター及び事務局が

組織的にサポート。

創価大学 学生自治会、ピアサポート活動、

自己点検・評価委員会及び全学協

議会を運営。

全学自己点検・評価委員や学部等と

の自己点検・評価に参加する学生に

はオンデマンド形式で研修を実施。

北翔大学 「学生 活動」の経緯を踏襲し

ながら、基本的に正課外活動とし

「学生 活動」は、現在は教員 名

がサポート。
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て実施。

北海道教育大学 学生の意見を取り入れた授業・教

育課程評価について意見聴取。

基本的に教員の役割はファシリテ

ーターであり、学生の意見を尊重。

龍谷大学 学部連合学生会、アドミッション

サポーター、ラーニングコモンズ

におけるライティング支援等。

基本的には所管の部署が学生の研

修等を行って実施。学部連合学生会

は、学友会組織の教育改善担当。

新見公立大学 学友会が学生の意見の収集と大

学との協議を行う。スチューデン

トアシスタント を過疎地域

における先進的課題解決の取り

組みとして開始。

学友会は学生部と学生課の教職員

が支援、 は「地域共生推進センタ

ー」の教員が支援。また、市役所や

教員を退職した者がコーディネー

ターとして雇用され、 をサポー

ト。

東京女子医科大

学

カリキュラムや大学の設備に関

する意見を聴取する懇談会を実

施。学友会等も利用。

教職員で構成する各種委員会によ

り、関連する各学生委員会と連携

し、必要な支援や指導。

仙台白百合女子

大学

学生イベントコンテスト、保健福

祉センターとの連携、学生からの

カリキュラムに関する意見聴取。

アドバイザーを中心に学生生活を

サポート。学生の企画に関しては、

学生部が中心。

熊本大学 医学部医学科においては、委員会

活動への学生参画が行われ、すで

に 、 年程の実績。

質保証に関わる活動への学生参画

は、 つの委員会を通して行われ、

いずれも規程上の正式なメンバー。

表 2．調査項目(3)成果及び評価基準

大学名 調査項目 成果 調査項目 評価基準

岡山大学 大学の教育等について学生が意

見することに対し、教員側の拒否

感が減少。一方、学生にとっては

教職員など異なる立場の意見を

理解し、建設的な発言が可能に。

＊活動の評価についてはインタビ

ューをしていない。

芝浦工業大学 参加している学生のコミュニケ

ーション能力の向上や 分授

業の導入による休憩時間の延長。

学生から示された改善提案は執行

部において積極的に検討。

創価大学 学生委員会から例えば、 つの方

針の浸透方策について、学生アン

ケート調査結果から提案。

学部等の自己点検・評価において意

見交換に参加した学生を対象とし

たアンケート 検討中 。

北翔大学 多くの卒業生が学生参画の活動 活動を評価する指標は用いていな
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をとおして多くの学びを得てお

り、職業に就いてからも成果を活

用。

いが、優れた提案についてはグルー

プ表彰を実施。

北海道教育大学 旧カリキュラムについて「理論と

実践」が弱い部分を、学生の声も

取り入れながら改善して、新カリ

キュラムに繋げている。

学生と教員が対等に話し合う仕組

みがあってこそ、議論が建設的に実

施される。報告書も学生と確認。

龍谷大学 在学中のどのタイミングからで

も参加でき、大学の役に立ってい

ると学生が実感。

教職員と学生の距離が近い大学と

いう印象や学生への場の創出のニ

ーズ対応。

新見公立大学 学部の で重視している力など

と関連した企画力や文章力、考え

る力、胆力が大きく伸びている印

象。就職活動にも良い影響。

担当のセンターで定期的に教職

員と学生が活動の振り返りを行っ

ている。

東京女子医科大

学

委員会活動に尽力した学生の表

彰や活動のポートフォリオ様式

を作成し活用するように指導。

年度の終わりには、学生間や教職員

との協働ができたかなど、学生が振

り返りのためのアンケートを実施。

仙台白百合女子

大学

図書館環境の改善、カリキュラム

の改善や学生会の要望書への学

長からの回答書も学生と共有。

学生会の活動を活発に行った学生

の表彰を行っており、学生参画の評

価につながるのではないか。

熊本大学 教員の立場としては、学生の目か

らみた気づきがえられる。学生の

立場としては、カリキュラム編成

の段階で意見が言えるので有益。

＊活動の評価についてはインタビ

ューをしていない。

表 3．調査項目(4)及び(5)

大学名 調査項目 調査項目

岡山大学 入学前アンケート、卒業生アンケ

ート及び在学生アンケートで実

施。自主的なサークル有。

学生の意見を聞き、解釈する技量と

学生が参加しやすいような工夫が

教職員に必要。

芝浦工業大学 半期単位で学年ごとに異なる種

類のアンケートを実施 大学

コンソーシアム含む 。

学生に対して大学が行っている教

育に関する基本的な情報を与える

必要性 例：カリキュラム構造 。

創価大学 科目レベルでは、学生アンケート

が該当。学生が授業観察を行い、

教員にアドバイスも実施。

大学のメリットだけを追求するの

ではなく、学生の成長につながるこ

とが必要。
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北翔大学 学生を直接的に参画させる仕組

みはないが、シラバスや授業計画

を学生とつくることは有効。

学生は教員に伝えづらい情報を職

員に伝えることもあるので、職員は

教員に対して改善策を提案する役

割を担える。

北海道教育大学 授業・教育課程評価委員会への参

加は公募制。 により学生を募

るほか同大学各校への依頼も実

施。

どうしても限定された学生だけの

参画になってしまう部分をどう広

げるかが課題。

龍谷大学 学生参画が上手く機能するにつ

れて、社会連携や入試など様々な

形で学生が大学活動に関与。

大学における歴史、立地、環境や風

土などを踏まえて、「建学の精神の

具現化」がスタート地点。

新見公立大学 全学的に合意形成を行う観点か

ら、「学生参画 」など、学生参

画の取り組みを全学的に実施。

学生に主体性を身につけて欲しい

と考える教職員は多く、その力を養

成する機会として学生参画が必要。

東京女子医科大

学

教育の質向上委員会、カリキュラ

ム懇談会、学生懇談会等で学生の

意見を直接聴取。

学生が各委員として活動の経験を

通してその効果を実感することが

重要で、教員のサポートも不可欠。

仙台白百合女子

大学

学生会からの要望書は、次年度の

重点項目を定める際の参考とし、

内部質保証プロセスの中で活用。

受益者である学生の意見を反映さ

せるため、何らかの形で大学が内部

質保証活動に学生を参画させるこ

とはあっても良いという印象。

熊本大学 学年代表や学生会が委員会委員

となっている。また、科目レベル

では授業評価アンケートを利用。

学生にとって参画がどのような意

味を積極的に持つかは十分に整理

できていない部分がある。

インタビュー調査からの検討事項

インタビュー調査の結果に基づき、内部質保証の学生参画に対する実態、課題及び適用等

について検討を行った。検討内容は( 「(1)取り組みの特徴」「(2)学生の立場」「(3)実施を可

能にしている要因」「(4)学生観(学生をどのように見ているのか。学生をどのように見てい

ることがそれぞれの大学の学生参画の要因となっているのか。)」「(5)学生にとっての意義」

「(6)課題」の 6項目とした。項目別の概要の要約を以下に示す。

(1)取り組みの特徴

学生参画は、基本的に組織的な大学主導型(教職員主導型を含む)と学生の主体的な参画

型に大別される。学生参画のフィールドは多様であり、学生 FD踏襲型(北翔大学)、ピアサ

ポート型(岡山大学、創価大学、龍谷大学)、ミドルレベルの内部質保証への関与(芝浦工業
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大学、北海道教育大学)、教職学協働型(東京女子医科大学、仙台白百合女子大学)や大学ガ

バナンス型(新見公立大学、熊本大学)も含まれており、大学の学生参画への取り組み姿勢に

大きく依存している。したがって、自大学の特色をよく見極めた上で、他大学の特色ある事

例も参考にして取り組むことが肝要である。

(2)学生の立場

多くの学生が大学が公募している活動や主体的なピアサポーターとして大学の活動に参

画しているため、参画している活動に対しては、教職員との意見交換も活発に行われている。

出された意見は関連部署の教職員を通して、一部の意見は大学の新たな提案として新規採

用されており、その面では学生・教職員協働の立ち位置は担保されている。ただし、大学の

意思決定機関への参加(例えば、理事会や学部長会議)は認められていないのが現状である。

(3)実施を可能にしている要因

大学の建学の精神、大学としての伝統や学生自治会の存在等も大きく寄与しているが、一

部の教職員の献身的な関連組織での活動への関与や、オンデマンドや対面による学生の研

修活動による学生参画の質向上を実施している場合もある。継続的な運営面の観点から、基

本的な組織体制の構築が必要である。これは、担当する教職員の継続性のみならず、担当者

が変わった場合でも十分に対応できるための「学生参画」への姿勢が問われる部分でもある。

(4)学生観(学生をどのように見ているのか。学生をどのように見ていることがそれぞれの

大学の学生参画の要因となっているのか。)

学生観としては、大学の運営、授業や課外活動に関する重要なステークホルダーとしての

位置付けが主要な部分であろう。対象となる学生参画において学生の主体性がどれだけ確

保されているかということや、学生と教職員及び大学組織(執行部)の関係によって学生を

見る立ち位置の違いは若干発生するが、アンケート結果や吸い上げられた意見を「単なる学

生の意見」としてではなく、協働の立ち位置から組織的に活用しつつ内部質保証活動の充実

に繋げる手法は、「学生参画」の手始めとしては有効である。

(5)学生にとっての意義

学生インタビュー調査では、今までの授業中心の学びを実生活に落とし込めたこと、様々

な背景や考えを持った学生との関わり、社会人としてのマナー、コミュニケーションや提案

力の向上等の自己の成長の実感が数多く挙げられている。この「学生の成長」の視点は日本

において学生参画を推進する上では非常に重要な要素であり、これには、単に学生自身の学

生参画への取り組みの結果だけでなく、サポートする大学側の体制も重要である。ただし、

学生参画する学生の「姿勢」により、学生個々の「成果」に大きな差異が発生することは否

めない。
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(6)課題

前提条件として、学生参画が内部質保証活動の充実に必要なものであることが組織内で

の共通認識としてコンセンサスを「ある程度」得られていることが、重要である。その上で

の課題として、以下の 5点を挙げておく。

a) 自大学での学生参画の目的、意義及び必要な組織体制

学生参画といっても国内での取り組みは、各大学での歴史的背景、学生と教職員との協働

の組織運営や特色を活かした独自の取り組みが行われており、「グッド・プラクティス」の

模倣型では、その実効性を踏まえての効果検証が厳しい面があるのは当然である。自大学に

寄り添った本当に必要な「学生参画」の組織体制づくりが肝要である。これは、あくまでも

中長期的な視点からの提言であって、決して現段階でガバナンス、ミドル及び授業運営を全

て学生参画でカバーする意ではないが、将来的に組織的な方向性としては重要な点である。

b) 学生参画の持続可能性の担保

大学の一部組織の教職員や参画している学生に依存する学生参画は、やはり継続的な組

織維持が難しいことは明白である。これはミクロレベルでの学生参画の事例としてインタ

ビュー以外でも数多く見られるが、大学のガバナンスへの参画では、特に学生の「資質」も

問われるところである。もちろん、学生自身の自主的な活動を出来るだけ可視化し、多くの

学生や教職員の協力を得ながら大学の協働の一環として取り組むことが本来の姿であろう。

そのためには、学生の憧れの対象となり得るロールモデルのイメージを確立することが、学

生参画を促す好循環要因として重要である。

c) 学生に対する大学の内部質保証への取り組み情報の共有化

多くの高等教育機関において、大学としての内部質保証への特色ある取り組みは、今回

のインタビュー対象校のみならず、組織的に行われている。こうした優れた取り組みを、ま

ず、自大学の学生に明確にわかりやすく伝え、得られている「成果」を適切に情報共有する

ことは、学生参画の前提となり、最も基本的かつ重要な条件であろう。学生への情報共有の

質の「底上げ」が、大学の学習・教育改善に繋がる直接的な「学生の声」として、生かされ

るべきである。

d) 学生の成長と学生参画の機能と役割の明確化

学生参画における主体は、当然、参画している学生であり、日本的な「学生 FD」の導入は

比較的容易で、学生の成長という点で効果が期待できる取り組みの一つと言えよう。ただし、

内部質保証への学生参画として、継続的な検討が必要である。この学生の成長を組織的に意

識しつつ、内部質保証への学生参画自体が目的化するのではなく、学生参画の各種活動に、
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教職員・学生が協働で各目的に関与し、結果的に大学として意識すべき学生参画の 3つの領

域(ガバナンス・内部質保証・ピアサポート)をカバーすることが肝要である。

e) ボトルネック解消に向けた難易度の可視化

学生参画へのボトルネックが、各高等教育機関の学生参画による「アウトカム」への考え

方により、多種・多様であることは、周知の事実である。確かに学生は、社会に対して質保

証のアウトカムを示せる存在であるが、学生参画している学生の意見や取り組みに対して、

否定的な考えも散見される。学生は高等教育における学習主体者であり、また、当事者であ

る。その立ち位置を踏まえて、学生参画のボトルネックの要因を一つ一つ丁寧に可能な部分

から解消していくことが、本来の「学生参画」の意義に通じる動線であろう。

2. インタビュー調査サマリー(対象：学生)

調査項目概要

教職員インタビュー実施校から 4 校について、内部質保証に関わる活動に参画している

学生に対して、オンライン形式によるインタビューを実施した。

調査内容は項目別に一部を抽出すると、( 「(1)プロジェクトに参加した動機」「(2)自分自

身のプロジェクトへの参加によるメリット及び勉学等への影響」「(3)学生が主体となって

教育改善案を作成した経験があれば、その内容と改善案の実現の有無」「(4)所属大学が自己

点検・評価活動を行っていることの認識」「(5)自身が考える「学生と教職員が協働で実施可

能な教育・研究の向上への取り組み方法」)で実施した。

各大学インタビューで得られた調査項目ごとのキーポイントについて、以下の表 4、表 5

に、それぞれ示す。

表 4．(芝浦工業大学及び創価大学の取り組み)

芝浦工業大学 創価大学 学生自治会

動機 ・コミュニケーション能力や論

理的に提案できる能力の習得。

・授業の進め方やアウトプット

の引き出し方の習得。

・様々な人とより積極的に関わ

ることへの関心。

・学んできたものを活かしなが

ら大学に貢献。

・学生自身が主体となり大学を

よくしていこうという意識。

メリット ・コミュニケーション能力や提

案力の向上。

・社会人として最低限必要な知

識の習得 メールや資料の作成

・今までの授業中心の学びが実

生活に落とし込めたこと。

・問題発見能力や統計学等の知

識と実践との繋がりを理解。
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方法 。

・計画立案能力の習得 伝わり

やすくまとめる方法 。

・他大学の学生や留学生など、

様々な背景の学生との関わり。

教育改善案 ・教員が気づかない授業での細

かい点。

・学生の事前課題のフィードバ

ック方法 学生同士で行う 。

・理系学生からの視点での人文

科目系へのアドバイス。

・ つの方針に関する提案を行

い、その実現に向けて協議。

・コロナ禍に授業内容や授業方

法の改善が実現。

所属大学活動 ・全員が知らない。 ・全員が知っている。

取り組み方法 ・ 活動の推進。

・授業の進め方について学生か

ら意見を求めることが必要。

・ 活動の普及と大学のキ

ャリア支援との連携強化。

・ つの方針等に関する研修

を、全学生を対象に実施。

・学生一人一人の大学での活動

をポートフォリオとして記録

及び可視化。

表 5．(仙台白百合女子大学及び東京女子医科大学の取り組み)

仙台白百合女子大学 東京女子医科大学

動機 ・入学した頃はコロナ禍であ

り、その中でも学生生活で何か

に挑戦したいという思い。

・コロナ禍で中断していた活動

を一員として盛り上げたいと

いう思い。

・教員からの声掛けにより、委

員会の存在を知ったこと。

・自身のカリキュラムについて

の議論に関心。

・自身も大学に何か役立ちた

い、貢献したいという思い。

メリット ・新たなことに取り組み、テレ

ビ局の取材を受けたことは自

身の成功体験。

・イベントの企画では、企画・

運営の大変さを実感し、工夫に

よる成果も体験。

・教員が学生の知識や能力の傾

向及び課題について議論し、学

業を進める参考になったこと。

・自身が大学の一員である意識

の獲得。

・ と国家試験合格率との相

関を確認出来たこと。

教育改善案 ・休憩スペースに関する意見に

ついて、新たに学習スペースを

大学側が設ける対応。

・授業の出席管理にスマートフ

ォンを使用するが、充電器を貸

・教育改善案を作成した経験は

ないが、学生の意見を聴取する

頻度が増加。

・学生の意見は学内の各種アン

ケートで収集されており、授業
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与する仕組み。 改善に活用。

所属大学活動 ・全員が知っている。 ・一部の学生は知っている。

取り組み方法 ・学生自身が所属しているサー

クルの顧問の教員と協働して

活動する機会。

・教員に対して学生としての意

見を示す機会 教育改善につな

がっている 。

・教育の質向上委員会に参画す

る学生の人数を増やす。

・教員の教育の充実に向けた

日々の努力を学生に周知。

・授業時間を少し利用して、教

員の研究分野を紹介。

インタビュー調査からの検討事項

インタビュー調査の結果に基づき、学生の視点から、内部質保証の学生参画に対する実態、

課題及び適用等について検討を行った。検討内容は( 「(1)学生参画の動機」「(2)学生参画で

のメリット」「(3)具体的な成果」「(4)課題」の 4項目とした。項目別の概要の要約を以下に

示す。

(1)学生参画の動機

学生参画する学生自身の目的は、おのおのの自己形成、キャリアのための能力開発や自己

能力の向上等、様々であるが、通常では経験することが難しい「場」に、あえて主体的に参

加することによって、自身と大学の協働を体験する経験値を積みたい、という意識も働いて

いることは明白である。最初はその意識が希薄でも、各種活動の入学時での紹介リーフレッ

トや先輩からの「声掛け」も参画への動機であり、積極的な大学組織としての広報も重要で

ある。

(2)学生参画でのメリット

学生は、活動自体の準備段階での資料作成、教職員との打ち合わせや学生同士の議論から

得られた部分を数多くメリットとして感じており、特に社会人となるための学びの部分も

含まれている。「成功や失敗」体験を、メリットと感じている参画学生もおり、活動自身か

らの「学生の成長」は、やはり、教職員との協働では常に意識すべき重要な点である。参画

学生にとっては、メリットは活動後のあくまでも「副産物」であることを注視したい。

(3)具体的な成果

概ね各大学の意図している学生参画に期待する成果の部分は得られていると考える。こ

れは、参画学生と大学との協働のみならず、相互の信頼関係が極めて重要である。大学が組

織的に学生参画の背景や意義、また、必要とされるスキル等の研修を行いつつ、丁寧なケア

を実践することが肝要であるが、具体的な成果が得られるには、ある程度の学生参画に対す

る経験とスキルも必要である。この点は、学生参画に対する「評価」を行う際に留意する必

— 70 —



要がある。

(4)課題

大学自体の自己点検・評価活動の周知や学生の理解度は、学生参画を含めて第 4期機関別

認証評価のみならず各大学の内部質保証の観点からも重要である。すでに参画している学

生にとっては、自身の活動自体が大学としての自己点検・評価活動として、認識されている

点は、非常に心強い限りである。その上での課題として、以下の 6点を挙げておく。

a) 学生自身の「学生参画」への意識向上のための情報共有

多くの学生が主体的に大学の公募や先輩サポーターの活動から、大学の様々な「活動」に

参画している。その内容は多岐に亘っているが、正課・正課外を含めた学生の学生生活に直

結している問題に対応している点は、疑う余地は無い。参画している学生の意識は非常に高

いが、参画している学生も「一般学生」との内部質保証に対する意識に乖離があることを実

感している現実もある。学生に対するアンケート調査は、大学として間接的であるが、学生

参画の重要な要素である。現在、すでに実施されている学生参画の内容をあらためて見直し

ながら学生と向き合って情報共有することは、多くの学生に学生参画への意識向上と「自分

ごと」として意識改革に繋がる一つの必要な対応であろう。

b) 質保証の参画学生の成長の視点からアプローチ

学生参画している学生は、その「段取り」や進捗に伴う教職員や学生との議論からの「成

功体験」や「失敗体験」も含めて、自己成長を非常に感じている。一部の大学では、すでに

学内外の諸活動に対する各種のコンピテンシー(仕事を効果的に遂行するために必要な能

力、態度、知識等)評価も、ポートフォリオを利用しながら行われている。参画学生の自己

成長を積極的に取り入れることは、内部質保証の質向上と認証評価機関による外部質保証

への学生参画のボトルネック解消に向けた一つの方向性であろう。

c) 参画学生の目線での学生参画のあり方

本調査によって現状を把握する限り、多くの高等教育機関において、大学の意思決定機関

(部署)への直接的な学生参画は、ハードルが高いと感じており、この部分は、参画学生も感

じている部分である。

学生自身の「学生と教職員が協働で実施可能な教育・研究の向上への取り組み方法」でも、

身近な方法も意見として出されており、大変参考になる部分である。大学側と学生側の立場

の相違は、当然、同一の内部質保証の向上に向けた課題であっても、着目している問題点や

大学経営面を含めた視点の相違は必ず発生することは、明白である。この点を双方が理解し、

そのズレを調整しながら、自大学に適応した特色ある学生参画を確立する必要がある。
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d) 外部質保証への学生参画に関する大学間連携の検討

質保証における学生参画は、日本においては学生に対する授業改善アンケートや学生イ

ンタビューの実施が中心であり、諸外国で一部実施されている高等教育の質保証において、

学生が当事者として質保証活動に参画、もしくは、評価機関による評価に学生が主体として

関与する実行例は極めて少ない。ただし、新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充

実においては、不可避な検討課題である。諸外国の模倣型ではなく日本型を意識しながら、

今後の学生参画による外部質保証をどうするかを、真剣に大学間連携を含めて検討すべき

時期である。

e) 学生参画の「場」創りに向けた教職学の協働

今回のインタビュー調査では、教職員及び学生インタビュー共に、学生参画に向けた協働

体制が、組織的に構築されていたのが印象的である。当然、内部質保証や外部質保証のみな

らず、学生参画による協働を、大学の組織体制、大学規模、地域性や必要としている大学と

学生に共通した「果実」の見極めが重要である。参画学生は、自己成長の部分と大学に何ら

かの形で貢献したいと思い活動に参画している学生も多く、その「しかけ」は、教職学の協

働をどう運営していくかがポイントである。教職学の協働に向けたボトルネックの一つで

ある「共通の目的」への意識改革は、念頭におくべきであろう。

f) 学生参画の成果に向けた情報の共通理解による信頼関係の構築

本報告書第 1部にあるように、学生参画における学生は、学修者本位の教育の実現という

新しい課題に向かう大学組織という共同体の一員である。ここで、あらためてインタビュー

対象大学での組織的な取組みを振り返ると、やはり、いかに大学内での「教職学」の信頼関

係を構築するかが重要であることが窺える。大学側の都合と学生側の要求は、知りうる情報

量の差異や「学び」に対する「レベル」の差異に起因する食い違いがあっても当然である。

これを相互理解した上で、参画学生の「学び」に対する理解の「レベル」向上と信頼関係を

築くための「パートナーシップ」を意識しながら、内部質保証及び外部質保証においても「参

画学生」を信頼しうる立ち位置まで、いかにステージアップさせるかがポイントである。

3. まとめ(内部質保証への学生参画のあり方に関するアンケート調査を踏まえて)

各大学における学生参画を担う組織(グループ)は、アンケート回答校の 8 割近い大学が

組織として有しているが、大学レベルでは、「大学に所属する部活やサークルをとりまとめ

る役割」を担う組織は、49.6%であり、大部分を占めている。正課外の活動への学生参画は、

当然、大学として行うべき取り組みの一環であり、その意義は十分に認識されている。他方、

大学の内部質保証に関連する委員会に出席する学生代表としての役割は、全体の 5.4%にと

どまっており、これは国内の内部質保証への学生参画の実態であろう。ただし、学部レベル

では、その割合は 13.4%に向上しており、ミドルレベルでの学生参画の可能性の向上が窺え
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る。

活動の継続性については、インタビューとアンケート調査結果は一致しており、学生組織

に参加する学生の継続的な確保、研修の実施、参加する学生同士の知識や情報の伝達及び学

生の個人的参加への意識向上が重要である。ここで、内部質保証活動に参画する学生への報

酬(金銭的対価)については、決して活動自体の維持に対する寄与度は大きなポイントにな

っていない。あくまでも、参画学生と大学との協働の考え方として、捉えるべきであろう。

また、授業出席の免除や単位の付与の例は、極めて少ない現状も明らかとなっている。こ

の点は、国内型の学生参画では組織的な検討が特に必要な部分ではあるが、すでに、参画学

生に対する積極的な「インセンティブ」の一つとして活用すべき段階であろう。

学生参画を担う組織(グループ)を有していない大学において、「学生による組織を構成す

る予定は無い」は、25.3%であった。設置しない理由は、「学生は勉学に忙しいため」が 36.1%

である。近年、学生への負荷も問題視されているが、その現れの一つであろう。一方、内部

質保証への学生参画は、「授業評価アンケート、学習実態調査や大学教育全般について学生

の意見を聴取する」を多くの大学が構成項目としてあげており、各種アンケートやインタビ

ュー形式が、各大学の学生参画の主流として考えるべきである。また、各種アンケートから

得られている「成果」の自由記述も数多くあり、引き続き、各大学で実施している各種アン

ケートの情報共有・周知を行うことも肝要である。

上記において、学生参画の国内での現状が明らかとなったが、現実としての課題や実施す

る場合の課題は、内部質保証への学生参画に対する関心の低さと継続性の 2点であろう。1

点目の内部質保証への学生参画の関心の低さは、アンケート結果からも明らかである。「教

職員及び学部執行部の関心が低い」回答は、当てはまるもしくはどちらかと言えば当てはま

るが共に 40%超である。これは、「学生の評価に関するスキルが低い」と同程度のポイント

である。この点は、今後の内部質保証への学生参画のボトルネックの検討前に認識すべき点

の一つである。この学生のスキルが低いことを逆手に取り、「学生の成長」をキーワードと

して検討することもボトルネック解消の可能性の一つと考えられる。さらに、学生参画の継

続性については、教職員、学部及び大学執行部の意欲維持の困難さのみならず、「内部質保

証への学生参画に関する学生の意欲を維持することが困難」の回答が 62.7%となっており、

各大学の内部質保証に関連する担当者間での共通した認識であることが確認された。この

点は、十分な理解と検討が必須である。
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第 3部 海外調査

山田 勉 名古屋市立大学 、武 寛子(愛知東邦大学)、

加藤 美晴(大学基準協会)、堀井 祐介(大阪大学)

第 1章 米国・地域アクレディテーション機関調査結果分析

山田 勉 名古屋市立大学

本調査の目指すアウトカムは、「質保証、とりわけ評価機関による評価における学生参画

に関して諸外国の事例を調査し、実施形態や条件等を明らかにする。」「我が国における評価

プロセスへの学生参画のあり方を探る。」の 点である。

本協会は、 年に米国のアクレディテーション機関をモデルとして、国・公・私立大

学 校により設立された大学団体である。質保証における学生参画のあり方を検討するに

あたって、今日でも多様な示唆が得られる可能性があることから、同国の つのアクレディ

テーション機関の ページから、アクレディテーション基準・ガイドライン等における

「質保証への学生参画」に関する規定の有無と内容を調査し、その結果をまとめた資料とと

もに、アンケート調査を別途実施した。また、応諾を得た機関にインタビュー調査を行った。

それぞれの結果概要と検討事項を報告する。なお、地域アクレディテーション機関は、以下

の つである。

図 ．
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1. アクレディテーション基準・ガイドライン調査

調査項目概要

米国の つのアクレディテーション機関の ページから、基準・ガイドライン等を入

手し、「質保証への学生参画」に関する規定の有無と内容を確認した。

表 ．アクレディテーション機関の規定する学生参画

検討事項

すべてのアクレディテーション機関が、内部質保証に関する基準とガイドラインにおい

て、学生参画を規定していることが、まず日本との大きな違いである。 ◯は質保証それ自

体への参画を明確に規定していることを、△は大学の意思決定への参画など、質保証に限定

されていないことを示す。
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なお、特記事項として、西部地区アクレディテーション協会 の ページには、

トップ画面に「 」の一つとして、「 」のボタンがあり、ク

リックして進むと以下の画面が現れる。

図 ． ページ

アクレディテーションとは何で、どう自分に関係するのかを説明するこのビデオの下に

は、 が豊富に用意され、さらにその下には、 INDICATORS

があり、地区の大学名を選ぶと、学生の卒業・修了率や大学の財政状況、関連す

る大学とのピアベンチマークが、わかりやすく色鮮やかなグラフで数値とともに表示され

る。アクレディテーション関連の催しや評価結果に対するクレームを受けつけるボタンも

あり、学生にとても使いやすい構成になっている。特に、観察と反証が可能な情報をもとに、

当事者が自由に選択をして、その選択に対するコミットメントとその実施状況をモニタリ

ングするうえで、非常に有益な環境を、学生に提供しているといえる。

次に、外部質保証における認定プロセスでは つのアクレディテーション機関が、日本で

も一般的な学生を含むインタビューを訪問調査時に実施することを定めている。北中部地

区認定協会 は、基準・ガイドラインにはないが、認定プロセスの一環として、独自の

学生意見調査と教育機関に対する苦情受付を行なっており、特徴的である。そのほか つの

アクレディテーション機関については、 上で情報を確認できなかった。

なお、「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン」でも、 年の改訂で見

送られた、アクレディテーション機関の運営への学生参画の情報についても、 上で情報
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は確認できなかった。

各アクレディテーション機関が、学生参画を規定する基準・ガイドラインの具体について

は、資料 「米国の学生参画に関する基準・ガイドライン」を参照。学生の苦情への対応を明記

するアクレディテーション機関が大多数のため、念のため、それに関連する規定も掲載してい

る。

2. アンケート調査概要

調査項目概要

内部質保証に学生が参画していると認定する程度など、より具体的な情報を得るために、

表 を英訳した書類を として、 つの地区アクレディテーション機関に、多肢選

択式アンケートを実施した。回答は 機関のみで、質問項目と回答の概要は以下の通りであ

る。

表 アクレディテーション機関の規定する学生参画の程度・待遇・利点・課題
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検討事項

内部質保証への学生参画に求められる程度は、いずれも「意見を提供し参加する機会があ

る」にとどまる。参画しているのが学生であることを理由に、他の選択肢にある「重要な役

割を果たし、その意見はかなりの重みを与えられる」ことも「教員と同じ意思決定権を持ち、

その視点や希望がそのプロセスに完全に組み込まれている」こともない。あくまで「補助」

的な程度である。

外部質保証については、いずれも「協議」レベルを超え、「積極的に参加し、意見や証拠

を提供し、」「議論に参加する」という「積極的な参加」が求められている。にもかかわらず、

その参画は「代表として任命されたり選出されたりして、」「意思決定に直接組み込まれるよ

うにする」という「学生代表」とは位置づけられていない。この点は、欧州とは大きく異な

る。なお、外部質保証プロセスに学生として参画しているのみなので、「意見や証拠を提供

し、アクレディテーション機関との議論には参加する」が、外部質保証規準・基準の開発と

見直しなど、アクレディテーション機関が決定・運用するものへの関与はないか、限定的で

ある。

同様に、アクレディテーション機関の運営についても、アクレディテーション機関の報告

書及び勧告の見直しと検証では「協議」を求められるが、現地訪問と評価に参加する程度で、

アクレディテーション機関そのものの運営や質保証方針と手順の開発、意思決定には参画

していない。

なお、さらに特徴的なことは、学生参画はすべて報酬なしで自主的なものであり、たとえ

ばイングランドのように、有給の専従スタッフ 学生 が基本的には質保証に従事すること

とは対照的である。

最後に、自由記述欄に回答はなく、内部質保証に学生が参画する利点や課題、限界、ある

いはアクレディテーション・プロセスへの学生参画に関する潜在的な課題や懸念について

も、こちら側が例示したすべてを記載した選択肢が選ばれていた。

そこで、 時間のウェブ会議システムを利用したインタビューには、回答時に応諾を得て

いたので、それによってより詳細に状況を確認することとした。

アンケート調査用紙は、資料 「米国アンケート調査 英文 」を参照。調査結果は、資

料 「米国アンケート調査（日本語） 」を参照。回答にマーカーを引いている。

3. インタビュー調査概要(詳細は資料 13〜15参照。)

調査項目概要

学生の立ち位置

① 質保証プロセスへの学生の参加は、機関レベル、大学全体レベルで行われている。協会

の意思決定機関に学生はいない。アクレディテーションの決定をする際に学生と協議

するような正式なプロセスもない。アクレディテーション・プロセスの一部ではなく、
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協会の意思決定には関与しない。

② しかし、教育機関が自己点検・評価報告書やアクレディテーション報告書を作成する際

の参加や訪問チームとの交流、オープンミーティングへの参加は奨励している。参加形

態は各大学の判断に委ねられており、機関の意思を尊重している。

③ 学生の多様性とその参加方法の違いに留意することが重要である。たとえば、学生が勉

強と仕事を両立させているコミュニティ・カレッジと全寮制のリベラルアーツ・カレッ

ジでは参加方法が異なる可能性がある。また、オンラインのみで学ぶ学生が多い大学で

は、その参加方法を考えなければならない。

④ 学生の質保証プロセスへの参加は長い歴史があり、学生は評価者として機能するわけ

ではないが、教育機関が学生にこのプロセスについて教育を提供し、学生が評価基準を

理解して参加できるようにすることを重視している。

⑤ 米国の学生は権利があると感じており、評価チームが滞在する際に、プロセスに参加

し、大学を建設的な方法で批評することが期待されている。学生は教室内外で自由に意

見を表明する文化があり、評価チームに話すことも珍しいことではない。

⑥ 学生の意見を聞く際には、極端に肯定的または批判的な意見をバランスよく考慮する

必要がある。また、学生が理想的な視点を持つことがあるものの、大学が利用できるリ

ソースに基づいて全体的な観点から考える必要がある。

適切な学生参加と参加形態

① 質保証における学生の関与のもう一つの側面は、大学の継続的な質保証のプロセスで

ある。アカデミック・プログラム、サービスの評価、また教員の教育効果の評価にも、

学生の視点を考慮に入れる必要がある。

② 適切な学生の参加とは、その教育機関のミッションと学生集団に照らして適切である

ということと定義できる。学生の自己点検・評価への参加を奨励し、訪問評価チームが

学生と面談する機会を設けるという指針を、一般的なパラメーターとして設定してい

る。このような機会をどのように提供するかは、各教育機関のミッションや学生集団に

よって異なることになる。

③ 学生や卒業生が直接フィードバックを提供するメカニズムについて、学生は基準に反

すると考える場合に協会に苦情を申し立てることができること、また、パブリックコメ

ントプロセスを通じて、一般人や卒業生が評価に関する意見を提出できる。

質保証に参加する学生への報酬

① 学生が質保証プロセスに参加する際に報酬を受け取らないのは、米国のボランティア

精神という強い伝統に基づくものである。旅費の支給はあるものの、報酬は支払わな

い。

② 学生には、質保証プロセスに参加することによって得られる小さな贈り物や食事の提
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供はあるが、これらは報酬ではなく、ボランティア活動への参加を認めるものである。

報酬を得ると、それで大学に有利な発言をする可能性があると疑惑の目で見られかね

ない。なお、他の規模の大きい地域アクレディテーション協会では少額の報酬を支給す

る場合もある。

③ 学生の経済的状況に関する問題については、質保証プロセスにおいて、経済的な違いを

平等に取り扱うために報酬を支給しないとも考えられる。参加する学生が多様な背景

を持つことが重要であり、大学側は学生選考の過程で多様性を確保するよう努める必

要がある。

の記述

① ウェブサイトでは、学生の外部質保証プロセスへの関与についての情報が不十分であ

る。この情報がウェブサイトの つの出版物に「隠されている」状態であり、 にも

その内容が含まれていない。ウェブサイトの見直しを検討し、学生の関与をもっと明確

に示すべきである。

② 学生の参加は基準に含まれているが、ウェブサイトにはそれが明示されていない。キャ

ンパス・コミュニティ全員の参加を前提としており、特に学生や教員の参加を呼びかけ

ていない。

③ アクレディテーションとは離れるが、基準 はアカデミック・プログラムのレビュ

ー、基準 は共課程活動 の提供による学生のリーダー

シップや学内組織やガバナンスへの参加機会の支援、基準 は、学生の成功を測定

するための学生からの情報収集に言及しており、基準では、学生が大学内部のプロセス

に参加することも期待している。

④ 米国の他の地域アクレディテーション協会についての情報も不足している。高等教育

アクレディテーション協議会 に情報を求めることを提案する。また、教育省は学

生の関与よりも、学費を負担する消費者としての学生保護に重点を置いている。学生を

消費者と見る教育省と、学生をパートナーと見る教育機関の間には、ジレンマがある。

学生参加の意義と日本へのメッセージ

① 学生が参加することの長期的なメリットは、アクレディテーションについての深い理

解を得ることができることにある。多くの政治家は、アクレディテーション・プロセス

に関与せずに決定を下している。学生の参加が大学への忠誠心を高め、建設的なコミュ

ニティ意識を促進する。

② アクレディテーションに対する理解は不足している。教育機関における学生の参加を

通じて、早期の認識と理解を深めることができる。学生が大学コミュニティの一員とし

ての自覚を持ち、質保証に積極的に貢献することが重要である。

③ チームとの面談などを通して学生が成長するということはありえるが、評価チームが

— 81 —



学生と面談する際には、アクレディテーション・プロセスについての背景と情報を与え

る機会となるようにしている。

④ 学生の年齢が低い場合、学生にとって無意味な学術的な言葉を使用せず、アクレディテ

ーションに関する教育を行う必要がある。新入生は、大学についてもそこで何か改善で

きるかも知れないので、大学を改善する手段として、学生とアクレディテーションにつ

いて議論する方法を見つけることも重要である。アクレディテーションは質保証であ

ると同時に質向上の手段でもある。

⑤ の小冊子によれば、アクレディテーションは、教育の信頼性を高め、学生の流動

性を支援する。特に米国において、学生の流動性が高く、アクレディテーションが職業

選択や学資援助と密接に関連している。学生がこれらのメリットを理解し、質保証プロ

セスへの関心を持つことが重要である。

参考 学生にとってのアクレディテーションのメリット 冊子抜粋

・教育機関やプログラムの教育活動が十分なものであるとの信頼感を与える。

・学生の流動性に役立つ：編入学や大学院への入学を希望する教育機関に対し、認定校で

あることを示すことで、編入学や大学院への入学を希望する教育機関が質の高いもの

であると判断される。

・職業によっては認定された教育機関やプログラムからの卒業が必須となる。

・連邦政府からの学資援助が受けられる。

検討事項

アクレディテーション基準において、定期的な内部・外部質保証審査だけではなく、アカ

デミック・プログラムのレビュー、共課程活動 の提供による学

生のリーダーシップや学内組織やガバナンスへの参加機会の支援など大学内部のプロセス

に言及していることは、日本にはない特徴だと思われる。

なお、奨学金や職業選択と結びついたアクレディテーションがなく、学生の流動性も低い

こと、また新入生の大半が 歳であることやボランティア精神の強い伝統もないことを考

え合わせると、内部質保証への「適度の関与」や認証評価への「積極的な参加」を、米国同

様に無償で自発的に求めるハードルはあまり低くはないと考えられる。

とはいえ、参加形態自体は、米国のアクレディテーションを初期にモデルとした本協会の

評価システムと、現在でも親和性が高いと思われる。というのも、学生は「代表として任命

されたり選出されたりして、」「意思決定に直接組み込まれるようにする」という「学生代表」

とは位置づけられていないことから、あまり負担を感じずに参加に応じる可能性もあると

考えられるからである。例えば、教育機関が自己点検・評価報告書や認証評価に関連する報

告書を作成する際の学生参加やキャンパス案内など訪問チームとの交流、オープンミーテ

ィングへの参加を「奨励」することは、比較的容易だろう。
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備考

からは、以下の 文書が公開されている。

・

・

ただし後者は、ドラフトであるため、以下の注記が赤字で表紙に記されている。

「これは、利害関係者の関与と の関連組織による承認というプロセスを経て

いない草案である。したがって、この草案は回覧、引用、転載すべきではない。

は、本書の内容を引用または転載した結果について、一切の責任を負わない。 は、

承認前に変更される可能性のある本ドラフトの内容の引用または転載した結果につ

いて、一切の責任を負わない。」

インタビューにおける事前の質問事項は、資料 「米国インタビュー調査依頼状（英文）」

を参照。資料 「米国インタビュー調査記録（英文）」は面談内容を文字起こししたもので、

資料 「米国インタビュー調査記録（和訳）」はその日本語訳である。アクレディテーショ

ン機関名とインタビュー応対者名は、希望により伏せていることをお断りしておく。

4. まとめ

欧州のように、大学構成員としての「学生代表」が、内部・外部質保証に参画しているわ

けではないが、大学の政府からの独立性は高く、高等教育におけるアクレディテーション固

有の意義を大学内外に訴えつつ、質保証への学生参画を幅広く奨励していることは、示唆に

富む。

日本の現状では、もちろん認証評価の訪問チームに学生が参画するような運用には、かな

りの抵抗があると予想される。しかし、上記の通り、教育機関が自己点検・評価報告書や認

証評価に関連する報告書を作成する際の学生参加やキャンパス案内など訪問チームとの交

流、オープンミーティングへの参加を「奨励」することを、ガイドラインに記載することか

ら始め、中期的には、米国同様、アクレディテーションの基礎である内部質保証とアカデミ

ック・プログラムのレビューなど大学内部のプロセスに学生が何らかの形で参画すること

を基準化するのが、現実的ではないかと考える。

そのためには、やはり質保証への学生参画に求める、日本固有の意義を確認・共有する必

要があるだろう。
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第 2章 欧州における学生参画の事例－スウェーデンに焦点をおいてー

武 寛子(愛知東邦大学)

 

はじめに

欧州では、ボローニャ・プロセスによって質保証枠組の構築や学生の質保証への参画が推

進されている。ボローニャ ・プロセスにおいては、欧州加盟国における大学間の交流や協力

の促進、及び大学の国際競争力の強化などが目指されており、学修サイクルの統一や大学間

での単位相互互換に向けた単位の統一に取り組んでいる。また、活動の一つとして、学生の

民主主義的市民性を育成するために質保証を含めた大学運営への学生参画を促進している

(大場 2005)。

さらに、欧州における取り組みとして、欧州高等教育圏(European Higher Education Area, 

EHEA)が構築されている。EHEA においては、欧州域内の高等教育機関における教育及び研究

を促進するために、欧州高等教育質保証協会(European Association for Quality 

Assurance in Higher Education, ENQA)が、欧州諸国の質保証枠組みの構築や学生の質保

証への参画を推進している。大学の教職員だけでなく、学生も質保証に参画することが求め

られている。ENQA を中心にまとめられた「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイド

ライン」(ESG：The Standards and guidelines for quality assurance in the European 

Higher Education Area)では、内部質保証とは「各機関の目的に合致したプログラム内容、

学習機会、施設に関わる学習環境を保証する」ものであり、内部質保証に学生と社会の要求

や期待を考慮に入れることの重要性について言及している(ENQA 2015)。

欧州域内における学生参画の制度構築の状況について、欧州学生組合(European Students’ 

Union, ESU)によると、欧州全体では、国レベルで 78%、機関レベルで 95%、プログラムレベ

ルで 60%の割合にまで拡大したという(ESU 2020)。こうした制度構築の進展に対し、欧州各

国の学生組合の 64%が満足と回答した。その一方で、以下の 3点について、学生の民主的な

参加が阻害されているという。第一に、学生が大学運営組織の人事に直接的に関われないこ

と、第二に、学生が大学運営組織の意思決定に直接的に関与することが最小限に抑えられて

いること、第三に、学生が大学運営組織に強い影響を与えられるほど、学生代表の組織が強

固でないことである(ESU 2020)。

上記のように、欧州においては、大学運営への学生参画の制度構築が進められており、学

生組合の約半数(46%)は内部質保証に関与しており、学生組合の 30%ほどしか意思決定に関

われていない(ESU 2020)。このことから、欧州における質保証への学生参画の程度や実態は

国や地域によって実に多様であることがわかる。本稿では、欧州の中でも質保証への学生参

画が制度として深く根付いている、スウェーデンを考察の対象とする。スウェーデンでは、

1977 年の高等教育改革以降、学生は大学の政策運営上のパートナーとして決定権をもつ役

割を担っており、国レベル、機関レベルで高等教育政策に関与してきた(武 2018、Kettis 

2019)。高等教育法第 1条第 4項においても、大学教育の政策運営は教員、職員、学生の三
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者自治によって成立することが明記されている(Högskolelag 1992)。学生は、大学の運営、

経営、財政、教育などのあらゆる事項に関する決定プロセスに参画する権利を有している

(武 2018)。さらに、学生は教育評価、成績や試験に関して疑義を発する権利を有しており、

大学の経営、運営方針、財政に関する文書にアクセスすることも認められている。また、大

学側も、各プログラムにおける教育環境の整備から大学の運営方針に至るまで、学生が参画

する機会を設けなければならない(武 2018)。内部質保証や外部質保証において、大学が学

生の視点を取り入れて教育改善に取り組んでいるのかが評価されるのである。なお、スウェ

ーデンは学生代表が大学のガバナンス・レベル、全学レベル、学部・学科レベルに議決権を

有して参画している。そのため、スウェーデンの事例における内部質保証に参画する学生と

は、学生代表を意味する。

本章は、次のように構成する。まず 1にて、スウェーデンの大学における内部質保証への

学生参画の歴史について概説する。学生参画の歴史に関する理解を深めることで、なぜスウ

ェーデンの大学では各レベルにおける学生参画が可能なのか、その背景を把握することに

つながると考える。2 では、内部質保証において学生の視点を重視する背景として、「学生

の影響力」に焦点をおいて整理する。「学生の影響力」は、同国における内部質保証への学

生の視点を構築するうえで重要な観点だからである。さらに、同国における「学生の影響力」

に関する調査を通して明らかになった、学生のもつ大学教育への不満について概説する。3

では、現行の内部質保証における学生の視点及び学生参画について考察する。以上をふまえ

て、同国において学生参画が重視されている背景について考察し、日本において内部質保証

への学生参画を醸成させるための示唆について言及する。

 

1. スウェーデンの大学における内部質保証への学生参画の歴史

同国では 1477 年にウプサラ大学が北欧最初の大学として設立した。その後、1688 年にル

ンド大学が設立し、19 世紀以降に総合大学や単科大学が設立し全国に高等教育機関が拡大

した。ウプサラ大学が設立した当初は聖職者養成機関としての性格が強く、教育内容はドイ

ツにおけるものを模倣しており、教員不足や教育施設の不備があった。ウプサラ大学のある

ウプサラ市には、全国から学生が集まった。そうした中で、1663 年に学生同士の相互自助

組織であるウプサラ・ネーションが組織した。学生の増加にともない、ストックホルム・ネ

ーション、スコーネ・ネーションなど、ネーションもまた拡大した。当時は、学生が出身す

るネーションに加盟することになっていた。ネーションに加盟すると、学生間同士の交流を

目的とした集まりに参加したり、住居情報を入手したり、授業に関するアドバイスを上級生

から得ることができたりする。まさに、学生による、学生のための組織である。ネーション

から学生組合が派生し、1849 年にウプサラ大学学生組合が結成された。その後、各大学に

も学生組合が結成されるようになり、1921 年に学生組合の全国的な組織、SFS(Sveriges

Förenade Studentkårer:スウェーデン全国学生組合)が組織した。1940 年の時点で、SFS は

スウェーデンの政治にも参画していた。ルイーン(1990)によると、政府の立法案に対して公
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式なコメント、意見、改革案などを発表し、王立委員会における代表として参画していたと

いう(Ruin 1982=1990:368)。 

1968 年、スウェーデンにおいて学生運動が起こり、ストックホルム大学の前に学生が集

結し、ベトナム戦争に対する抗議を行った。国際的な問題への関心は国内の大学教育にも向

かい、一部の革新的な学生は、大学の教育や研究が商業的利益を受けていることに抗議し、

学生の履修科目を制限することを求めた(Ruin 1982=1990:370)。この学生運動は、大学の

管理運営における新しい形態を構築することにつながった 。1968 年に大学の管理運営の改

編が閣議決定され、学生をいかに大学の管理運営に取り入れるべきか、という議論がすすめ

られたのである(Proposition 1976)。その議論において、「教員、学生、職員間における新

しい協働運営形態実験(FNYS: Försöksverksamhet med nya samarbetsformer mellan lära

re、 studenter och övrig personal)(以下、「新しい協働運営形態実験」。)」が提案され、

学科長に集中していた大学の権限を、学科の教員、職員、学生の代表から成る委員会や学科

会議に委譲することが検討された(UbU1971:1-2)。FNYS は、学科委員会だけでなく、大学の

最高権限をもつ学長と大学評議会も対象となった(UbU1971:2-3)。学長選考委員会や大学評

議会にも、学生代表がメンバーとして加わり、すべての構成員が平等な権利と選出権を有し

ていた(UbU1971:1-2)。さらに、政府はカリキュラム作業委員会(UKAS:Universitetskansle

rsӓ mbets Arbetsgrupp för fasta Studiegångar)にも学生が参画する権限を認めた。学生

を UKAS に参画させることで、大学の教育研究が商業的利益を受けているという学生の抗議

を鎮静化することが背景にあったといわれている(Burman and Landahl 2020)。ルイーン(1

990)によると、大学が反対勢力としての学生を内部に取り入れて新しい構成員として認め

ることは、同国の政治文化に類似した手法であった(Ruin 1982=1990)。大学、教員、学生が

それぞれに権限を有し、密接な関係のもと大学教育の管理運営に携わる関係性は、同国の

「参加民主主義」のモデルとしても有効的だと考えられた(Ruin 1982=1990)。一方で、この

ような関係性を支持しない派閥も存在し、学生が入ることで大学管理運営が円滑に進まな

いこと、大学の教育研究機能が低下することなどが主張された(Ruin 1982=1990)。

1968 年からの「新しい協働運営形態実験」に関する議論は、その後の 1977 年の高等教育

改革において実行された(Premfors and Östergern 1978)。1977 年の高等教育改革を契機

に、高等教育法(Högskolelag 1977:218)と高等教育法を補完する高等教育規則

(Högskoleförordningen 1977:263)が制定された。高等教育法の制定に向けて中央集権化し

ていた権限をいかに大学へと委譲するべきか、学生をいかに管理運営の中に取り入れるべ

きか、という議論が蓄積されてきたのである(Proposition 1976/77:59)。こうした議論に加

えて、同国ではすでに全国的な学生組合が結成されていたこと、学生運動を通じて反対勢力

としての学生を大学の管理運営内に取り入れるという政治的手法などが交錯して、同国に

 後に、高等教育法第 2 条において「学生はコースやプログラム、学生に関する決定や制度が

整えられる際、自身の意見を発言する権利が与えられる」（Högskolelag1977:218）と規定され

た。

— 86 —



おける内部質保証への学生参画の基礎が固められてきた。学生が大学マネジメントに加わ

ることに一部の教員は反対したものの、1977 年の高等教育改革において、正式に学生は大

学の教育改善におけるパートナーとなった。

1993 年に行われた二度目の高等教育改革では、大学に教育内容やカリキュラムの詳細を

決定する権限が与えられ、高等教育法(Högskolelag 1992:1434)もまた改定された。各大学

は独自の教育カリキュラムを設定する自由が認可されたと同時に、大学間の競争の促進に

よる教育研究の発展、政府主導による教育研究に係る資源配分の効率化が進められた(武

2022：2-3)。2007 年にはボローニャ・プロセスに加盟し、欧州域内における大学間の交流

や協力の促進、大学の国際的競争力の強化などを目指している。スウェーデンでは、ボロー

ニャ・プロセスが進める新自由主義大学改革の流れにのって、教育の質保証枠組に基づく教

育評価が制度化されている(武 2022)。国家質保証枠組の構築には、SFS も参画しており、外

部質保証、内部質保証において学生は重要な役割として位置づけられている。

2. 「学生の影響力」とは

上述の通り、1977 年に改訂された高等教育法において、学生が大学マネジメントに参画

する権利を有することが提示された(Högskolelag 1977: 218)。当時、学生は学生組合への

加盟が強制であり、内部質保証に参画する学生も学生組合から選出されていた。しかし、2

010 年に学生組合への強制加盟が廃止になり任意になったことで、学生の意見が軽視され、

学生の民主主義(Student Democracy)の形骸化が危惧された(Burman 2012)。学生組合への

強制加盟が廃止された後、高等教育庁(UKÄ: Universitetskanslersämbetet)は学生の影響

力を重視した内部質保証を掲げた(Universitetskanslersämbetet 2017)。2017 年から運用

された内部質保証において学生の視点を重視することを掲げている。その背景となったの

が、学生の影響力を重視した内部質保証のあり方に関する報告書である(Utbildningsdepar

tementet 1998)。学生は、大学教育の改善に影響力を及ぼすことができる、という主旨のも

のであり、学生の視点を確保した内部質保証を大学が実施しなければならない。これは、学

生が単に委員会に出席する「だけ」や、アンケートに答える「だけ」ではなく、実際に学生

の視点を取り入れて学生とともに教育の改善を目指そうとするものである。

1997 年、教育大臣の委託により、大学のガバナンス・レベル、全学レベル、学部・学科レ

ベルの委員会における学生の影響力を調査し、評価する作業部会が設置された

(Utbildningsdepartementet 1998)。この作業部会では、大学及び大学院の意思決定機関と

そこに至るまでの準備機関における学生の影響力と、教育の計画と実施における学生の影

響力に関する調査が実施された。同作業部会に対して、大学、学生組合から書面にて意見を

提出することが認められた。

作業部会の調査報告書によると、学生は全体的に大学に対して不満を有していることが

明らかにされ、このことが、大学教育の改善に支障をきたしていると指摘された

(Utbildningsdepartementet 1998)。学生は、教員が学生の意見や提案を受け入れないこと
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に対して不満を感じており、学生の存在を軽視していると感じていることが明記された。同

報告書では、学生が協働者及び共同責任者としての役割をもつことを重視している。つまり、

単なる受け身の学習者や消費者としての学生ではなく、大学教育の計画に参画し、大学教育

の改善を目指す役割を担っているという(Utbildningsdepartementet 1998)。学生が自身の

影響力を自覚して、大学教育の改善に貢献することの副次的な効果として、学生の学習成果

を高めることができること、将来の就労に役立てられることを指摘し、学生参画が大学と学

生との双方にとって効果があると主張した(Utbildningsdepartementet 1998)。

学生の影響力は、「学生として、大学教育に影響を行使できる権利」として、教育の質向

上に教職員と連帯責任のもと内部質保証に参画することを指している(UKÄ2020)。学生の影

響力を行使するための方法として、直接的及び間接的なものがある。間接的な方法とは、授

業評価を行うことである。直接的な方法とは、学生代表としてガバナンス・レベル、全学レ

ベル、学部・学科レベルの委員会に参画する、教職員や学長に対して意見を伝える、という

方法である。高等教育法では、大学は教育の改善のために学生が積極的に参加できる機会を

創出することを明記しており、学生の経験や知識を教育改善のために活かすことを定めて

いる(Högskolelag 1992:1434)。また、学生は、大学教育の質保証、改善にとって重要なパ

ートナーと認められ、大学の運営、経営、財政、教育などあらゆる事項に関する決定プロセ

スに参画する権利を有する(Högskolelag 1992:1434)。 

直接的に内部質保証に参画する学生は、学生代表として選出される(Högskolelag 

1992:1434)。学生代表が参画する委員会を決定するのは、学生組合の役割である。例えばウ

プサラ大学の場合、学生組合は、内部質保証に関する会議の情報をホームページに掲載し、

学生代表を募る。ガバナンス・レベル、全学レベル、学部・学科レベルまで、カリキュラム

や教務関係などの多様な会議の情報が掲載されている。応募者の中から、委員会に参画する

学生代表を学生組合が配置する流れになっている。応募者や適任者が不在の場合は、学生代

表のプールから選定することもある。学生代表が学内の会議に出席する際には、報酬が支給

される(Högskoleförordningen 1993:100) 。報酬の支給により、会議に出席することへの責

任感を高めるためである。

 

3. 現行の内部質保証における学生の視点

高等教育機関における質保証は、高等教育法、高等教育規則及び ESG に則って、質保証の

規定、教育課程において期待される学習成果に則っていることが求められている。図 1、図

2は、現行の質保証枠組の概念図である。質保証枠組は、内部質保証、アクレディテーショ

ン、プログラム評価、テーマ別評価の評価項目で構築されており、「管理と組織化」、「環境、

資源、領域」、「教育計画、教授／学習とアウトカム」の三領域で構成されている(図 1)。「管

理と組織」では、大学がいかに内部質保証の制度を構築しているのか、内部質保証がいかに

大学の教育目標と教育政策に関連しているのかを評価する。「環境、資源、領域」とは、大

学で提供される教育環境のことを指しており、大学が学生の学習や教育が提供される環境
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をいかに確認し、評価し、改善しているのかを審査する。「計画、教育／学習とアウトカム」

では、大学が高い教育の質を確保するために、自身の教育をいかに確認し、評価し、改善し

ているのかが評価の視点となる。これらの評価に関する領域において重視されるのが、「学

生の視点」、「労働者の視点」、「ジェンダー平等の視点」である(UKÄ2016)(図 2)。学生は、大

学の教育に影響を与える権利が高等教育法において認められており、評価の視点で重要な

ファクターになることが期待されている(UKÄ2016)。学生の視点とは、大学はいかに学生が

教育に影響を与えられるような状況を整備しているのか、ということを意味している。つま

り、学生が大学の教育に対する意見を集約する方法をどのように実施しているのかという

ことである。労働者の視点は、大学は学生が労働生活に準備できるような実用的なプログラ

ムを提供しているのかを重視している。ジェンダー平等の視点とは、教育の内容、計画、実

施においてジェンダー平等に配慮しているかを指している。

図 1．現行の質保証枠組

出典：UKÄ2016, p.18

図 2．質保証枠組において重視する視点

 

出典：UKÄ2016, p.21

これらの三領域と三つの視点を基準として、内部質保証、アクレディテーション、プログ
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ラム評価、テーマ別評価が行われる。

質保証枠組の特徴は、学生の視点が評価される点である(武 2018)。学生の視点として重

視されているのが、学生へのフィードバックである。教育の改善と質保証のために、評価結

果を学生に報告し、学生と教員が協働で学生の学習について分析を行い、いかに学生の教育

の質を高めることができるのかを議論することを目指している(武 2018)。つまり、評価へ

の学生の参画を高めるために、単に評価結果を学生に返すだけでなく分析の過程において

も学生参画を促し、参画の意義を高めようとしているのである(武 2018)。その証左として、

評価の過程には「学生意見書」の提出が評価の一部となっている。「学生意見書」というの

は、大学に属する学生組合が代表して大学の教育評価に関わるというものである。大学内に

複数の学生組合がある場合は、組合が協働して評価書を作成しなければならない。「学生意

見書」には、評価項目が記され、各項目について学生組合が大学の状況を評価しなければな

らない 。

 

おわりに

欧州諸国においてもとりわけスウェーデンの内部質保証への学生参画は、大学ガバナン

スにも学生が議決権を有して参画しているという点で、先進的である。そのような学生参画

のあり方がなぜ可能なのか。その背景には、学生運動を契機として、反対勢力としての学生

を大学内部に取り入れて構成員とする「参加民主主義モデル」がある。この参加民主主義モ

デルを実現することが社会的にも目指されており、大学でも合意形成のあり方として導入

された。さらに、1977 年の高等教育改革で大学運営において学生参画を実行するまでに、

新しい協働運営形態実験を通した検討と議論が蓄積されてきたのである。上述の通り、学生

が大学内部に入ることには一部の教員による批判があり、現在もなぜ学生が大学のガバナ

ンスや内部質保証に参画するのかという不満をもつ教員も存在する 。それでもなお、大学

の各レベルにおける学生参画を可能としているのは、学生参画の実現に向けた度重なる議

論と、学生を含めた多様な視点によって合意形成を目指す「参加民主主義」を尊重している

からだといえる。

同国の学生参画のあり方はこのような経緯によって構築されたため、社会的、歴史的状況

がスウェーデンのそれらと異なる日本や他国が模倣する、もしくは移植することは容易な

ことではないし、短絡的である。また、それを目指すべき方向として掲げることにも、新た

な議論が必要であろう。ただし、先進的な事例のスウェーデンから日本が学べることとして、

次の 3点がある。第 1に、学生参画の文化は、短期間で構築できるものではなく、各大学の

有する多様な学生参画の実態を把握し、それをより大学全体の教育改善へと結び付けるた

めにどのような発展が考えられるのかを継続することである。そのプロセスについて思案

し、実行することを繰り返し、時には失敗しながらも地道に築き上げていくことで、各大学

 学生意見書の詳細については、田中・武（2022）を参照されたい。

 2024 年 3 月 11 日に実施したインタビュー調査より。
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の有する学生参画の文化の構築につながると考えられる。第 2に、大学における教職学連携

のあり方を、各大学の文脈に即して発展させることである。スウェーデンでは、反対勢力と

しての学生を大学内部に取り入れることで、多様な意見からの合意形成につなげることを

会議のスタイルとしている。日本においても学生が内部質保証に参画することで、これまで

の会議の進め方、会議の構成員との関係性の構築において、新たな教職学の関係性の構築が

必要になってくるだろう。本調査研究で行った国内のアンケート調査からは、教務や評価を

担当する委員会に、発言権や議決権を有して学生が参加している大学もある。事例は極めて

少ないけれども、教育研究に関する重要事項を審議する大学ガバナンスにオブザーバーと

して学生が参画している大学もある。各大学の文脈に応じて、いかに学生との新たな関係性

を構築することができるのか。それを模索するために、学生とともに議論することが理想的

といえるであろう。第 3に、大学教育の改善には学生の参画が求められているという、学生

代表に対する期待を高め、学生代表の意欲を高めること(エンパワーメント)である。筆者が

スウェーデンの大学の教員、職員にインタビューを実施したところ、学生代表の不足が課題

としてあげられた 。そのための工夫として、大学教育の改善には学生の視点が必要である

ことを学生側に伝え、参画することへの勇気づけをしているという。学生代表をエンパワー

メントすることで、会議での発言を促すことにもつながり、大学に対しても好意的な印象を

もつという。学生の参画によって意見の多様化を目指すためにも、学生が発言しやすい状況

や学生側のモチベーションも重要になってくる。内部質保証に参画する学生の養成につい

て、どのような方法や制度、内容で実施するのかについても課題がでてくるだろう。他国や

他大学の状況を学びながら、各大学の状況にとって取り入れやすいことから着手すること

が肝要だと考えられる。

 

【付記】

本稿は、日本学術振興会科学研究費の助成(22J40100)を受けて執筆した以下の論稿に、加

筆修正を加えたものである。

武寛子(2024a)「スウェーデンの大学における学生の評価リテラシーとは何か―『学生の影

響力』行使のために―」日本高等教育学会編『高等教育研究』第 27集(近刊)。

武寛子(2024b)「スウェーデンにおける大学教育の内部質保証への学生参画―学生組合によ

る学生代表ハンドブックの分析－」日本比較教育学会編『比較教育学研究』第 69 号

(近刊)。

また、以下の論文にも加筆修正を行った。

武寛子(2020)「スウェーデンの大学における教育評価による質保証―授業評価のフィード

 2024 年 2 月 13 日～2024 年 5 月 25 日までに実施した、ウプサラ大学、ストックホルム大学、

ヨーテボリ大学への教員、職員へのインタビュー調査より。
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バックによる学生の視点を重視した内部質保証の考察―」『大学教育研究』神戸大学

大学教育推進機構、第 28号，pp.41-55。

田中正弘・武寛子(2022) 「学生が作成する評価報告書は質保証にどのような影響を与えてい

るか―スウェーデンとイギリスの『学生意見書』を参考に」『筑波大学教育学系論集』

筑波大学人間系教育学域、第 46 号、第 2号、pp. 1-16。
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第 3章 アジア地域の調査について

加藤 美晴(大学基準協会)

1. 概要

調査目的

アジア地域の質保証における学生参画の状況を調査するため、アンケート調査を実施し

た。

実施方法と調査対象

アジア地域の複数の質保証機関に電子メールで依頼した。依頼した機関は、本協会と協力

関係を結ぶ 7機関である。ウェブフォームを用い、回答を収集した。なお、ウェブフォーム

には、回答した機関の名称は報告書に掲載され、公開されることを明記した。

調査期間

2024 年 2月 7日～3月 22日

回答状況

依頼した 7機関のうち、以下の機関から回答を得た。

機関名称 所在地

Higher Education Evaluation and Accreditation Council of 

Taiwan (HEEACT)

台湾

Mongolian National Council for Education Accreditation 

(MNCEA)

モンゴル

Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) 台湾

VNUHCM Center for Education Accreditation(CEA VNUHCM) ベトナム

2. 結果

質保証活動における学生参画の方法や学生参画を巡る認識などについて質問した結果は、

質問順に以下のとおりである。

学生参画の状況

はじめに、調査対象機関及び同機関のある国の質保証における学生参画の状況について

尋ねた(施策状況を含む。)。回答からは、多様な場面での質保証における学生参画の取り組

みが確認できた。

まず、質保証機関における学生参画の状況として、モンゴルの Mongolian National 
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Council for Education Accreditation(MNCEA)では、評価活動において学生が評価チーム

に正式メンバーとして加わっている。また、台湾の Higher Education Evaluation and 

Accreditation Council of Taiwan(HEEACT)では、質保証の指標及びシステムを開発する際

に、フォーカスグループインタビューを行うほか諮問会議に学生の代表者に参加するよう

依頼している。

次に、施策状況について、台湾では、法令によって、重要事項に関する意思決定を行う大

学内の組織に学生代表を含めることが求められているとの回答があった。また、学生生活や

カリキュラムの設計などについて審議する際に学生の代表を参加させることが求められて

いるとのことである(Taiwan Assessment and Evaluation Association(TWAEA),HEEACT)。

学生参画の必要性及び可能性

学生を内部質保証または外部質保証に参画させる必要性や可能性の認識を尋ねた。

TWAEA は、内部質保証及び外部質保証のそれぞれについて、必要性と可能性の認識を示し

た。内部質保証に関しては、例えば、教育を学生の期待や要求に沿うものにすることができ

るとしている。外部質保証に関しては、評価者がより深い示唆を得られること、教育機関の

活動がその目的に適合しているかということや、学生のニーズを満たしているかを判断す

る手助けとなるなど、学生参画が評価活動の充実に貢献しているとの認識が示された。

また、大学における内部質保証と質保証機関における外部質保証とを問わず、そもそも学

生はステークホルダーとして質保証活動に参加すべきであるとの認識が複数の機関から示

された。具体的にいえば、MNCEA からは、「MNCEA が評価プロセスに学生を参加させることを

決定したのは、教育の質保証に学生が有意義に関与できるようにするという決意の証であ

る。」とあり、また、TWAEA 及び HEEACT からも同様の意見が示された。学生を評価における

重要なステークホルダーとして認識していることが読み取れる。

外部質保証における学生の参画

回答したすべての機関において、外部質保証に何らかの形で学生を参画させていること

が確認できた。その詳細を尋ねた結果、以下の状況が把握できた。

(1)動機

質保証機関が外部質保証活動において学生を参画させるようになったきっかけについて、

回答においては、学生の観点やニーズを評価において考慮することが必要であるという認

識が複数の機関から示された(HEEACT、MNCEA、TWAEA)。その背景となる考え方については、

例えば学生を教育における重要なステークホルダーと捉えていること(TWAEA)や、学習者中

心の教育の考え(HEEACT)があった。

そのほか、国内の施策が影響を与えている状況も読み取れた。すなわち、VNUHCM Center 

for Education Accreditation(CEA VNUHCM)では、政府の通達によって、外部質保証活動に
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おいて学生を参画させることが要求されている。また、後述するようにモンゴルでは政府の

決議によって、評価チームを、学生を含む多様なステークホルダーで構成することが要請さ

れている。ただし、政府がこうした要請を行っている背景については、回答からは確認でき

なかった。

(2)実施方法

質保証機関の活動における学生参画の方法について、以下のとおり確認できた。

・評価プロセスにおいて学生に対するアンケートを実施(TWAEA)。

・実地調査における学生へのインタビューを実施(TWAEA、CEA VNUHCM、HEEACT)。

・質保証の指標や仕組みの開発の際にフォーカスグループに参加することを学生に依頼

(HEEACT) 。

・評価プロセスに学生がオブザーバーとして参加(2022 年度からの試行的実践)(HEEACT)。

・学生が評価チームに正規メンバーとして参加(MNCEA)。

ここから分かるのは、まず、複数の機関において実地調査時に学生へのインタビューが実

施されていることである。また、学生を評価チームの正規メンバーとして関わらせるほか、

質保証の仕組みの開発の際に学生から意見を聴取していることも分かる。さらに、試行的な

取り組みとして、2022 年より、評価プロセスに学生がオブザーバーとして参加している

HEEACT では、これを将来的に学生が評価者として参画するための発展的アプローチとして

位置付けている。このように、直接的に質保証機関の活動に学生を参画させようとする取り

組みが見られた。

(3)法的根拠

外部質保証活動における学生参画の取り組みの法令の根拠について、TWAEA 及び HEEACT

からの回答からは、直接的にこれを要求する法令や政府からの要請は認められなかった一

方で他の 2機関の回答からは、法令または公的文書による要請が確認できた。すなわち、評

価チームに学生を正規メンバーとして参画させている MNCEA においては、教育省の 2014 年

の決議において、評価チームは学生を含む様々なステークホルダーの代表から構成される

べきこととされている。また、実地調査における学生へのインタビューを実施している CEA 

VNUHCM は、それが教育訓練省の通達で要求されている。

(4)学生の責任の範囲

外部質保証活動において参画する学生の責任について、学生が評価チームに正規メンバ

ーとして参加している MNCEA の回答からは、学生が評価チームでどのような役割を果たす

かは確認できなかった。また、実地調査における学生へのインタビュー及びアンケートの実

施に際して、学生が評価プロセスに対して直接的な責任を負うことは確認できなかった

(TWAEA、HEEACT、CEA VNUHCM)。
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なお、HEEACT では、前述したように学生をオブザーバーとして関与させているが、上記

と同様に評価プロセスに対して直接的な責任を負わせることはない。

(5)リクルート

外部質保証活動に参画する学生を募る方法について、MNCEA では、評価者として参画する

学生を、個々の大学の学生組合を通じて推薦者を募っている。また、試行的に学生を評価プ

ロセスにオブザーバーとして参加させている HEEACT では、同機関の非常勤のリサーチフェ

ローから学生の推薦を受けており、今後は他の機関などと協働したり協定を結ぶことを検

討している。

実地調査において学生へインタビューを実施している TWAEA と CEA VNUHCM は、大学が提

供したリストに沿って対象の学生が選定される。

(6)対価や特典

外部質保証活動に参画する学生に対価を支払っているか、または何らかの特典を与えて

いるかを尋ねた。MNCEA 及び HEEACT のいずれも、評価者またはオブザーバーの学生に対価

を支払っている。一方、実地調査において学生へインタビューを実施している TWAEA と CEA 

VNUHCM では、いずれも学生に対する対価の支払い等は行われていない。

(7)学生の研修

外部質保証活動に参画する学生に対する研修について、MNCEA では四半期ごとに実施する

研修で、学生を含む評価者に評価で必要な技術や知識を修得させている。また、HEEACT で

は、オブザーバーとして参加する学生に対して、研修及び実地調査前のミーティングに出席

することを求めている。ただし、この研修及びミーティングが、オブザーバーを対象とした

ものであるのか、評価者である教職員を本来対象としたものであるのかは不明である。

学生参画の影響

質保証における学生参画の効果について肯定的、否定的の両面にわたって尋ねた。その際、

単に質保証機関に対することだけでなく、学生に対することについても、回答するよう求め

た。回答からは質保証機関にとってのメリットとして「学生がユニークな観点を提供してく

れる」(MNCEA)、「参画する学生がスポークスパーソンのような役割を働いてくれるので、質

保証機関が、彼らのニーズや関心をより理解するのに役立つ」(MNCEA)、「学生は彼らの視点

から多様で意味のある意見を提供してくれる」(HEEACT)というように、学生が質保証機関の

活動を効果的にするための情報や観点を提供してくれるという認識が読み取れる。また、説

明責任の向上に資するとの回答もあった(TWAEA)。学生にとってのメリットとしては、学生

自身の質保証の認識を変えることができるとの回答があった(HEEACT)。

一方で、デメリットとして、学生の学業との両立が挙げられた(MNCEA、TWAEA)。特に、学
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生を評価者として参画させている MNCEA では、実際に複数の学生が学業との両立に困難を

抱える状況を観察している。

課題

学生の参加に関して何か課題に直面しているか、また、さらなる発展のために取り組むべ

き課題はあるか尋ねた。課題として、学生を評価者またはオブザーバーとして参加させてい

る MNCEA 及び HEEACT からは、必要な能力を有する学生の確保が挙げられた。また、HEEACT

は、多くの人々が、学生が十分に成熟しているか疑問を持っている可能性を課題として挙げ

ている。

さらに、学生のモチベーションや関心の低さが課題として挙げられており、それを踏まえ

て取り組むべきこととして、学生の能力開発が挙げられた(TWAEA、HEEACT)。学生がオブザ

ーバーとして参画している HEEACT からは、学生への単位認定や公休の付与がモチベーショ

ンの向上の方策の例として挙げられた。

3. まとめ

最後に、質保証機関の活動における学生参画に関し、アンケート調査から得られた情報の

整理を行い、示唆をまとめたい。

回答の整理

(1)質保証機関の活動における学生参画の形態

複数の質保証機関において実地調査時に学生へのインタビューが実施されている。また、

学生が評価チームの正式メンバーとして参画するほか、質保証の指標やメカニズムを企画

する際に学生の意見を聴取するなど、質保証機関の活動に学生を直接的に参画させている

事例もみられる。さらに、これまで学生を評価プロセスに直接的に関与させてこなかった機

関においても、将来的には学生を評価チームに参画させるべく段階的な取り組みを実施し

ていることが分かった。このように、アジア地域においても、学生を教育の主要なステーク

ホルダーとして、外部質保証活動に直接的に関与させようとする取り組みが展開されてい

ることは注目に値する。

(2)学生参画に取り組む動機

質保証機関が実施している学生参画の取り組みが、法令や公的な文書に直接的な根拠を

置くケースがあった一方、直接的な根拠がなく、質保証機関が独自に実施しているケースも

あった。また、法令等に根拠がある場合も、国際的な質保証の動向や国内の施策のほか、い

わゆる学習者中心の教育に代表される教育のパラダイムシフトなどの影響も確認された。

質保証機関による学生参画の促進には、法令や政府の要請が大きく影響を与えていること

は容易に想定できるが、そのほかにもさまざまな要因が関係していることがわかる。
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また、回答したすべての質保証機関が、評価プロセスにおける学生参画の必要性や実質的

なメリットを見出していた。例えば、「学生がユニークな観点を提供してくれる」(MNCEA)や、

「教育機関の活動がその目的に適合しているかということや、学生のニーズを満たしてい

るかを判断する手助けとなる」(TWAEA)など、評価の判断に資する情報や観点を提供してく

れる存在として学生が期待されている。さらに、複数の質保証機関が、学生が教育のステー

クホルダーとして評価プロセスに関与すること自体に意義を見出していた。

回答から見出される示唆 評価プロセスにおける学生参画を中心に

回答からは、質保証機関の活動への学生参画は、評価プロセスにおけるものが多いと判明

したが、質保証機関が評価システムや基準の策定、質保証機関の意思決定に学生を参画させ

ているケースもあった。

そして、回答からは 4 機関中 3 つの機関において、実地調査における学生へのインタビ

ューが行われていることが確認できた一方、評価プロセスにその一員として直接参画させ

る取り組みを実施しているのは MNCEA の 1 機関のみであった。また、HEEACT では、現在は

オブザーバーとして参画させており、将来的には評価者として参画させる計画であるとい

うことであった。こうした状況は、もちろん、学生の位置づけに関する各質保証機関の考え

方も影響している可能性もあるが、導入のハードルの高さが主な理由であることも容易に

想像できる。実際に回答からは、評価プロセスに質保証機関の一員として直接参画させるた

めに整備すべき仕組みや解決すべき課題が多いことがわかる。そこで、MNCEA 及び HEEACT

の回答を主に用い、これらについて整理したい。なお、外部質保証活動における学生参画に

は多様な形態が想定されるが(Eurydice (2020), The European Higher Education Area in 

2020 Bologna Process Implementation Report, : pp.74-75)、今回は上記の形態に焦点を

当てる。

第一に、評価プロセスに参画する学生を確保するための仕組みである。アンケート調査の

回答からは、学生団体からの推薦を募っているほか、関係機関と締結を結ぶことを検討して

いる状況が確認できた。学生を持続的に確保するため、外部の団体や機関との協力関係を結

ぶことが現実的な選択肢の一つとなるだろう。

第二に、責任や権限の範囲である。今回の調査では、学生が評価者として意思決定に直接

関与していると思われる事例(MNCEA)や学生がオブザーバーとして参画している事例

(HEEACT)を確認することができた。このほかにも、学生に発言権のみを認めるなどの選択肢

も考えられるので、責任や権限の範囲を明確にする必要がある。

第三に、学生への報酬の支給やその他のインセンティブの付与である。これは、後述する

学生の関心やモチベーションを高めるためにも重要であるが、具体的にどのようなインセ

ンティブ等を付与するかは、上で述べた責任や権限の範囲からも規定されることになるだ

ろう。
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第四に、学生への研修の実施である。学生を評価者として関与させている MNCEA では、学

生に対する研修を行っている。評価プロセスにおける学生参画を実効的なものとするため

には、学生に対する効果的な研修をする必要がある。

第五に、必要な能力を有する学生の確保である。MNCEA 及び HEEACT のいずれも、これを

課題として挙げていた。質保証機関は、どのような知識や能力を有する学生を求めているか

を明確にすることが重要である。また、質保証活動への関心や参加へのモチベーションを高

めることは、学生を確保することにつながるだろう。さらに、各大学における内部質保証活

動や大学運営への学生参画の取り組みが促進されることは、評価プロセスにおいて参画す

る学生の確保や必要な知識や能力を有する学生の確保のための下地となるだろう。

第六に、学生の関心やモチベーションを高めることである。このような認識は、学生を評

価プロセスに質保証機関の一員として直接参画させていない TWAEA の回答からも得られた。

すなわち、これが評価プロセスに学生をより直接的に参画させるための大きなハードルと

なっている可能性もある。活動の意義を学生に伝えたり、学生が活動を通じて教育効果を得

られるように制度設計をすることなどが重要である。

なお、いずれも、人的資源や財源を必要とするものである。様々な要因を考慮しながら、

実現可能な方策を探ることが必要である。

第七に、学生の学業との両立のための支援である。MNCEA では、実際に学業と評価活動の

両立に困難を抱える学生を観察している。学業との両立のための学生への支援を行うほか、

業務の範囲を明確にすることが重要である。
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第 4章 オーストラリア、ニュージーランドにおける学生参画について

堀井 祐介(大阪大学)

本章では、オーストラリア及びニュージーランドにおける高等教育質保証への学生参画

制度について紹介する。なお、以下は Web サイト上の情報に限定した調査であることを申し

添えておく。

1. オーストラリアにおける高等教育質保証枠組概要及び学生参画

オーストラリアにおける高等教育質保証は、オーストラリア高等教育質・基準機構

(Tertiary Education Quality and Standards Agency, TEQSA) が担っている。オーストラ

リアでは後期中等教育以降の高等教育(Higher Education)と職業訓練教育(Vocational 

Education and Training, VET)を合わせたものを第三段階教育(Tertiary Education)と呼

んでいる。TEQSA は TEQSA 法(Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011, 

TEQSA Act) に根拠を持つ独立行政機関であり、その目的は、多様性、革新性、卓越性を支

援する質保証活動へのバランスのよい、リスクを考慮した取り組みを通して、学生の利益及

びオーストラリア高等教育セクターの評判を守ることである。TEQSA は、高等教育機関の登

録、高等教育課程の適格認定(アクレディテーション)、質保証、高等教育に関する基準の普

及とその遂行をその業務としている 。

TEQSA 法では、先ず、(概要)において「質保証枠組は、高等教育基準委員会の助言に基づ

き大臣が定める一連の基準で構成される」とし、その高等教育基準委員会については、第 9

部 高等教育基準委員会 第 1目 設置と機能 第 167 条 (構成)の(2) (b)において「委

員会委員を任命するにあたり、大臣は以下の利益を考慮しなければならない：(ⅰ)州及び準

州、(ⅱ)高等教育を受けている、または、受けようとしている学生、(ⅲ)高等教育提供機関

の職員」と定められている。この規定を受けて、現在の高等教育基準委員会委員には、オー

ストラリア学生団体連合会(National Union of Students) の会長が含まれている 。

また TEQSA 法第 5 部第 1 目第 58 条において、オーストラリア高等教育基準枠組(the 

 the Tertiary Education Quality and Standards Agency, TEQSA

https://www.teqsa.gov.au/

 Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011, TEQSA Act

https://www.legislation.gov.au/C2011A00073/2022-01-01/text

 NIAD 作成 「諸外国の高等教育分野における質保証システムの概要 オーストラリア 第 2

版（2015 年版）」

(https://www.niad.ac.jp/n_kokusai/info/australia/overview_og_j_ver2.pdf)及び TEQSA 

Web サイト(https://www.teqsa.gov.au/)より

 National Union of Students

https://nus.asn.au/

 https://www.education.gov.au/higher-education-standards-panel-hesp/higher-

education-standards-panel-membership#toc-ms-bailey-riley

https://www.teqsaconference.org.au/bailey-riley
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Higher Education Standards Framework)を構成するものとして閾値基準(the Threshold 

Standards)が設定されている 。この閾値基準のパート A高等教育基準(Part A: Standards 

for Higher Eduation) 第 5 章 機関の質保証(Institutional Quality Assurance)第 3 節

モニタリング、レビュー、改善(Monitoring, Review and Improvement)第 5項で「全ての学

生は、自らの教育体験についてのフィードバックを提供する機会を有し、学生のフィードバ

ックは教育機関のモニタリング、レビュー、改善活動に役立つ」、第 6章 ガバナンスと説

明責任(Governance and Accountability)第 1 節 機関としてのガバナンス(Corporate 

Governance) 第 4 項で「理事会は、言論の自由と学問の自由が維持・保護され、学生と教職

員が公平に扱われ、学生と教職員の幸福が促進され、学生による十分な情報に基づく意思決

定が支援される機関としての環境を開発・維持するための措置を講じる。また、学生は高等

教育提供機関の審議および意思決定プロセスに参加する機会を有する」、同じく第 4項で「理

事会は、言論の自由と学問の自由が維持・保護され、学生と教職員が公平に扱われ、学生と

教職員の幸福が促進され、学生による十分な情報に基づく意思決定が支援される機関とし

ての環境を開発・維持するための措置を講じる。また、学生は高等教育提供機関の審議およ

び意思決定プロセスに参加する機会を有する」、同第 3 節 学術面におけるガバナンス

(Academic Governance)第 3 項で「学生は学術面におけるガバナンスに参加する機会を有す

る」とあり、学生参画について規定されている。

このようにオーストラリアでは高等教育関連法において明確に、高等教育質保証組織の

理事会及び高等教育提供機関の意思決定プロセスに学生参画することが規定されている。

これらの規定を受けて、メルボルン大学(the University of Melbourne)では、統治機関

である評議会(University Council)メンバー に学生 1名が、シドニー大学(the University 

of Sydney)では、統治機関である評議会(Senate)メンバー に学部学生 1 名、大学院学生 1

名が、オーストラリア国立大学(the Australian National University)では、評議会

(Council)メンバー に学部学生 1名、大学院学生 1名が、大学の意思決定機関に参画してい

る。

2．ニュージーランドにおける高等教育質保証枠組概要及び学生参画

ニュージーランドでは、後期中等教育以降の高等教育と職業訓練教育を継続教育

 Higher Education Standards Framework (Threshold Standards) 2021

https://www.teqsa.gov.au/how-we-regulate/higher-education-standards-framework-2021

https://www.legislation.gov.au/F2021L00488/latest/text

 University Council

https://about.unimelb.edu.au/leadership/chancellor/university-council

 Our Senate Fellows

https://www.sydney.edu.au/about-us/governance-and-structure/governance/senate/our-

senate-fellows.html

 Council

https://www.anu.edu.au/about/governance/committees/council
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(further education)と呼び、この継続教育提供機関の一つとして大学が位置づけられてお

り、教育訓練法 2020(the Education and Training Act 2020) が幼児教育から継続教育ま

での根拠法となっている。教育訓練法 2020 の目的の一つに、提供される教育の質保証があ

げられている。同法第 4部に大学を含む継続教育(第三段階教育(Tertiary Education)と職

業訓練教育)についての規程が記されており、同法 253 条において、ニュージーランド資格

庁(the New Zealand Qualifications Authority, NZQA) が第三段階教育における質保証に

責任を持つと記されている。また同法 430 条以降に NZQA に関する規定が並び、資格枠組み

や評価や能力基準一覧を管理することが記されている。同法には明確な学生参画について

の記述はないが、学生保護の観点は強く打ち出されている。また、同法に基盤をおく組織と

して「Universities New Zealand 」があり、大学における学術プログラムの質保証と奨学

金の管理の法的権限を有している。Universities New Zealand における質保証は「大学学

術プログラム委員会(Committee on University Academic Programmes, CUAP) 」と「ニュ

ージーランド大学学術質保証機構(the Academic Quality Agency for New Zealand 

Universities, AQA) 」が担当している。CUAP が大学における学術プログラムの承認等に対

して直接の責任を負い、AQA は機関オーディット監査を通して大学の質向上を支援する仕組

みとなっている。CUAP にはニュージーランド学生組合連合代表がメンバーとして参加して

いることが CUAP 発行の質保証ハンドブック に明記されている。また、AQA の行っている機

関監査のガイドブック の 4.3 には、「監査委員会は通常、国際的な委員会委員、学生また

は新卒者、マオリの観点(可能ならば太平洋の観点)を有した委員からなる 5 名で構成され

る」と記されており、さらに 4.3.1 では「監査委員会には、学生または新卒者が委員となる。

この学生委員は、各種委員会、CUAP 等での学生代表としての経験を持つ学生の中から選出

される可能性がある。この学生を監査委員として育成するため AQA とニュージーランド学

生組合連合が共同で研修プログラムを作成している」と学生向け研修についても記されて

いる。

このような質保証機関、質保証活動への学生参画制度と並んで、ニュージーランドでは個

 the Education and Training Act 2020

https://www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0038/latest/LMS170676.html

 the New Zealand Qualifications Authority, NZQA

https://www2.nzqa.govt.nz/

 https://www.universitiesnz.ac.nz/

 https://www.universitiesnz.ac.nz/quality-assurance/programme-approval-and-

accreditation-cuap

 https://www.aqa.ac.nz/

 https://www.universitiesnz.ac.nz/sites/default/files/uni-

nz/documents/CUAP%20Handbook%202023.pdf p.11

 

https://www.aqa.ac.nz/sites/all/files/Guide%20to%20Cycle%206%20Academic%20Audit_June%

2021%20reprint.pdf
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別大学の評議会(Council)にも正式メンバーとして学生が参画している 。

以上、オーストラリアとニュージーランドの高等教育質保証における学生参画について

Web 上で確認出来る資料に基づき簡単に紹介した。質保証機関の質保証担当委員会及び大学

における意思決定機関である評議会等に学生が正式メンバーとして参画していることの根

拠として法的環境の整備があることが明らかとなった。

 The University of Auckland サイトより

Council members and term of office

https://www.auckland.ac.nz/en/about-us/about-the-university/the-

university/governance-and-committees/university-council.html#members

The University of Otago サイトより

University of Otago Council membership 2024

https://www.otago.ac.nz/council/membership/university-of-otago-council-membership
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全体のまとめ

堀井 祐介(大阪大学)

調査研究の趣旨

これまで述べられてきたように、本調査研究部会では、理論面、国内大学のアンケート調

査とインタビュー調査及び海外事例調査を通して、「質保証における学生参画のあり方」に

ついて検討してきた。学生参画には、外部評価の評価者として評価活動に学生を参画させる

場合と学内の内部質保証活動(ガバナンスを含む)に学生を参画させる場合の二通りがあり、

日本においては外部評価、大学内どちらにおいても十分実施されているとは言いがたい。そ

れどころか、学生参画自体の議論も十分行われてはいないと思われる。後でも述べるが、世

界的には欧州を中心に、大学の理事会、教授会、教務委員会等の公的会議体、外部評価とし

てのアクレディテーションの評価チーム、アクレディテーション機関の理事会などに学生

が学長、教授、評価の専門家等と対等の権限、立場で参加している例が見られる。これを先

進事例や将来的な世界標準と見るかどうかは別にして、このレベルまでの学生参画が実現

しているという事実は大きいと判断せざるを得ない。

一方で、学生参画はなぜ必要なのかという点から考えると、「学生を中心においた教育学

習活動がより重要とされているため」、「学生は高等教育における学習主体・当事者である」、

「学生は一番重要なステークホルダーである」、「学生は社会に対して質保証のエビデンス

となるいわゆるアウトカムを示せる存在である」、「学生は教育学習活動における一方の専

門家である」、だから、「学生自身が関わる教育学習活動の自己点検や内部質保証活動に関与

させるべき／すべきである」という考え方に行き着く。つまり、学生の学習環境や学生生活

環境を改善し、学生の学びを最大化し社会に送り出すためには、当事者である学生を参画さ

せることが必要かつ有効であるとの考え方である。このように考えると、欧州のような学生

参画の形態は理想的であるかもしれないが、日本の高等教育文化の文脈に照らすと、欧州型

が唯一の解であるとは、現段階では断言できない。

そこで、本調査研究部会では、現在の日本の高等教育における内部質保証を中心とした学

生参画の現状を調査し、日本版学生参画事例の形を提示し、学生参画を阻むボトルネックを

明らかにした上で、学生参画の意義を丁寧に示しながら、各高等教育機関が自ら学生参画に

取り組もうと考えるような形に持って行くことを目指した。そのため、本調査研究では、学

生参画の方法を、内部質保証活動としての学内での委員会委員等を含む各種活動への参画

や評価機関による外部質保証活動への参画、評価機関の自己点検活動・内部質保証活動への

参画などの直接的なものだけでなく、学内での授業評価アンケート、学生生活実態調査など

の各種学生向けアンケート、学生と教員、学部長、学長等との懇談会など学生の声を直接聞

く機会を設けるなどの間接的なものも含めて広く捉えることとした。また、学生参画が、教

育・学習・学生生活環境改善を目指す高等教育における質保証にどのような意味を持つのか、

学生参画は高等教育機関自身の活動をどう変えるのかという点だけでなく、参画すること
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で学生自身がどのように成長するのかも重要な視点として設定した。

報告書の具体的構成は、学生参画に関する理論面の検討、学生参画事例調査(国内大学に

対する学生参画に関するオンラインアンケート、国内大学へのオンラインインタビュー、海

外評価機関へのオンラインアンケート、オンラインインタビュー、書面調査)、全体のまと

め(事例調査、アンケートを踏まえてのボトルネック解消に向けての提案)となっている。

調査研究結果小括

理論面の検討では、昨今の高等教育政策、社会情勢などにおける「学生参画」の必要性を

確認するための問題設定から入り、日米欧での学生運動概観、欧州でのボローニャ・プロセ

ス、ESG での戦略を述べた後、学生の位置づけを、政治的主体、経済的主体(学生消費者主

義など)、学習主体(チューニングプロジェクトなど)、大学組織への位置づけなどの区分毎

に確認した。続いて、学生参画による「学生の学び」(学習プロセス、チューニングなど)、

学生参画による「大学の学び」(組織学習理論、質保証への学生参加・参画が必要な理由な

ど)について論じ、適切な学生参画が実現されれば、大学の組織学習に有効な(不完全ではな

く、歪曲化もされていない)フィードバックを提供することができると述べた上で、「学生が

『主体』として多様な生産に参画することによって「学生の学び」が生まれ、学習当事者で

ある学生の意見を公に検証する責任を果たすことによって「大学の学び」が生まれる」と結

論づけている。

アンケート調査では、1.内部質保証に参画している学生の主体はどのような組織か(学生

個人か、学生組織のメンバーか、など)、2.内部質保証に参画した結果、どのような教育改

善につながったのか、3.学生参画におけるボトルネックはなにか、の 3つのリサーチ・クエ

スチョンに基づく設問を設定し、統計的手法を活用し日本における学生参画実現の状況、課

題(ボトルネック)を明らかにした。本調査研究で学生参画と位置づけている各種活動の中

で、授業評価アンケートや学生実態調査アンケートなどの実施率は比較的高く、次いで、対

話や部活・サークル活動を通しての意見聴取がそれに続くが、授業評価の設計・分析や学位

プログラムの評価を学生と教職員が協働で行うことや学生意見書を作成するなどの例は非

常に低かった。一方で、学生の意見を取りまとめる役目を担う(学生の声としての)組織・グ

ループについては 8割弱の大学が有していると回答している。このように、学生の声を聴く

姿勢、仕組みは多くの大学で整備されており、主に大学レベルにおいて、学生組織は部活や

サークルなどの学生グループ間や、大学の教職員と学生との間の架け橋として機能してい

ることが確認できた。質保証に関してこれらの組織を実質的に活用している例は今後の日

本型学生参画の参考になるものと考えられる。これら実質的に活用している事例における

効果として、「教員や学生の授業への意欲が高まった」、「教職員と学生との連帯感が生まれ

た」、「教職員と学生の教育改善への関心が高まった」と回答する大学の割合が高く、学生参

画の効果が実感できているものと思われる。このような学生参画の効果が上がっている事

例を周知していくことも重要と考えられる。課題(ボトルネック)としては、大学執行部・教
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職員の関心の低さ、学生参画の参考モデルが提示されていないなど情報不足、国からの制度

面・財政面での支援の欠如、学生の意欲、能力が低いと考えられていることから生じる学生・

教職員間の信頼感の欠如が明らかとなった。これらのアンケート結果を踏まえると、一部重

複するが、学生の声・意見を実際にいかに教育改善に結びつけるのか、いかに教職員が協働

して教育改善を行うのかが課題であるとともに、学生参画がなぜ求められていて、なぜ重要

だと捉えられているのか、そもそもの学生参画の意義を広く共有する必要があると考えら

れる。

インタビュー調査では、「(1)学生参画の動機」「(2)学生参画でのメリット」 「(3)具体的な

成果」を踏まえ「(4)課題」について検討した。学生参画の動機としては、参画する学生自

身の目的は、おのおのの自己形成、キャリアのための能力開発や自己能力の向上など、様々

であるが、通常では経験することが難しい「場」に、あえて主体的に参加し、大学との協働

を体験し経験値を積みたい、という意識も働いていることが明らかになった。参画すると学

生自身の意識が変わってくることも明らかになったため、積極的な大学組織としての広報

も重要である。学生参画でのメリットとしては、資料作成、打ち合せなど学生同士及び教職

員との協働活動を通しての成長や学びを実感している学生も存在していることがあげられ

る。インタビュー調査対象が学生参画の実績のある大学やアンケート調査で学生参画の実

施が確認できた大学であるため当然かもしれないが、大学側が学生参画に期待した成果は

上がっていることが確認できており、一部の例では、研修の必要性も確認されているが、内

部質保証への学生参画に対する関心の低さと継続性が課題であることも明らかとなった。

これらインタビュー調査から明らかになった学生参画実現に向けた方策としては、a)学生

自身の学生参画への意識向上のための情報共有、b)質保証の参画学生の成長の視点からア

プローチ、c)参画学生の目線での学生参画のあり方、d)外部質保証への学生参画に関する大

学間連携の検討、e)学生参画の「場」創りに向けた教職学の協働の 5つがあげられた。

海外評価機関に関する調査では、米国の地域アクレディテーション機関に対するオンラ

インアンケート(1 機関のみ回答あり)及びオンラインインタビュー(回答のあった 1 機関に

対して)、欧州(スウェーデン)、オーストラリア及びニュージーランドにおける「学生参画」

事例の書面調査、そしてアジア地域の評価機関へのオンラインアンケート(4 機関から回答

あり)を実施した。

米国の 6 つの地域アクレディテーション機関の大学における内部質保証基準とガイドラ

インに対する書面調査を行い、いずれの機関も「意見を提供し参加する機会がある」にとど

まってはいるが、質保証への学生参画は全ての機関で行われているほか、アクレディテーシ

ョン ・プロセスへの学生参画は 3つの機関で意見調査やインタビューとして行われている。

アクレディテーション機関の運営への学生参画については、今回の調査の限りでは、確認で

きなかった。また、地域アクレディテーション機関へのアンケート調査からは、質保証プロ

セスへの学生の参加は、機関レベル、大学全体レベルで行われており推奨されてはいるが、

協会の意思決定機関に学生はいないことや、アクレディテーションの決定をする際に学生
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と協議するような正式なプロセスもないことが確認できた。米国での学生の質保証プロセ

スへの参加は長い歴史があり、学生は評価者として関与するわけではないが、大学が学生に

このプロセスについて教育を提供し、学生が評価基準を理解して参加できるようにするこ

とを重視しているとの回答であった。米国では、ボランティア精神が浸透していることもあ

り、参画学生に対する報酬はないとのことであった。アクレディテーション基準において、

定期的な内部・外部質保証審査だけではなく、アカデミック・プログラムのレビュー、共課

程活動(co-curricular activities)の提供による学生のリーダーシップや学内組織やガバ

ナンスへの参加機会の支援に言及していることは、日本にはない特徴であり、教育機関が自

己点検・評価報告書や認証評価に関連する報告書を作成する際の学生参加やキャンパス案

内など訪問チームとの交流、オープンミーティングへの参加を「奨励」することは、日本に

おいても比較的容易に導入できるのではないかとの印象を受けた。

スウェーデンでは、1977 年の高等教育改革以降、学生は大学の政策運営上のパートナー

として決定権をもつ役割を担っており、国レベル、機関レベルで高等教育政策に関与してき

ている。高等教育法第 1条第 4項においても、大学教育の政策運営は教員、職員、学生の三

者自治によって成立することが明記されており、学生は、大学の運営、経営、財政、教育な

どのあらゆる事項に関する決定プロセスに参画する権利を有している。さらに、学生は教育

評価、成績や試験に関して疑義を発する権利を有しており、大学の経営、運営方針、財政に

関する文書にアクセスすることも認められている。また、大学側も、各プログラムにおける

教育環境の整備から大学の運営方針に至るまで、学生が参画する機会を設けなければなら

ない。学生の影響力は、「学生として、大学教育に影響を行使できる権利」として、教育の

質向上に教職員と連帯責任のもと内部質保証に参画することを指しており、直接的に内部

質保証に参画する学生は、学生代表として選出されることなどが明らかとなった。

オーストラリア、ニュージーランドについて、Web 上での書面調査からは、両国の仕組み

は旧宗主国である英国の影響を受けつつ独自に発展しており、高等教育関連法において明

確に、高等教育質保証機関の理事会及び高等教育機関の意思決定プロセスに学生参画する

ことが規定されており、これらの規程を受けて、各大学で、学生(大学院生を含む)が大学の

意思決定機関に参画している。

アジア地域の質保証機関へのアンケート調査からは、実地調査における学生へのインタ

ビューだけでなく、学生が評価チームの正式メンバーとして参画するほか、質保証の指標や

メカニズムを企画する際に学生の意見を聴取するなど、質保証機関の活動に学生を直接的

に参画させている事例も確認できたほか、これまで学生を評価プロセスに直接的に関与さ

せてこなかった機関においても、将来的には学生を評価チームに参画させるべく段階的な

取り組みを実施していることが分かった。このように、アジア地域においても、学生を教育

の主要なステークホルダーとして、外部質保証活動にも直接的に関与させようとする取り

組みが展開されている。これらの取り組みは、法令や公的な文書に直接的な根拠を置く場合

とそうでない場合があり、世界的な高等教育の潮流である学習者中心の教育による影響も
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確認された。すべての質保証機関が、評価プロセスにおける学生参画の必要性や実質的なメ

リットを見出していたほか、複数の質保証機関が、学生が教育のステークホルダーとして評

価プロセスに関与すること自体に意義を見出していた。

まとめと提言

これらの調査研究の結果を踏まえて、先ず、わが国における学生参画の状況と目指すべき

方向性(内部質保証、外部質保証)、次に、内部質保証、外部質保証それぞれにおける学生参

画の大学にとっての意義及び学生にとっての意義、最後に、内部質保証、外部質保証への学

生参画について提言を行う。まとめにあたっては、本調査研究の趣旨でも述べている「我が

国の大学風土に適応した学生参画のあり方を探る」、「質保証活動への参加が学生自身にと

ってどのような意味を持つのか、学生の成長とはどのようにかかわるのかという面からも

考えていく」を考慮していることも付け加える。

はじめに、現状と方向性について述べる。現在の日本における学生参画は、基本的に組織

的な大学主導型(教職員主導型を含む)と学生の主体的な参画型に大別される。学生参画の

フィールドは多様であり、学生 FD踏襲型、ピアサポート型、ミドルレベルの内部質保証や

大学ガバナンスも含まれており、大学自身の学生参画への取り組み姿勢に大きく依存して

いる。アンケート結果からは、学生の声を聴く仕組みは多くの大学に備わっていることが、

また、インタビュー調査からは、大学毎に整備されている学生参画モデルの効果が確認され

ている。したがって、わが国高等教育の特色及び自大学の個性をよく見極めた上で、他大学

の事例も参考にしながら、自大学の「学生参画」に取り組むことが現段階での適切な方向性

と考えられる。さらに、学生の成長を伴う形で、より多くの学生参画による成果が結実し、

大学間連携も含めて連鎖反応的に発生する好循環のトリガーとして、学生参画が推進され

ることが肝要であると考える。形態は様々だとしても、学生参画により学生の学びにつなが

る学習環境、学生生活環境の改善がなされていることが一番重要である。ただし、学生参画

への取り組みが、執行部等の認識によっては、各大学等での内部質保証及び外部質保証の

「形骸化したエビデンス」として扱われる可能性も含んでおり、日本の大学における日本型

「学生参画」のあるべき姿や方向性をいかに明確にわかりやすく提示するかが求められる。

一方、日本の認証評価では、学生の意見が聴取される機会は、依然として実地調査でのイ

ンタビューにほぼ限定されている。しかし、学生参画は、大学にとっての内部質保証及び認

証評価等の外部質保証の両者において不可欠の要素であると認識し、まず大学は自大学の

理念・目的に沿って段階的に内部質保証に学生参画を導入すること、また、認証評価機関は

自ら定める評価基準に沿って評価する上で最適な評価方法を検討し、学生参画の位置づけ

を定め、評価活動への学生参画の導入を進めることが望ましい。このように進めることで、

内部質保証への学生参画の進捗が認証評価等の外部質保証における学生参画につながるも

のと思われる。繰り返しになるが、内部質保証、外部質保証、どちらにおいても、大学、認
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証評価機関それぞれが、その置かれている文脈にふさわしい形で、段階的に、背伸びしすぎ

ることなく継続性も考慮した上で、学生の学びに資する日本型「学生参画」の仕組みを導入

することが望ましい方向性であると考えられる。

次に、内部質保証への学生参画の大学にとっての意義としては、次のような点があげられ

る。学生参画は自大学の「学びの質」向上に効果的であるとの認識の上で、組織的に行われ

るべきであるが、わが国においては、伝統的な「教員目線」による学生参画の排除意識も根

強くあり、なかなか浸透していないことは周知の事実である。学生主体、学生・教職員、学

生・大学組織(執行部)の関係によって学生を見る立ち位置の違いはあるが、アンケート結果

や吸い上げられた意見を「単なる学生の意見」としてではなく、協働の立ち位置から組織的

に活用しつつ内部質保証の向上に繋げることができれば、大学として学生参画は十分意義

のあるものとなる。また、教職員の FD活動の一環として、学習における予想と結果のズレ

を部分的であれ経験している学習当事者である学生の経験を大学の「組織学習」に活用でき

る点も、内部質保証への学生参画の意義の一つである。さらに、大学という社会機能を備え

た組織の運営を基盤とする内部質保証活動に学生が参画し、自分たちの声が大なり小なり

改善、改革につながっていることを実感することは、将来、社会で様々な組織と関わりなが

ら自らのキャリアをデザインしていく学生の力となる可能性がある点も大学にとっての学

生参画の大きな意義となる。

一方、内部質保証への学生参画の学生にとっての意義としては、次のような点があげられ

る。インタビュー調査の結果等から、学生参画する学生自身の目的は、各々の自己形成、キ

ャリアのための能力開発や自己能力の向上等、様々であるが、通常では経験することが難し

い「場」に、あえて主体的に参加し、大学との協働を体験し経験値を積みたいという意識も

働いていることが確認できる。また、活動自体の準備段階での資料作成、教職員との打ち合

わせや学生同士の議論から得られるものは、社会人となるための学びも含んでおり、それを

学生はメリットとして感じている。「成功や失敗」体験をメリットと感じている参画学生も

おり、学生参画活動を通しての「学生の成長」は、やはり、教職員との協働では常に意識す

べき点である。参画学生にとっては、これらのメリットはあくまでも活動後の「副産物」で

あるが、「学生の成長」は学生自身も強く意識しており、この点は、やはり留意すべきであ

る。別の言い方をすれば、継続的な質保証プロセスでは、ガバナンスや学習プロセスの創造

に参加し、あるいは学習の自己制御を科目レベルで身につけることによって、意図された学

習成果を実現することが可能となり、間接的に質保証に貢献できる点や、定期的な「内部」

質保証審査に参加することによって、それに必要な概念的・手続的知識を身につけ、また、

この専門性を基礎に「対話的理性」を学生が獲得しうる点、すなわち「学生参画」が「学生

の成長」につながる点も内部質保証への学生参画における学生の意義と考えられる。今回、

社会的にも話題となった国立大学学費値上げの件についても、この学生参画の視点が大学

側にあれば、学生、大学双方のより建設的な対話につながっていたかもしれない。
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さらに、内部質保証への学生参画の認証評価機関にとっての意義としては、大学にとって

の意義、学生にとっての意義と重複する部分もあるが、内部質保証活動に一番大きなステー

クホルダーとしての学生が参画することで、内部質保証活動の実質的効果、実効性が高まる

点があげられる。学生主体の教育への転換が行われている大学教育においてその学生自身

の声が直接内部質保証活動に組み込まれていることは、その活動自体の信頼性が高まるだ

けでなく、大学の学生主体教育重視の姿勢を、学内、学外に向けて訴求する際に大きな利点

となる。また、学生参画が大学の諸活動の透明性向上、説明責任向上につながる可能性もあ

り、これらの点は、認証評価活動を進める上で重要であると考えられる。

続いて、外部質保証への学生参画の大学にとっての意義としては、次のような点があげら

れる。外部質保証は、「機関(プログラム)の質の審査・維持・向上のための機関間または機

関の上位にある制度」(大場,2009,p.178)である。この向上のための指摘に、大学が組織学

習によって応えることが必要である。向上を目指すための探究の次のフェーズに移るため

に組織はさらに変化しなければならない。その意味で、組織学習のループを、学生参画を含

めた、より大きな組織の括りで捉えることが特に重要であり、外部質保証は全ての高等教育

機関を含む制度の中での各機関(部局)の組織学習と捉えることができる。

また、外部質保証への学生参画の学生にとっての意義としては、定期的な「外部」質保証

のプロセスに参加することによって、それに必要な概念的・手続的知識を身につけうる。ま

た、この専門性を基礎に内部質保証への学生参画の意義と同様に 「対話的理性」を学生が獲

得しうる点があげられる。外部質保証においても、参画する学生の成長が重要である。

外部質保証への学生参画の認証評価機関にとっての意義は、評価活動に学生が参画する

ことで、教職員評価者とは異なる視点からの意見が出てくる可能性がある点、評価を受ける

大学が学生参画を意識して従来の学内委員会での用語ではなく、学生も理解できる形で評

価資料(自己点検・評価報告書を含む)を準備する点、学生まで含めた意味でのピアレビュー

が実施できる点などがあげられる。これらの点は、内部質保証でも述べたが、評価活動の透

明性、信頼性、説明責任の向上につながるものと考えられる。

これらの意義を踏まえて、内部質保証への学生参画実現に向けた提言としては以下の通

りである。

先ず、内部質保証への学生参画を実現させるための前提条件として、学生参画が内部質保

証及び外部質保証の向上に必要なものであることの組織内での共通認識が「ある程度」確立

されていることが重要である。この共通認識が確立されない限り、参画している学生自身も

組織的対応者(大学執行部を含む)も単なる徒労に終わってしまい、「我が国」としての特色

ある取り組みの確立は厳しいであろう。単に学生参画といっても国内での取り組みは、各大

学での歴史的背景、学生と教職員との協働の組織運営や特色を活かした独自の取り組みが

行われており、他大学の「グッド・プラクティス」の模倣型では、その実効性も必然的に乏
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しくなり、また、効果検証が厳しい面も発生する。自大学に寄り添った本当に必要な学生参

画の組織体制づくりへの指針の提示が肝要である。併せて、学生参画の継続性の観点からの

提案も必要であろう。

もちろん、学生自身の自主的な活動をできるだけ可視化し、多くの学生や教職員の協力を

得ながら大学の協働の一環として取り組むことが本来の姿である。大学自体の自己点検・評

価活動の周知や理解度は、学生参画を含めて第 4 期認証評価のみならず各大学の内部質保

証の観点からも重要である。また、すでに学生参画している学生にとっては、自身の活動自

体が大学としての自己点検・評価活動として認識されている点は、非常に心強い限りである。

ただし、いかにして、より多くの学生に学生参画への意識向上と「自分ごと」として意識改

革を実現させるかは、参画学生自身も苦慮している部分があり、早急な対応が必要である。

学生にとっての「負担感」が大きい「アンケート」調査ではあるが、今一度、身近な学生参

画の 1つであることを大学関係者には、十分に理解してもらうことも必要である。

継続的な質保証プロセスという点では、様々な形態のアクティブラーニングの導入を進

めることはもとより、教室内外での教員による相談・サポートの機会を充実させること、定

期的な内部質保証活動に多様な学生がその能力と希望に応じて参加できることが重要であ

る。さらに、大学側の情報を可能な限り学生と共有し、情報の非対称性を解消することも、

学生参画が実質的に機能しその定着にも貢献するものと考えられる。先に述べた学費値上

げの議論もこの情報の非対称性から大学、学生双方の理解のねじれを引き起こしているの

かもしれない。

これらのことに留意することで、アンケート調査結果で課題(ボトルネック)として挙げ

られていた、大学執行部・教職員の関心の低さ、国からの財政面・制度面での支援の欠如、

学生・教職員間の信頼感の欠如なども徐々に解決していくものと考えられる。

続いて、外部質保証への提言としては、以下の通りである。

日本の現状では、機関・プログラムレベルの外部質保証に、学生が評価者として参画して

いる例は存在しないと思われるが、「欧州高等教育圏における質保証の基準とガイドライン

(ESG)」では、評価チームに学生が参画していることは、2015 年度以降は必須の要件であり、

米国におけるアクレディテーションにおいても、外部評価の際に Student Opinion Survey

を実施し(HLC)、あるいは学生に大学に関する詳細な情報を Web を通じて提供する(WSCUC)

など、海外では外部質保証への学生参画は、多様な形態で進展しつつあることをしっかりと

認識すべきである。このような世界の潮流を捉えておかなければ、日本の仕組みはガラパゴ

ス化しているとの指摘が多くの分野でなされているのと同様に、日本の高等教育質保証が

世界から取り残される危険性があるということを認めることが重要である。もっとも、米国

では内部質保証あるいはもう少し幅広く Institutional Effectiveness への学生参画が浸

透し、効果を上げていることが、その前提にはある。したがって、高等教育の最大のステー

クホルダーである学生の参画がなぜ質保証につながるのかという共通理解を得ることを、
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我が国としてはまず目指すべきである。

そのためには、質保証への学生参画の意義が、教職員と学生に理解され、支持されるよう

に、幅広い層の教員と学生の見解について、公開研究会のような場で協議していく必要があ

るだろう。

一方で、本調査研究の趣旨でも述べている「我が国の大学風土に適応した学生参画のあり

方を探る」、「質保証活動への参加が学生自身にとってどのような意味を持つのか、学生の成

長とはどのようにかかわるのかという面からも考えていく」を考慮し、世界の流れを踏まえ

て、日本の高等教育文化における日本型「学生参画」を醸成していくためには、本調査研究

のような認証評価機関が実施している研究の内容、成果を、大学、文部科学省、卒業生の進

路としてステークホルダーである企業、社会全般などに広く発信し、学生参画の必要性、重

要性を継続して訴え続けることも求められるのではないだろうか。

次に、外部質保証を担う認証評価機関へのより具体的な提言としては、学生の学習と発達

を支援し、大学から仕事へのトランジションを支えるために、学生が単なるステークホルダ

ーとしてではなく、「学習プロセスの創造に積極的な役割を果たす」存在であると認識する

ことを奨励したい。また、なぜ組織は「失敗を繰り返す」のかを省察し、比較の対象となる

対立意見として学生の参画を求め、これを公に検証する建設的な環境を構築する必要性に

ついて共通の理解を得られるよう努めることも重要である。そのためには、本協会が第 4期

機関別認証評価で掲げている 「学生の評価を取り入れた評価」実現に向けた取り組みを具体

的に進めることが重要である。先ずは、実地調査における「学生インタビュー」とは別に本

協会が用意したウェブフォーム上で学生から意見を収集しその結果分析を認証評価活動に

取り入れることで評価を受ける大学等の関係者に「学生の声」を認証評価に組み込む効果を

示すことが求められる。これをきっかけとして第 4 期期間中に大学の学生参画への認識を

高めるとともに、大学と認証評価機関との間で学生参画に関する議論を進め、第 5期には認

証評価プロセスに学生参画が制度化されていることが望ましいと考えられる。この流れを

円滑に進めるためには、内部質保証への提言でも述べたが、情報公開、情報共有をより進め、

大学と学生との間の情報の非対称性を解消することも必要である。

以上、「学生参画」の意義及び実現に向けた提言を縷々述べてきたが、現実的な課題とし

ては、内部質保証及び外部質保証への「学生参画」に対する意識向上への継続的取り組みが

一番重要であると思われる。繰り返しになるが、執行部を含む大学関係者、学生、認証評価

機関関係者、文部科学省等の高等教育政策立案関係者、広くは日本社会全体に対して、大学

という社会的公器において、学生は消費者、お客様ではなく、単なる学習者でもなく、自ら

の所属する組織である大学の社会的地位向上につながる質保証活動の当事者であるという

こと、そのため、高等教育質保証において学生参画は必要であり、重要であるというメッセ

ージを発信し続けることが重要であると考えられる。また、学生参画を実現するにあたって

は、海外の先進事例だけでなく、我が国大学におけるこれまでの地道な活動も十分参考にな
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るものであることも踏まえながら、認証評価機関等が情報発信等で大学を支援していくこ

とが望まれる。

最後に、高等教育全体を見た場合、学生参画には、必要性があることは事実であるが、そ

れ以上に、学生参画により、学生、大学、評価機関それぞれの活動が活性化されること、ま

た、質保証の観点においても、学生、大学、評価機関相互の関係が「学生参画」という新た

な手法、「学生」という新たなリソースによる有機的な連携で質保証活動の可視化のレベル

を向上させ、質自体の向上につながるという内的自発的に取り組むことによる利点もある

ことを述べさせていただき本稿のまとめとしたい。

本調査研究に関する追加情報として、公益財団法人日本高等教育評価機構でも本調査研

究に先行する形で、2021 年度から 2022 年度にかけて「インドネシア、タイ、マレーシアの

職業教育訓練機関の質保証に関する調査研究」を行い、2022 年度から 2023 年度にかけて

「欧州における高等教育の質保証へのステークホルダー(特に学生)参画に関する調査研究」

を行い、これらの調査結果をまとめた「認証評価に関する調査研究 第 12号」を 2024 年 6

月末に発行している。特に後者の調査研究においては、近年その重要性が指摘されている学

生参画の実態を把握するため、英国とベルギーの国際機関、質保証機関及び教育機関に対し

てインタビュー調査を実施するとともに、参画する学生を対象としたアンケート調査を実

施している。

本調査研究の主査である堀井は上記「欧州における高等教育の質保証へのステークホル

ダー(特に学生)参画に関する調査研究」にも関わっていた。本調査研究を進めるにあたって、

本協会及び日本高等教育評価機構で情報共有を行って来たこともあり、本調査研究では欧

州全般及び英国の事例調査は重複するために行っていない。日本高等教育評価機構の報告

書をご覧いただきたい。また、両機関が連携して学生参画について調査を行う観点から日本

高等教育評価機構の伊藤常務理事に本調査研究にオブザーバーとして参加いただいたこと

を附記させていただく。
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＜資料１＞

職　名 氏　　名 所属大学 専門分野

部会長 堀 井 祐 介 大 阪 大 学
高等教育 、北欧神話 、
デ ン マ ー ク 語

調査研究員 川 上 忠 重 法 政 大 学 熱 工 学 、 燃 焼 工 学

〃 武 寛 子 愛 知 東 邦 大 学 ※ 比 較 教 育 学

〃 田 中 正 弘 筑 波 大 学 高等教育論、比較教育学

〃 鳥 居 朋 子 立 命 館 大 学
教育経営学、高等教育
カ リ キ ュ ラ ム 論

〃 山 田 勉 名 古 屋 市 立 大 学
大 学 教 育 学 、
質 保 証 ・ 大 学 評 価 論

（2024年9月1日時点）

質保証における学生参画のあり方に関する調査研究部会名簿

（任期：2023年4月1日～2024年9月30日）
※ 2024年3月31日までは名古屋大学

（日本学術振興会特別研究員）
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＜資料２＞

調査研究経過

日 実施内容

年

月 日 第 回部会 調査研究の方針・計画・方法等について検討

月 日 第 回部会
調査研究の関心事項・計画等について確認、ア

ンケート調査・インタビュー調査について検討

月 日 インタビュー調査 芝浦工業大学（教職員）

月 日 第 回部会
理論面についての検討、アンケート調査・イン

タビュー調査について検討

月 日 インタビュー調査 岡山大学（教職員）

月 日 インタビュー調査 龍谷大学（教職員）

月 日 インタビュー調査 北翔大学（教職員）

月 日 インタビュー調査 創価大学（教職員・学生）

月 日 インタビュー調査 北海道教育大学（教職員）

月 日 インタビュー調査 芝浦工業大学（学生）

月 日

～ 月 日
アンケート調査 国内大学

月 日

～ 月 日
アンケート調査 米国地域アクレディテーション団体

月 日 第 回部会 アンケート調査・インタビュー調査の分析

年

月 日 インタビュー調査 米国アクレディテーション団体

月 日 インタビュー調査 新見公立大学（教職員）

月 日

～ 月 日
アンケート調査 アジア地域アクレディテーション団体

月 日 インタビュー調査 東京女子医科大学（教職員）

月 日 インタビュー調査 仙台白百合女子大学（教職員・学生）

月 日 第 回部会 インタビュー調査の分析、報告書について検討

月 日 インタビュー調査 熊本大学（教職員）

月 日 インタビュー調査 東京女子医科大学（学生）

月 日 第 回部会 報告書執筆内容について検討

月 日 第 回部会 報告書執筆内容について検討
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内部質保証への学生参画のあり方に関するアンケート調査

実施要領

１．アンケート調査の実施目的

近年の国際的傾向として、大学の内部質保証において学生が重要な役割を担っている

との観点から、内部質保証システムに学生を参画させることが求められています。「質

保証における学生参画のあり方に関する調査研究部会」では、日本の大学における内部

質保証への学生参画の制度構築に関する研究をしており、今回、日本の大学における学

生参画の状況や取り組みを知るため、アンケート調査を実施することにいたしました。

つきましては、本アンケート調査へのご協力を是非お願い申し上げます。本アンケー

ト調査へご協力いただける場合は、各設問へご回答ください。

なお、本調査において「内部質保証」とは、大学教育における学生の学びを保証する

ための活動と広義に捉えております。また、内部質保証への「学生参画」について、学

生が関与する活動を広く捉えるために「参画」という言葉に統一し、間接的・直接的な

参加の意味も含めた形で「参画」の用語を使用していることを申し添えます。

２．アンケートの回答方法等

（１）ご協力いただくにあたって

本調査の対象は、全ての大学です。学士課程を想定してご回答ください。

本調査の回答にあたり、貴大学の教育改善もしくは教務関係の企画の部署及び評価対

応を担当している部署にてご検討いただければ幸甚です。

（２）回答方法

専用の回答フォームからご回答ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（３）回答期日

年 月 日（月）

３．アンケート調査の回答に関する取り扱い

アンケート調査によって得た情報は、本調査研究以外には用いず、下記４に記載する

大学基準協会の担当部署で適正に管理するとともに、調査研究員以外が情報にアクセス

することはありません。調査の結果は報告書等として取りまとめるとともに、本協会に

おける研究発表会などで発表することを予定しています。ただし、回答はすべて統計的

に処理し、調査結果を公表する際にも大学名や個人が特定されないようにします。

４．本件に関する連絡先

公益財団法人大学基準協会

評価研究部 企画・調査研究課（加藤、浅井）

〒 東京都新宿区市谷砂土原町２ ７

：*********／ ：**********

：**********

以上、まことに恐縮に存じますが、調査研究の趣旨をご理解のうえ、ご協力ください

＜資料３＞

— 119 —



ますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜質保証における学生参画のあり方に関する調査研究部会＞

部会長 堀井祐介（大阪大学 教授）

調査研究員 川上忠重（法政大学 教授）

調査研究員 武 寛子（名古屋大学・日本学術振興会特別研究員）

調査研究員 田中正弘（筑波大学 准教授）

調査研究員 鳥居朋子（立命館大学 教授）

調査研究員 山田 勉（名古屋市立大学 教授）

— 120 —



調査票（見本）
※回答はウェブフォームよりお願いいたします。

＜１＞ 貴⼤学の情報についてお教えください。
⼤学名
設置形態
○国⽴○公⽴○私⽴

設置年度
所在地
○北海道地⽅（北海道）
○東北地⽅（⻘森県，岩⼿県，宮城県，秋⽥県，⼭形県，福島県）
○関東・甲信越（東京都，神奈川県，千葉県，埼⽟県，茨城県，栃⽊県，群⾺県，
新潟県，⼭梨県，⻑野県）

○東海・北陸地⽅（愛知県，岐⾩県，静岡県，三重県，富⼭県，⽯川県，福井県）
○関⻄地⽅（⼤阪府，兵庫県，京都府，滋賀県，奈良県，和歌⼭県）
○中国・四国地⽅（⿃取県，島根県，岡⼭県，広島県，⼭⼝県 徳島県，⾹川県，
愛媛県，⾼知県）

○九州・沖縄地⽅（福岡県，佐賀県，⻑崎県，熊本県，⼤分県，宮崎県，⿅児島
県，沖縄県）

キャンパス数

＜２＞ ⽇本の⼤学における学⽣参画を担う組織（グループ）の有無について伺います。
【A】貴⼤学には、下に挙げるような役割を果たしている、学⽣による組織はありますか。
・学⽣ *をとりまとめる役割
・⼤学への改善要望などをとりまとめる役割
・⼤学の内部質保証に関連する委員会に出席する学⽣代表としての役割
・⼤学に所属する部活やサークル**をとりまとめる役割
・教職員と協働する際の、学⽣側を取りまとめる役割

*学⽣FDは、学⽣の視点で、学⽣を主体とした教育改善活動を行うことを指します。
**部活やサークル、ボランティアなど課外活動を指します。

○はい○いいえ

＜３＞ 【A】で「はい」と回答した場合、回答した学⽣による組織は、どのような役割を果たしています
か。⼤学レベル、学部レベル、科目レベルで当てはまるものを選択してください。
⼤学レベル（⼤学全体で実施している）
□学⽣ をとりまとめる役割
□⼤学への改善要望などをとりまとめる役割
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□⼤学の内部質保証に関連する委員会に出席する学⽣代表としての役割
□⼤学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
□教職員と協働する際の、学⽣側を取りまとめる役割
□その他

学部レベル（学部ごとに実施している）
※学部のカリキュラムを対象としたり、学部として活動する場合を想定
□学⽣ をとりまとめる役割
□⼤学への改善要望などをとりまとめる役割
□⼤学の内部質保証に関連する委員会に出席する学⽣代表としての役割
□⼤学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
□教職員と協働する際の、学⽣側を取りまとめる役割
□その他

科⽬レベル（科⽬ごとで実施している）
※個別の授業科目を想定
□学⽣ をとりまとめる役割
□⼤学への改善要望などをとりまとめる役割
□⼤学の内部質保証に関連する委員会に出席する学⽣代表としての役割
□⼤学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
□教職員と協働する際の、学⽣側を取りまとめる役割
□その他

【A】で「はい」と回答した場合、その活動をどのように維持していますか。
□学⽣組織に参加する学⽣の継続的な確保
□学⽣組織に参加する学⽣への研修の実施
□学⽣組織に参加する学⽣同⼠における知識や情報の伝達
□学⽣の個⼈的な参加
□内部質保証活動に参画する学⽣に対する授業出席の免除
□内部質保証活動に参画する学⽣に対する単位の付与
□内部質保証活動に参画する学⽣への報酬（⾦銭的対価）
□その他

【B】 【A】で「いいえ」と回答した場合、今後、貴⼤学にて学⽣による組織を構成する予定はあります
か。
○はい○いいえ

【B】で「いいえ」と回答した場合、なぜ学⽣による組織を構成する予定はないか、その理由についてお
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教えください。
□学⽣は勉学に忙しいため
□学⽣はアルバイトに忙しいため
□学⽣はサークル活動やクラブ活動に忙しいため
□学⽣による組織が必要ないため
□学⽣と教職員とが協働する慣習がないため
□学⽣組織に参加し、内部質保証に参画する資質を有した学⽣がいないため
□その他

＜４＞ ⽇本の⼤学の内部質保証において、どの程度の学⽣参画がなされているのかを伺います。
貴⼤学における内部質保証への学⽣参画は、どのような内容で構成されていますか。
□授業評価アンケートを実施する
□部活動やサークル活動等を通じて、教育環境の改善に向けた意見を聴取する
□複数名の学⽣に依頼し、授業の改善点に関する意見を聴取する
□授業評価の設計および分析を学⽣と教職員とで協同で行う
□学⽣発案型授業を実施する
□学⽣の学習実態調査を実施する
□学位プログラムの評価を学⽣と教職員とが協同で行う
□学位プログラムを学⽣と教職員とが協同で作成する
□⼤学教育全般について学⽣の意見を聴取する
□⼤学教育の評価について学⽣が学⽣意見書を作成する
□学⽣が⼤学や法⼈の委員会等に参加する
□その他

＜５＞ 学⽣が内部質保証活動の⼀環として、下記の委員会等に参加していますか。その場合、
その形態をご回答ください。
教務委員会など教務を担当する委員会
※参加していない場合は、いずれもチェックしないでください。
□オブザーバーとして参加
□発⾔権をもった委員として参加
□議決権をもった委員として参加

評価委員会など評価を担当する委員会
※参加していない場合は、いずれもチェックしないでください。
□オブザーバーとして参加
□発⾔権をもった委員として参加
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□議決権をもった委員として参加
教育研究評議会、教育研究審議会、⼤学協議会など、教育研究に関する重要事項を審議す
る機関会議
※参加していない場合は、いずれもチェックしないでください。
□オブザーバーとして参加
□発⾔権をもった委員として参加
□議決権をもった委員として参加

経営協議会、経営審議会、理事会など、経営に関する重要事項を審議する機関会議
※参加していない場合は、いずれもチェックしないでください。
□オブザーバーとして参加
□発⾔権をもった委員として参加
□議決権をもった委員として参加

＜６＞ ＜５＞でいずれかの選択肢を選択した場合、参加する学⽣を選出する制度についてお教
えください。
【C】内部質保証活動に参画する学⽣を学⽣組織から選出する制度はありますか。

※学⽣組織とは、＜２＞で例⽰された下記のいずれかの役割を担う組織をいう。
・学⽣ をとりまとめる役割
・⼤学への改善要望などをとりまとめる役割
・⼤学の内部質保証に関連する委員会に出席する学⽣代表としての役割
・⼤学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
・教職員と協働する際の、学⽣側を取りまとめる役割

○はい○いいえ○＜ ＞で選択した選択肢はない

【C】で「はい」と回答した場合、どのような学⽣組織から選出していますか。
例：学⽣自治会

【C】で「はい」と回答した場合、どのような組織名ですか。
※前の質問の回答と同じでも構いません。

【C】で「いいえ」と回答した場合、どのように学⽣を選出していますか。
例：各学部が学⽣を推薦している。

＜７＞ 内部質保証への学⽣参画の結果、どのような教育改善が実現したのかを伺います。
内部質保証への学⽣参画によって、どのような教育改善が実現したのか具体的な事例について
お教えください。

当てはまる どちらかと⾔え
ば当てはまる

どちらかと⾔えば
当てはまらない 当てはまらない

学⽣の⼤学への教育の満⾜度
が向上した

— 124 —



教員の授業への意欲が⾼まった
学⽣の授業への意欲が⾼まった
学⽣と教職員との連帯感が⽣ま
れた
学⽣の愛校⼼が⾼まった
学⽣の⼤学教育の教育改善へ
の関⼼が⾼まった
教職員の⼤学教育の教育改善
への関⼼が⾼まった

上記の選択肢以外に具体的な事例があれば記してください。

教育改善を実現するために、どのような枠組や制度を有していますか。学⽣が参画すると否とを問わ
ず、貴⼤学が有しているものとして該当する項目をすべて選んでください。

□教務を担当する委員会、ワーキンググループ等
□評価を担当する委員会、ワーキンググループ等
□⼤学運営を担当する委員会、ワーキンググループ等
□法⼈の政策運営や経営を担当する組織、ワーキンググループ等
□その他

＜８＞ 貴⼤学において、内部質保証における学⽣参画を実現、運営するうえでの課題について
伺います。

現在内部質保証における学⽣参画を行っている場合は、現実としてどのような課題があるか、実施
していない場合は、実施しようとすればどのような課題があるかについてお教えください。

当てはまる どちらかと⾔えば
当てはまる

どちらかと⾔えば
当てはまらない 当てはまらない

学⽣の教育改善に対する意欲が低い
学⽣の評価に関するスキルが低い
学⽣の教職員に対する信頼感が低い
教職員の学⽣に対する信頼感が低い
教職員の内部質保証への学⽣参画に関す
る関⼼が低い
学部執行部の内部質保証への学⽣参画
の関⼼が低い
⼤学執行部の内部質保証への学⽣参画
の関⼼が低い
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内部質保証への学⽣参画に関する学⽣の
意欲を維持することが困難
内部質保証への学⽣参画に関する教職員
の意欲を維持することが困難
内部質保証への学⽣参画に関する学部執
行部の意欲を維持することが困難
内部質保証への学⽣参画に関する⼤学執
行部の意欲を維持することが困難
内部質保証への学⽣参画の意義・必要性
を、組織として確認し、共有することが困難
学⽣参画を実現、運用をするうえで参考に
できるモデルがない
学⽣参画を実現、運用するための財政的
な余裕が⼤学にない
学⽣参画を実現、運用するための制度が
⼤学にない
学⽣参画を実現、運用するための支援が
⼤学にない
学⽣参画を実現、運用するための国からの
財政的な支援がない
学⽣参画を実現、運用するための制度が
国で定められていない
学⽣参画を実現、運用するための国からの
支援がない
上の選択肢のほかに課題と思われることがあれば記してください。

内部質保証への学⽣参画について、その必要性への認識、本アンケート調査への回答の補⾜など、
貴⼤学の状況やお考えを自由に記述してください。（任意）

ご担当の部署
ご担当者ご⽒名
メールアドレス
電話番号
本アンケートの結果を分析後、インタビュー調査を計画しております。ご協⼒の可否をお教えください。
○可能○不可能
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＜資料４＞

アンケート調査協力大学一覧（設置形態別 音順）

アンケート調査に対しては、以下の大学から回答を賜りました。ご協力に厚く御礼申し

上げます。なお、調査実施時点の設置形態・大学名に基づいて一覧化しています。

国立大学法人

愛知教育大学 旭川医科大学 茨城大学

愛媛大学 大分大学 大阪大学

大阪教育大学 岡山大学 お茶の水女子大学

帯広畜産大学 香川大学 鹿児島大学

金沢大学 北見工業大学 京都工芸繊維大学

熊本大学 神戸大学 佐賀大学

滋賀医科大学 島根大学 上越教育大学

信州大学 筑波大学 筑波技術大学

電気通信大学 東京医科歯科大学 東京海洋大学

東京学芸大学 東京工業大学 東京農工大学

東北大学 徳島大学 鳥取大学

豊橋技術科学大学 長岡技術科学大学 長崎大学

名古屋工業大学 鳴門教育大学 新潟大学

兵庫教育大学 弘前大学 福岡教育大学

福井大学 福島大学 北海道大学

北海道教育大学 宮城教育大学 宮崎大学

室蘭工業大学 横浜国立大学 琉球大学

和歌山大学

公立・公立大学法人

愛知県立大学 青森公立大学 旭川市立大学

叡啓大学 大阪公立大学 尾道市立大学

香川県立保健医療大学 神奈川県立保健福祉大学 金沢美術工芸大学

畿央大学 北九州市立大学 九州歯科大学

熊本県立大学 群馬県立県民健康科学大学 芸術文化観光専門職大学

高知県立大学 高知工科大学 神戸市外国語大学

神戸市看護大学 公立小松大学 公立諏訪東京理科大学

公立鳥取環境大学 公立はこだて未来大学 国際教養大学

札幌医科大学 三条市立大学 静岡県立農林環境専門職大学
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島根県立大学 情報科学芸術大学院大学 高崎経済大学

都留文科大学 長岡造形大学 奈良県立大学

新見公立大学 兵庫県立大学 広島市立大学

福井県立大学 福岡県立大学 福岡女子大学

福島県立医科大学 前橋工科大学 三重県立看護大学

宮城大学 宮崎公立大学 宮崎国際大学

山口県立大学 山梨県立大学 横浜市立大学

私立（学校法人）

愛知大学 愛知医科大学 愛知学院大学

愛知淑徳大学 愛知みずほ大学 藍野大学

青山学院大学 青森中央学院大学 麻布大学

亜細亜大学 芦屋大学 跡見学園女子大学

石巻専修大学 岩手医科大学 岩手保健医療大学

育英大学 育英館大学 一宮研伸大学

茨城キリスト教大学 医療創生大学 宇都宮共和大学

エリザベト音楽大学 追手門学院大学 桜美林大学

大阪医科薬科大学 大阪大谷大学 大阪音楽大学

大阪観光大学 大阪経済大学 大阪工業大学

大阪産業大学 大阪女学院大学 大阪信愛学院大学

大阪体育大学 大阪電気通信大学 大谷大学

岡崎女子大学 岡山理科大学 沖縄国際大学

開志専門職大学 学習院大学 学習院女子大学

鹿児島国際大学 活水女子大学 神奈川大学

神奈川歯科大学 金沢医科大学 かなざわ食マネジメント専門職大学

金沢星稜大学 川崎医科大学 関西大学

関西医科大学 関西外国語大学 関西看護医療大学

関西国際大学 関西学院大学 関東学院大学

北里大学 岐阜医療科学大学 岐阜女子大学

岐阜聖徳学園大学 岐阜保健大学 九州産業大学

九州ルーテル学院大学 共愛学園前橋国際大学 京都芸術大学

京都産業大学 京都女子大学 京都精華大学

京都橘大学 京都ノートルダム女子大学 京都薬科大学

共立女子大学 杏林大学 近畿大学

金城学院大学 国立音楽大学 熊本学園大学

くらしき作陽大学 久留米大学 敬愛大学

慶應義塾大学 敬和学園大学 工学院大学
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皇學館大学 甲南大学 神戸学院大学

神戸国際大学 神戸松蔭女子学院大学 神戸女学院大学

神戸常盤大学 神戸薬科大学 高野山大学

国際基督教大学 国際武道大学 国士舘大学

駒澤大学 埼玉工業大学 札幌大谷大学

札幌学院大学 札幌国際大学 札幌保健医療大学

産業医科大学 至学館大学 滋慶医療科学大学

静岡産業大学 静岡福祉大学 自治医科大学

四天王寺大学 芝浦工業大学 就実大学

十文字学園女子大学 淑徳大学 順天堂大学

尚絅大学 城西大学 城西国際大学

上智大学 湘南工科大学 上武大学

情報セキュリティ大学院大学 昭和音楽大学 女子栄養大学

女子美術大学 白百合女子大学 仁愛大学

杉野服飾大学 椙山女学園大学 駿河台大学

聖学院大学 成蹊大学 成城大学

聖心女子大学 西南学院大学 聖マリアンナ医科大学

聖隷クリストファー大学 聖路加国際大学 摂南大学

専修大学 洗足学園音楽大学 仙台白百合女子大学

千里金蘭大学 創価大学 崇城大学

園田学園女子大学 第一薬科大学 大正大学

大東文化大学 高崎健康福祉大学 宝塚医療大学

拓殖大学 多摩大学 玉川大学

多摩美術大学 中央大学 中央学院大学

中京大学 中部大学 中部学院大学

津田塾大学 帝京大学 帝京平成大学

帝塚山大学 帝塚山学院大学 天理大学

東亜大学 東海大学 東京医科大学

東京医療学院大学 東京医療保健大学 東京家政大学

東京工科大学 東京工芸大学 東京歯科大学

東京純心大学 東京情報大学 東京女子大学

東京女子医科大学 東京神学大学 東京聖栄大学

東京電機大学 東京都市大学 東京福祉大学

東京理科大学 同志社大学 同志社女子大学

東邦大学 東北学院大学 東北公益文科大学

東北福祉大学 東洋大学 常磐大学

徳島文理大学 常葉大学 獨協医科大学
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鳥取看護大学 豊田工業大学 長崎総合科学大学

長浜バイオ大学 中村学園大学 名古屋音楽大学

名古屋学院大学 名古屋文理大学 名古屋柳城女子大学

奈良学園大学 南山大学 新潟国際情報大学

新潟産業大学 新潟青陵大学 新潟薬科大学

新潟リハビリテーション大学 二松学舎大学 日本大学

日本医療大学 日本ウェルネススポーツ大学 日本工業大学

日本社会事業大学 日本獣医生命科学大学 日本女子大学

日本赤十字秋田看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 日本赤十字豊田看護大学

日本赤十字広島看護大学 日本赤十字北海道看護大学 日本体育大学

日本福祉大学 日本保健医療大学 人間環境大学

ノートルダム清心女子大学 白鴎大学 阪南大学

東大阪大学 姫路大学 弘前医療福祉大学

広島工業大学 広島国際大学 広島修道大学

広島女学院大学 フェリス女学院大学 福井医療大学

福岡大学 福岡看護大学 福岡工業大学

福岡歯科大学 福岡女学院大学 福岡女学院看護大学

藤女子大学 藤田医科大学 佛教大学

文化学園大学 文教大学 文京学院大学

平成国際大学 法政大学 北洋大学

星薬科大学 北海商科大学 北海道医療大学

北海道千歳リハビリテーション大学 北海道文教大学 松本大学

松本歯科大学 松山大学 松山東雲女子大学

身延山大学 宮城学院女子大学 武庫川女子大学

武蔵大学 武蔵野大学 武蔵野音楽大学

武蔵野美術大学 明治学院大学 明治薬科大学

名城大学 明星大学 目白大学

桃山学院大学 桃山学院教育大学 森ノ宮医療大学

山口学芸大学 横浜創英大学 横浜美術大学

横浜薬科大学 四日市大学 酪農学園大学

立教大学 立命館大学 龍谷大学

流通科学大学 流通経済大学 ルーテル学院大学

令和健康科学大学 和歌山リハビリテーション専門職大学 和光大学

早稲田大学

私立（株式会社）

サイバー大学 デジタルハリウッド大学
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内部質保証への学生参画のあり方に関するアンケート調査
回答集計結果

実施期間： 年 月 日～ 月 日
回答方法：ウェブ回答
サンプル数： 大学／ 大学（ ６％）

設置形態
国立
公立
私立

設置年度
～
～
～

～

～

所在地
北海道地方（北海道）
東北地方（⻘森県，岩⼿県，宮城県，秋⽥県，⼭形県，福島県）
関東・甲信越（東京都，神奈川県，千葉県，埼⽟県，茨城県，栃⽊
県，群⾺県，新潟県，⼭梨県，⻑野県）
東海・北陸地方（愛知県，岐⾩県，静岡県，三重県，富⼭県，⽯川
県，福井県）
関⻄地方（大阪府，兵庫県，京都府，滋賀県，奈良県，和歌⼭県）
中国・四国地方（⿃取県，島根県，岡⼭県，広島県，⼭⼝県 徳島
県，⾹川県，愛媛県，⾼知県）
九州・沖縄地方（福岡県，佐賀県，⻑崎県，熊本県，大分県，宮崎
県，⿅児島県，沖縄県）

キャンパス数
52.6%
27.5%
9.8%
4.5%

～ 5.5%

＜資料５＞
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＜２＞ 日本の大学における学生参画を担う組織（グループ）の有無について伺います。
【A】貴大学には、下に挙げるような役割を果たしている、学生による組織はありますか。
・学生 *をとりまとめる役割
・大学への改善要望などをとりまとめる役割
・大学の内部質保証に関連する委員会に出席する学生代表としての役割
・大学に所属する部活やサークル**をとりまとめる役割
・教職員と協働する際の、学生側を取りまとめる役割

*学生FDは、学生の視点で、学生を主体とした教育改善活動を行うことを指します。
**部活やサークル、ボランティアなど課外活動を指します。

はい
いいえ

＜３＞ 【A】で「はい」と回答した場合、回答した学生による組織は、どのような役割を果たしています
か。大学レベル、学部レベル、科目レベルで当てはまるものを選択してください。
⼤学レベル（⼤学全体で実施している）
学生 をとりまとめる役割
大学への改善要望などをとりまとめる役割
大学の内部質保証に関連する委員会に出席する学生代表としての役割
大学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
教職員と協働する際の、学生側を取りまとめる役割

その他
・ より良い大学づくりのためのプロジェクトを企画・実施
・ 意見交換会

学部レベル（学部ごとに実施している）
※学部のカリキュラムを対象としたり、学部として活動する場合を想定
学生 をとりまとめる役割
大学への改善要望などをとりまとめる役割
大学の内部質保証に関連する委員会に出席する学生代表としての役割
大学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
教職員と協働する際の、学生側を取りまとめる役割

その他
・ 単科大学のため大学レベルの活動と同等
・ 大学レベルのみの活動となっている。
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・ ゼミナール連合
・ 学部ごとに実施していない
・ 教職員 への参加

科⽬レベル（科⽬ごとで実施している）
※個別の授業科目を想定

学生 をとりまとめる役割
大学への改善要望などをとりまとめる役割
大学の内部質保証に関連する委員会に出席する学生代表としての役割
大学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
教職員と協働する際の、学生側を取りまとめる役割

その他
・単科大学のため大学レベルの活動と同等・該当なし
・大学レベルのみの活動となっている。
・科目ごとで実施していない

【A】で「はい」と回答した場合、その活動をどのように維持していますか。

学生組織に参加する学生の継続的な確保
学生組織に参加する学生への研修の実施
学生組織に参加する学生同士における知識や情報の伝達
学生の個人的な参加
内部質保証活動に参画する学生に対する授業出席の免除
内部質保証活動に参画する学生に対する単位の付与
内部質保証活動に参画する学生への報酬（金銭的対価）

その他
・正規の学生課外活動団体に所属する際は、学生組織に参加することを必須としている
・内部質保証活動に参画することを関係規程に規定
・小規模ワーキンググループでの学生への指導
・上記の選択肢に該当するものはない。・部局⻑から学生の推薦
・学友会費によるサークル活動支援費の支給
・活動費の予算措置
・内部質保証活動に参画する学生に対する授業出席の免除
・在籍学生すべてが参加するよう規則で定めている
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【B】 【A】で「いいえ」と回答した場合、今後、貴大学にて学生による組織を構成する予定はありますか。

はい
いいえ

【B】で「いいえ」と回答した場合、なぜ学生による組織を構成する予定はないか、その理由についてお
教えください。

学生は勉学に忙しいため
学生はアルバイトに忙しいため
学生はサークル活動やクラブ活動に忙しいため
学生による組織が必要ないため
学生と教職員とが協働する慣習がないため
学生組織に参加し、内部質保証に参画する資質を有した学生がいないため

その他
・現時点において学内で議論がされていない。
・別のかたちで学生との協働を実現している為
・必要性は認識しているものの、学内理解を得るのに時間を要しているため
・既存の学生自治会を活用しているため
・未定
・検討したことがない。
・学生組織を置く予定はないが、各種アンケートを定期的に実施するなど、学生の意見を聴
取し、大学の内部質保証に活かしている。
・開学して 年目の完成年度を迎えたばかりで、現在のところ予定はないが検討する必要が
あります。
・学生参画を担う組織の必要性の有無について明確になっていない
・今後検討を行う予定
・設置を前向きに検討しているが、「組織を構成する予定」にまだ至ってないため（予定＝機
関決定済という意味なら）
・組織検討中のため
・授業アンケート、学生プロファイルでの調査を学期ごとに実施、卒業時アンケートを年度ごと
に実施している。さらに、中期計画期間中の か年で アンケートによる卒業生・修了生
調査と、フォーカス・グループ・インタビュー法による卒業生・修了生調査及び就職先調査を
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実施しているため。
・組織の構成に向けた学内の動きが現時点では醸成されていないため
・現時点において検討が成熟していないため
・学生数が少なく（ 学年 名）学生の活動にゆとりがないため
・学生は勉学に忙しいため意見聴取は定期的に実施しており、その都度ランダムに学生を
抽出しているため
・検討中

＜４＞ 日本の大学の内部質保証において、どの程度の学生参画がなされているのかを伺います。
貴大学における内部質保証への学生参画は、どのような内容で構成されていますか。

授業評価アンケートを実施する
部活動やサークル活動等を通じて、教育環境の改善に向けた意見を聴取する
複数名の学生に依頼し、授業の改善点に関する意見を聴取する
授業評価の設計及び分析を学生と教職員とで協同で行う
学生発案型授業を実施する
学生の学習実態調査を実施する
学位プログラムの評価を学生と教職員とが協同で行う
学位プログラムを学生と教職員とが協同で作成する
大学教育全般について学生の意見を聴取する
大学教育の評価について学生が学生意見書を作成する
学生が大学や法人の委員会等に参加する

その他
・学事の運営側への参画、授業準備等の大学運営アルバイトを実施
・学内奨学金面接時に意見聴取を行う
・学生生活満足度調査
・複数名の卒業生に依頼し、授業の改善に向けた意見を聴取する
・学生代表と大学との連絡協議会を実施する
・「教職学協同事業」を実施している。（教職員と学生が課題について協議し、解決案を策
定する））
・学生団体（自治会）が大学への要望を取りまとめ、学⻑との懇談会を行う。
・学生の意見・要望の収集を目的として、意見箱を設置している。
・ 内部監査
・学生を対象とした目安箱、卒業時アンケート
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・学生が大学に対して意見が言える意見箱の設置
・学生生活アンケートを実施する
・学生に学生生活調査を実施する
・課外活動全体行動やリーダー研修会の企画運営を通じて課外活動の在り方について担
当部署に意見を出している。
・学⻑が学生と直接意見を交わし、学生の意見を聴取する
・優れた授業の評価を学生から募っている。
・卒業予定者アンケート
・今後内部質保証のための学生アンケートを実施する予定
・ 年に 回、学生生活実態調査を実施している。
・教職員学生協議会の実施
・大学が行う地域共創活動に関する学生による実行委員会としての取組
・大学執行部と学生代表者との懇談会を開催し、要望等を直接蒐集する機会を設けてい
る。

＜５＞ 学生が内部質保証活動の⼀環として、下記の委員会等に参加していますか。その場合、
その形態をご回答ください。

教務委員会など教務を担当する委員会
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加

評価委員会など評価を担当する委員会
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加

教育研究評議会、教育研究審議会、⼤学協議会など、教育研究に関する重要事項を審
議する機関会議
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加
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経営協議会、経営審議会、理事会など、経営に関する重要事項を審議する機関会議
オブザーバーとして参加
発言権をもった委員として参加
議決権をもった委員として参加

＜６＞ ＜５＞でいずれかの選択肢を選択した場合、参加する学生を選出する制度についてお教
えください。
【C】内部質保証活動に参画する学生を学生組織から選出する制度はありますか。

※学生組織とは、＜２＞で例⽰された下記のいずれかの役割を担う組織をいう。
・学生 をとりまとめる役割
・大学への改善要望などをとりまとめる役割
・大学の内部質保証に関連する委員会に出席する学生代表としての役割
・大学に所属する部活やサークルをとりまとめる役割
・教職員と協働する際の、学生側を取りまとめる役割

はい
いいえ

【C】で「はい」と回答した場合、どのような学生組織から選出していますか。
例：学生自治会

【C】で「はい」と回答した場合、どのような組織名ですか。
※前の質問の回答と同じでも構いません。

【 】で「はい」と回答した場合、どのような学
生組織から選出していますか。

【 】で「はい」と回答した場合、どのような組
織名ですか。

自治会 自治会
学友会 学友会
学生会 学生会
自治会、クラス委員、学生カリキュラム委員 自治会、クラス委員、学生カリキュラム委員
各学年から学部⻑の推薦による 教育改善委員会
学友会 学友会
学生の教務委員、クラス代表・ユニット代表 学生の教務委員、クラス代表・ユニット代表
学生自治会 学生自治会
学生自治会 学友会

学年代表
各学年で意見等の取りまとめを行う 例年
学生が自主的に選出

学部生 学年代表連絡会
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【 】で「はい」と回答した場合、どのような学
生組織から選出していますか。

【 】で「はい」と回答した場合、どのような組
織名ですか。

学生自治会 学生自治会
学生自治会 学生自治会
各学年の学生代表 各学年の学生代表
学友会、学年別国家試験対策委員、シミュ
レーションサークル委員

学友会、学年別国家試験対策委員、シミュ
レーションサークル委員

医学教育学生会 医学教育学生会
学友会、各学年の総代、副総代への充て職
とする規程を定めている（医・薬）

学友会、各学年の総代、副総代への充て職
とする規程を定めている（医・薬）

学友会 学友会
医学部学生教育委員会 医学部学生教育委員会
学生会 学生会
学生委員会、カリキュラム委員会、厚生委員
会

同左

学生団体協議会、各学部自治会、文化
会、体育会、独立団体、大学祭中央実行
委員会

課外活動協議会

医学部学友会 医学部学友会
学生自治会 学生自治会
学年代表及び医学部カリキュラム委員会学
生委員

学年代表及び医学部カリキュラム委員会学
生委員

クラス委員 クラス委員（組織名称ではありません）
学生会 学生会
学友会 学友会
カリキュラム連絡委員 カリキュラム連絡委員
学生協議会（※全学の学生組織ではな
い）

学生協議会（※全学の学生組織ではな
い）

学生代表、学生の自治委員会 学生代表、学生の自治委員会
学友会 学友会
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【C】で「いいえ」と回答した場合、どのように学生を選出していますか。
例：各学部が学生を推薦している。

・各学部が学生を選出
・学生が参画していません
・学生の自由意思による。
・各学科等が学生を推薦。
・上記のような学生組織自体存在せず、学生の選出が必要な機会もない。学生からの要
望は全てアンケートで拾っている。
・各学部⻑が推薦している
・意欲・自主性のある学生、部活動代表など
・学生組織の制度がないため
・学生会から聴取する場合がある
・学生会執行部が募集している
・各学部、学科からの推薦
・学生スタッフ（アルバイト）の中から選出している。
・各学科教員が推薦
・学生組織から推薦される学生を選出している（制度化はされていない）。
・各学科が学生を推薦している。
・参加資格を有する学生からの公募とし、志望理由書と面談により選考している。
・学生の立候補または互選
・大学当局が参画する学生を人選して依頼している
・教員の推薦
・各学部が学生代表者を推薦している。
・公募により選出
・自薦
・各学科が学生を推薦している
・選出する制度はなし（いいえ）なので、学生選出もなし、となります。
・各学部が学生を選出している。
・現在の学生委員が次の学生委員を選出する。
・各学科等が学生を推薦している。
・各学年で学生間で決定
・各学部で学生を選出している
・各学部が学生を推薦している
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・学生連絡会からの推薦
・教育組織が学生を推薦している。
・学部の代議員から選出している。（ 学部のみ）
・委員会等の⻑が学生を推薦している。
・各学部・科から 名ずつの推薦
・医学部医学科において臨床実習当該学年の代表者を委員とし て選出している。（学生
が参加している委員会は、医学部医学科の臨床実習専門委員会のみ）
・各学科と学生課が推薦している

＜７＞ 内部質保証への学生参画の結果、どのような教育改善が実現したのかを伺います。
内部質保証への学生参画によって、どのような教育改善が実現したのか具体的な事例について
お教えください。

当てはまる どちらかと言えば
当てはまる

どちらかと言えば
当てはまらない 当てはまらない

学生の大学への教育の満足度
が向上した
教員の授業への意欲が⾼まった
学生の授業への意欲が⾼まった
学生と教職員との連帯感が生ま
れた
学生の愛校⼼が⾼まった
学生の大学教育の教育改善へ
の関⼼が⾼まった
教職員の大学教育の教育改善
への関⼼が⾼まった

上記の選択肢以外に具体的な事例があれば記してください。

・施設設備や奨学金制度、キャリア支援や学生相談室なども改善のための意見を聴取してお
り、学生の修学上の環境も改善している
・内部質保証における学生参画を実現できていません
・「学生の大学教育の教育改善への関⼼が⾼まった」以外の回答は「不明」です。選択肢が無
いため、「当てはまらない」にチェックをしています。
・上記選択肢相当の事柄は影響を検証していないため回答できない状態。授業アンケートの
実施方法改善、オリエンテーションでの動画活用等のきっかけになりました。
・内部質保証に学生は参加していない為、質問 は すべて 当てはまらないにチェックをい
れました。
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・特に分析等を実施していないため不明
・効果の測定ができないので回答が困難
・上記回答について，「内部質保証への学生参画」に取り組んでいますが，その成果について
アンケート調査等を実施していなく把握していないため，⼀律「当てはまらない」を選択していま
す。
・上記の選択肢が必須となっていたため、「当てはまらない」を選択しましたが、全項目「わからな
い」という回答になります。上記以外の選択肢として、教育課程の改善などにつながったという
事例があります。
・学生の意見を反映し、食堂のパーテーションやトイレの改修を行い、学修環境を改善した。
・内部質保証への学生参画は出来ていないため、当てはまらないに回答いたします。
・内部質保証への学生参画はない。
・上記の項目について、具体的なアンケート等をとっておらず把握していない
・ 活用の気運が、⾼まった。
・授業評価アンケート結果を教育開発センターで分析することで、担当教員だけでなく大学とし
て授業改善を検討する機会が得られている。また、学生が記述する内容に教員がコメントをし
ており、学生との連絡感が生まれたと感じている。
・学生が執行部及び学部の運営方針を理解できたことで満足度が向上した。
・学生の学修環境の改善を行った。
・学生の大学の経営計画や予決算への関⼼が⾼まった
・学位プログラムの評価に携わった学生からは、大学教育の内部質保証について関⼼を抱いた
主旨の声を聞くが、それ以外の因果は分からない。
・授業評価アンケートの回答率が向上した。
・教育活動に関する学生からの改善要望に対応した。
・上記１５に「当てはまらない」を選択したのは、内部質保証への学生参画事例がないためで
す。
・選択肢が設定上４つしかないため、どちらかと言えばあてはまるとしておりますが、本学では、
内部質保証への学生参画の形態が、学部ごとに対応が異なるため、現時点では大学として
まとまった整理は行っていない。

教育改善を実現するために、どのような枠組や制度を有していますか。学生が参画すると否とを問わ
ず、貴大学が有しているものとして該当する項目をすべて選んでください。

教務を担当する委員会、ワーキンググループ等
評価を担当する委員会、ワーキンググループ等
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大学運営を担当する委員会、ワーキンググループ等
法人の政策運営や経営を担当する組織、ワーキンググループ等

その他
・ を担当する委員会
・地域共生教育センター、ダイバーシティ推進検討会議
・⾼等教育研究開発センター
・分析を担当する部署（ 室）
・学生支援を担当する委員会
・図書、システム、施設関連委員会
・学生支援、入試等
・教育開発センター、内部質保証推進室
・授業改善等を担当する委員会、ワーキンググループ等
・学友会と教学部・学生部・財務部など各部責任者との懇談会
・学生委員会

＜８＞ 貴大学において、内部質保証における学生参画を実現、運営するうえでの課題について
伺います。

現在内部質保証における学生参画を行っている場合は、現実としてどのような課題があるか、実施
していない場合は、実施しようとすればどのような課題があるかについてお教えください。

当てはまる どちらかと言えば
当てはまる

どちらかと言えば
当てはまらない 当てはまらない

学生の教育改善に対する意欲が低い
学生の評価に関するスキルが低い
学生の教職員に対する信頼感が低い
教職員の学生に対する信頼感が低い
教職員の内部質保証への学生参画に関
する関⼼が低い
学部執行部の内部質保証への学生参
画の関⼼が低い
大学執行部の内部質保証への学生参
画の関⼼が低い
内部質保証への学生参画に関する学生
の意欲を維持することが困難
内部質保証への学生参画に関する教職
員の意欲を維持することが困難
内部質保証への学生参画に関する学部
執行部の意欲を維持することが困難
内部質保証への学生参画に関する大学
執行部の意欲を維持することが困難
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当てはまる どちらかと言えば
当てはまる

どちらかと言えば
当てはまらない 当てはまらない

内部質保証への学生参画の意義・必要
性を、組織として確認し、共有することが
困難
学生参画を実現、運用をするうえで参考
にできるモデルがない
学生参画を実現、運用するための財政的
な余裕が大学にない
学生参画を実現、運用するための制度が
大学にない
学生参画を実現、運用するための支援が
大学にない
学生参画を実現、運用するための国から
の財政的な支援がない
学生参画を実現、運用するための制度が
国で定められていない
学生参画を実現、運用するための国から
の支援がない

上の選択肢のほかに課題と思われることがあれば記してください。
・本学は、学生総数６０人規模の小規模校であり、教職員は、様々な役職を複数兼務してい
る状況である。この上さらに業務が増加するような事案は、厳に避けるべきと考えている。
・「学生参画を実現、運用するうえで参考にできるモデルがない」「学生参画を実現、運用するた
めの財政的な余裕が大学にない」「学生参画を実現、運用するための支援が大学にない」以外
の「当てはまらない」のチェックは「不明」または「回答不可」です。
・前問は回答困難であるが、回答しないと進められないため、やむを得ず、すべて当てはまるを選
択した。
・学生は卒業していくので、参画の継続性が課題である。
・私大連の教学担当理事者会議で情報をいただきましたが、学生参画に関する目的や期待され
る効果、改善例などをお⽰しいただかないと学内での共有が難しいと考えております。
・学生参画の⼀⼿段としてアンケート調査を使わざるを得ないが、学外・学内を問わずアンケート
調査の依頼が多すぎて学生がアンケート疲れを起こし、回答率の低下を招いている。
・本学の場合、完全オンラインのインターネット大学として、全国各地に居住する幅広い年齢層や
職業の学生（障がいを有する学生も含む）が在籍するため、特定の代表者のみを選定して組
織を設置したとしても、意見に偏りが出てしまい、多様な価値観を包摂することが困難です。
・構成員の意欲・関⼼等を現時点で把握できないので回答が困難。また、国の支援等は必要性
の判断ができないので回答が困難。
・学生参画は大学にとって有益ですが，⼀部の学生の意見を聴取することの是非については，
検討する必要があると思慮します。
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・学生が大学構成員の⼀部であることや、学生組織の組織体としての意識の醸成・⾼揚
・＜４＞「大学教育全般について学生の意見を聴取する」については、学⻑が学生及び卒業生
から直接意見を聴取する懇談会を開催している。
・本学は学生参画の仕組みについてこれから取り組んでいくため、上記質問への回答は実施しよ
うとする場合に考え得る状況について回答した。
・内部質保証の学生の参画を検討したことがない。
・ と の設問が同じです。
・本学においては、上記における状況を把握できておらず回答が困難である。
・学生参画による各種評価結果について、今後も全学および個別での教育課程の点検・評価
改善活動への活用促進をすすめたい。
・本学では、今年度中に学生参画を実現するための方針を立て進めております。学科によって、
学外での実習や短期留学等があり、学生の負担も考慮した運用が課題となっております。
・①現在収集している学生アンケート等の情報をしっかりと大学の諸活動に役立てることを最優先
課題としており、実際の学生参画は次のフェーズと考えているため。②活動に係る学生を育てる
仕組みを構築・運用するための余力がない
・学生参画の業務負担に見合うだけの実質的な効果を⽰すための⼿法を確立するのが困難
・内部質保証体制を推進するための人的余裕がない。
・どのように学位プログラムが運営されているか、そもそも学生の耳目に触れる機会が少ない。
・今年度より正式な学生評価委員会が設置されたので、どう学内で効果的に運用するかが課題
です。
・２年制短期大学部のため、学生の時間的な余裕が限られている。
・本学は内部質保証への学生参画については、検討前であるため回答はできかねます。
・学生が忙しい中で、企画に集まりにくい。学生間で意識に差があり、参画する学生が特定の学
生に偏ってしまう懸念がある。
・上記１８に「当てはまらない」を選択したのは、回答できる選択肢がないためです。
・内部質保証への学生参画の必要性が、本学では、これが、別に課題ではないが、学部ごとに対
応が異なるため、現時点では学としてまとまった整理は行っていない。

内部質保証への学生参画について、その必要性への認識、本アンケート調査への回答の補足など、
貴大学の状況やお考えを自由に記述してください。（任意）

・本学では、アンケート内容に記載のあった授業評価アンケートや学生インタビュー等を通しての学
生参画は行われているものの、全学の内部質保証システムへの直接の学生参画は行われてい
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ない。そこで、今年度より内部質保証への学生参画について検討を始め、 年度から⼀部の
学生を対象として座談会を開催し、学生の視点から本学の内部質保証に関する意見聴取を
行うことを企画している。また、将来的には、より多様な学生との協働による学生発案型の内部
質保証の向上についても検討していく予定である。
・内部質保証の取組のなかで、認証評価受審を意識したり、ミクロの点検項目の改善に注力し
てしまうが、マクロの学生の成⻑のために行うという原点に立ち返る必要があると感じている。学
生の成⻑の成⻑に繋げるためには学生自身の意見を聞く、学生参画の体制を更に整えることが
今後の課題である。
・⼀部の教職員で間に合わせる形ではなく、経営幹部から末端の教職員まで、共通認識をもって
対応する環境を整えていく必要がある。形骸化した評価を継続することはリソースの無駄である。
学生参画についても、ただ巻き込むだけではお互いに不幸である。役割を明確にして対応すべ
き。
・学生参画の必要性は認識しているが、それのみにフォーカスがあたると、単なる学生の要望事項
になってしまう。いかに学生・教職員が協働して、質保証、改善に向けたイメージを共有できるか、
という制度設計が必要。
・委員会に参加する学生は学友会のリーダークラスの学生が参加するため、意欲の⾼い学生が多
く、参考とすべき意見も多くある。⼀方で、意識の⾼いごく⼀部の学生の意見と受け止められが
ちで、「多くの」学生の考えではないと思われてしまう部分もある。
・学生参画の重要性は認識しているものの、学生の時間的負担等を考えるとなかなか充実化が
難しい状況があります。アンケートにありましたように、その為の財政的援助等が国から与えられる
ようなことがあれば、活性化に繋がる可能性は⾼いと思います。
・学生参画について、他大学の取り組み等、事例紹介があるとありがたい。
・本学では、学生代表との懇談会や種々の学生調査等を実施しており、それらの結果を サ
イクルに取込むという意味での「内部質保証への学生参画」は重要であると認識しています。他
方、内部質保証が⾼度化・専門化すればするほど、学生の責任と負担のバランスをどうとるかと
いった課題も生じるものではないかと考えます。
・本学では「アセスメントプラン」を策定した上で、システムログに基づく全学生の学習行動の分析
や、授業評価および大学組織全般に関するアンケート、外部アセスメントテストによる全国学生
との比較調査を実施し、多角的な尺度で学生の学修成果を属性別に把握・検証しています。
現職の社会人が過半数を占めるため、学生の声にも産業界からの意見が強く反映されていま
す。これらの分析結果に加えて、サンプル的に複数名の在学生や卒業生に対するインタビューを
毎年実施しており、定量データと定性データの両面を組み合わせることで、より適切な教育改善
に結び付く内部質保証を推進できると考えています。
・＜８＞ 貴大学において、内部質保証における学生参画を実現、運営するうえでの課題の回
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答選択肢については、実際に確認しているわけではないため、「わからない」という選択肢があると
よかった。
・学生の参画が非常に重要であると理解しつつも、そのような組織の運営実績がなく、参考にす
べきモデルもないため仕組みを直近で構築することが難しい。
・内部質保証への学生参画については十分に理解している。
・学生は「内部」か「外部」かという議論があります。伝統的には学生も含めて「大学」だということ
になりますが、では学生が教職員と同じだけの責任を担えるのか、また担えるとしても教職員にも
のおじも忖度もせず対等に意見が言えるか、と言えばかなり不安もあり、単純な「協働」には安
易さを感じます。よって「学生による内部質保証」と「大学当局による内部質保証」とを切り分け
て別々に実施し、その共通性や違いを浮き彫りにするかたちで、いずれも「外部（第三者）」の
評価に委ねていくことを検討しています。
・看護学部において年 回の学生参画教務委員会及び学生参画学生生活委員会をそれぞれ
開催している。
・本学は、開学当初から現在に至るまで、学生参画の大学運営、教育改善に取り組む土壌が
あります。
・本学においても学生にとって魅力的な大学を目指して、学生の意見を把握し施策に反映する等
の学生参画を⼀層進めていく方向としている。目的は「大学の使命や目的を達成」であり、その
⼿段である内部質保証における学生参画は、あくまで各大学の使命や目的を達成するために
各大学が必要と考えるものに対してできるところから学生参画を進めるのが適当で、多種多様
なものである。また、制度化等や国による支援等によって、「内部質保証における学生参画」が
目的化される可能性が危惧されるため、特に認証機関が学生参画を目的化しないように大学
の使命や目的を達成に資する取組を行っているかという視点で本質的な評価をすべきであると
考える。
・設問〈５〉について本学では、教務を担当する委員会として、教学マネジメント委員会や教務部
会議があるが、それらの委員会に学生が参画する仕組みはない。ただし、教学マネジメント委員
会のもとに、本学の教育改善推進のために教職員と学生代表者が⼀体となって活動を行うこと
を目的とした「学生、教職員 推進部会」を設置していることから、当該委員会が設問に該当
するものとして回答した。
・内部質保証への学生参画は必要と認識しており、検討する方向で考えている。
・学生参画について、本学としてどのように取り入れてくのか検討を開始した。
・昨年度、大学の自己点検・評価報告書に対する外部評価委員会において、内部質保証への
学生参画の必要性について指摘があった。
・教育を受ける側の学生が内部質保証に参画することの意義はあると思うが、その運用はかなり
難しい。
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・医学部の分野別認証における評価項目で、学生のプロフラム立案、評価に関する委員会への
参加が求められているため、本学でもそれに従っております。
・学生参画による各種評価結果について、今後も全学および個別での教育課程の点検・結果
改善活動への活用促進をすすめたい。
・内部質保証の学生参画は、学修者本位の教育を実現させるための教学マネジメントに必要不
可欠な⼿段であると認識している。⼀方で、その実現のためには、時間やコストがかかることを危
惧している。本学は、第 期大学評価結果における「改善課題」の提言を受け、内部質保証シ
ステムが有効となるよう再構築し、教育の改善活動に継続して取り組んでいる。その結果とし
て、各学科が、カリキュラムマップを作成し、また学生が学位授与方針で定めた身につく能力の
修得状況を確認できる学修成果可視化システム構築した。令和 年度の ・ 活動では、
「卒業年次生アンケートの分析と対策の検討」をテーマに全学で取り組んでいる。 月には全学研
修会を開催し、各学科が同アンケートや在学生へのアンケートの分析・検討結果を報告した。今
後の課題は、アセスメントプランの制定である。まずは、内部質保証における学生参画のためにも
急務であると考えている。
・内部質保証への学生参画につきましては、大学側が動くのではなく、学生の側からの自主的・
主体的な組織作りと活動が理想だと考えております。
・本学では、内部質保証への学生参画の必要性の認識は⾼く持ちながら、進めることに時間を
要しております。状況としては、今年度中の学生参画への実現に向けて、本学学生の修学状況
や学生生活状況を含めた検討を行っております。
・項目＜５＞の、教務委員会など教務を担当する委員会への学生の参加について、今回の回
答である「議決権をもった委員としての参加」に該当するのは、 学部のみとなります。
・学生参画の必要性を本アンケートにより再認識しました。
・医）必要性への認識はしており、学内の医学教育の質向上委員会に学生に参加してもらいま
したが、しだいに学生側から断るようになってしまいました。教務委員会のカリキュラム懇談会は年
回行っており、これは義務ですので学生の参加は続いております。看）教育の質向上委員会
に学生に参加してもらっています。学生懇談会にも参加してもらっています。要望が通り施設内の
改善がみられた時は喜んでいます。教員、職員もその反応をみてモチベーションが上がります。
・内部質保証への学生参画について，医学部が先行して実施しているが，令和 年度からは各
学部に「学生教育改善委員会」の設置を決定しており，大学全体での教育改善に学生が参
画する体制を整備することとしている。
・活動に参加する学生を育てるための基盤的なもの（研修や資料等）は、共通開発すべきだと
考える。そのうえで、各大学独自に活動に係る学生を育てるような形が望ましい。
・設問８の（ ）の選択肢のうち、最後の つにある国からの財政的支援、運用するための制
度、運用するための国からの支援がどのようなことを想定しているのかわからなかったため、いずれ
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も当てはまらないと回答しております。
・意見聴取については機会と仕組みを拡大し充実をさらに計りたいが、学生の「代表として」⼀定
の権限をもって参画させるには、まず代表としての正統性の確保からして困難を感じるのが正直
なところである。
・回答については、担当者の主観による部分があります（課としては回答内容を共有していま
す）。現在はインタビュー調査をお受けできるほど何か特別な取り組みをしているわけではありま
せんので、インタビュー調査については「不可能」と回答しています。
・本調査への回答にあたっては、大学レベル（大学全体で実施している）内容を記載。設問
学部レベル（学部ごとに実施している）、設問 科目レベル（科目ごとで実施している）は未
回答
内部質保証への学生参画についての必要性が教職員の中であまり認識されていない状況。本
調査やインタビュー調査によって、その有効性を⽰していただければ、認識も変わる可能性があ
る。
必要性は、認識しているが継続的に学生を参賀させるための教職員 の構築ができていないので
単発にとどまっている。
・設問＜ ＞の形態に近いものとして、本学では「●●大学全学協議会」という協議機関をおい
ており、学友会の代表が参加し、教学改善および学生生活援助に関する事項など、諸問題に
ついて協議している。
・設問＜７＞＜８＞は明確な根拠がないため、学生評価委員会を設置していることとそれが機
能していることに基づいて内部質保証担当部署の主観で回答しています。
・内部質保証への学生が関わる範囲と評価の基準の明確化が難しい。学生の提言をどこまで受
け止めるのか。
・ ， 年度は単なる学生より意見を伺う会であったら、 年度より正式に学生評価
委員会を発足しました。初年度は学科や学生課からの推薦で学生が委員活動を行うが、ゆく
ゆくは学生が自主的に参画し、主体的に関わってもらう組織にしたいと考えています。
・学内の⼀部局で実施しているものも含めて回答しています。
・今回のアンケートにて問いかけをしている「内部質保証への学生参画」の是非に関して、たしかに
教育を受ける側の学生側の要望や意見を授業実施や教育改善に活かすのは有意義であるた
め、本学でも設問＜４＞の回答にあるような「内部質保証への学生参画」を行っています。ただ
し、学部ごとに学生参画のやり方や内容について⼀致した対応を行うことはできないため、その効
果や課題点についても大学としてまとめた回答を行うことが難しい状況です。また、期待される効
果として設問＜７＞で記載されている下記の項目を考えられていることと存じます。学生の大学
への教育の満足度が向上した、教員の授業への意欲が⾼まった学生の授業への意欲が⾼まっ
た学生と教職員との連帯感が生まれた学生の愛校⼼が⾼まった学生の大学教育の教育改善
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への関⼼が⾼まった教職員の大学教育の教育改善への関⼼が⾼まったこれらにつきましても、参
画した学生としなかった学生とではその満足度や効果の度合いは異なっていると想定されます。
また選抜された学生は総じて意欲的で能力の⾼い学生ですので、こういった学生への効果と、平
均的な学生への効果も異なることが想定されます。こういった例だけでなく、多様性を有した大学
での教育は、多面的な価値観で捉える必要もあるため、質保証のあり方についても画⼀的な指
標で捉えるのは正しくない場合もあります。

以上

— 149 —



＜資料６＞

質保証における学生参画に関するインタビュー調査実施要領

（○○大学）

公益財団法人 大学基準協会

大学評価研究所

質保証における学生参画の

あり方に関する調査研究部会

部会長 堀井祐介

１．本調査について

大学基準協会が設置する大学評価研究所では、わが国の大学の質保証における学生参画のあ

り方に関する調査研究を実施しています。この中では、大学の内部質保証や質保証機関の評価

プロセスにおける学生参画のあり方について現状を調査することとしていますが、このたび実施

するインタビュー調査は、その一環で行うものです。貴学における学生参画、とりわけ内部質保証

における学生参画について実態をお聞かせ願うのが主な目的です。

２．実施日時

◯月◯日（◯）

【教職員】

【学生】

３．調査内容

貴学における学生と教職員の協働による各種プロジェクト、とりわけ内部質保証に関わるものに

ついて、仕組みや工夫、課題となっていることなどについて伺います。質問の内容は別紙の通りで

す。別紙を基礎としながら、貴学の特性を活かした特色ある取り組みをお聞かせ願いたく存じま

す。

４．聞き取り調査の方法

【調査対象者】○○先生（学長）

○○先生（学生部長）

○○様（○○学部○○学科）

○○様（○○学部○○学科）

【実施方法】 によるオンライン形式

【調査時間】教職員、学生各１時間
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５．聞き取り担当者及び記録係

【聞き取り担当者】○○（質保証における学生参画に関する調査研究部会調査研究員・

○○大学）

【記録係】○○（大学基準協会）

＜質保証における学生参画のあり方に関する調査研究部会 調査研究員＞

部会長 堀井祐介（大阪大学 教授）

調査研究員 川上忠重（法政大学 教授）

調査研究員 武 寛子（名古屋大学・日本学術振興会特別研究員）

調査研究員 田中正弘（筑波大学 准教授）

調査研究員 鳥居朋子（立命館大学 教授）

調査研究員 山田 勉（名古屋市立大学 教授）

６ インタビュー調査結果の取り扱い

本調査は個人情報の保護に細心の注意を払って行われます。インタビューにおいて得た情

報は、本調査研究の目的にのみ使用します。調査の結果は報告書等として取りまとめるととも

に、本協会における研究発表会などで発表することを予定しています。その際、許可いただける

場合に限り、調査対象大学名及び調査対者の所属部門や職位等の情報を併記することも予定

しています。一方、個人の意見や個人の活動等に関する内容は、調査対象となった方が特定さ

れる形で取り扱うことはありません。

なお、本調査については、一般に妥当的な調査研究上の倫理基準、倫理審査の観点等に照

らして問題が無いことを確認したうえで実施が計画されています。

７ 録音

インタビュー内容の文字起こしのため、録音を許可していただけるかご教示ください。なお、

録音データについては、上記６のとおり、適正に管理するとともに目的外の使用はせず、報告書

等として取りまとめた後は適正に破棄します。

（連絡先）

※略
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公益財団法人 大学基準協会

大学評価研究所

質保証における学生参画のあり方に関する調査研究部会

インタビュー調査項目（対象：教職員）

下記の点について、貴学の状況やお考えをお聞かせください。

・貴学における大学として組織的な学生と教職員の協働による各種のプロジェクトをご紹

介ください。正課・正課外活動のいずれでも構いません。（活動頻度、定例 不定期、活動

の背景や歴史など）

・学生と教職員との協働における組織的な体制は、どのようになっていますか。また、協働

する学生に対するサポート（研修の実施方法や問い合わせへの対応等）はどなたが担って

いますか（例：役職の教員、事務担当者等）。参考にしたいので具体的にご教示ください。

・学生と教職員との協働の結果として現れた、具体的な「成果」を教えてください。教育改

善に限らずそれ以外でも構いません。また、活動を評価する際に、どのような評価基準・

評価指標を用いていますか。

・貴学の内部質保証を進めるプロセスにおいて、どのように学生の参画を得ていますか。特

に、学習・教育改善に結びつくような機関レベル、プログラム（学部・研究科等）レベル、

科目レベルの取り組みについてお答えください。

・今後の学生と教職員の協働による内部質保証への「学生参画」について、率直なご意見を

お聞かせください。ネガティブな意見でも構いません。

以上

＜資料７＞
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公益財団法人 大学基準協会

大学評価研究所

質保証における学生参画のあり方に関する調査研究部会

インタビュー調査項目（対象：学生）

公益財団法人大学基準協会は大学及び短期大学が会員となり運営している大学団体で

す。大学評価を通じて、教育活動等の改善・向上を支援しています。このたび、大学の教

育の改善・向上のために、学生のみなさんがどのように関われば、教育がよりよくなるか

を調査研究しています。その一環で、学生に対するインタビュー調査を行いますので、ご

協力ください。

なお、お答えいただいた内容は、調査研究成果等として公表することがあります。ただ

しその際は、個人が特定される形をとることはありません。その他要領は、大学宛てにお

送りした実施要領をご確認ください。

・ご所属大学のプロジェクトに参加した動機を教えてください。

・自分自身のプロジェクトへの参加によるメリットを教えてください。また、勉学等にはど

のような影響がありましたか。

・参加したプロジェクトにおいて、学生が主体となって教育改善案を作成した経験があれば

教えてください。また、その改善案は実現されましたか。されなかった場合、何が原因だ

と思われますか。

・ご所属大学が自己点検・評価活動（大学自らの状況について、点検及び評価を行い、良い

点や課題等を見出す取り組み）を行っていることを知っていますか。

【知っていた場合】

・そうした活動に参加した経験はありますか。

【ありの場合】

・自身の経験を踏まえて、そうした活動への参加は学生にとってどのようなメリット

があると思いますか。また、参加にあたって課題となると思うことがあれば教えて

ください。

・あなた自身が考える「学生と教職員が協働で実施可能な教育・研究の向上への取り組み方

法」を教えてください。実施されていないアイディアだけでも構いません。

以上

＜資料８＞
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＜資料９＞

大学名・日時 大学側調査協力者 調査者
芝浦工業大学
2023年9月12日（火）
15:00～16:00
（対面）

榊原暢久（教育イノベーション推進センター教
授・ファカルティデベロッパー・ＳＤコーディネー
ター）
鈴木洋（情報システム部部長・ＳＤコーディネー
ター）

川上忠重調査研究員（法政大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

岡山大学
2023年9月25日（月）
13:00～14:00
（オンライン）

和賀崇（教学企画室准教授） 川上忠重調査研究員（法政大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

龍谷大学
2023年9月26日（火）
11:00～12:00
（オンライン）

長谷川岳史（経営学部長、前大学評価支援室
長）
石川達也（内部監査室室長、大学評価支援室
事務部長）
小室昌志（大学評価支援室課長）

鳥居朋子調査研究員（立命館大学）
　（書記：浅井美紀（大学基準協会））

北翔大学
2023年10月18日（水）
14:00～15:00
（対面・オンライン）

松澤衛 （ＦＤ支援委員会委員長、教育文化学
部芸術学科教授）
千葉道博（教育支援総合センター　学生生活支
援オフィス）

田中正弘調査研究員（筑波大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

創価大学
2023年10月23日（月）
13:15～14:15
（対面）

西浦昭雄（副学長、全学自己点検・評価委員
長）
望月雅光（経営学部副学部長、地域・産学連携
センター長）
栃木哲朗（学事第1課課長、大学評価IR事務室
長）

田中正弘調査研究員（筑波大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

創価大学
2023年10月23日（月）
14:30～15:30
（対面）

学生2名 田中正弘調査研究員（筑波大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

北海道教育大学
2023年11月8日（水）
14:00～15:00
(オンライン)

海老名尚（教育担当理事）
小島容子（教育企画課長）
川上恒明（教育企画課副課長）
菅股庄二（教育企画課参事）

堀井祐介部会長（大阪大学）
　（書記：松坂顕範（大学基準協会））

芝浦工業大学
2023年11月16日（木）
11:00～12:00
（オンライン）

学生３名
（同席者：鈴木洋（情報システム部部長・SD
コーディネーター））

川上忠重調査研究員（法政大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

新見公立大学
2024年2月1日（木）
15:00～16:00
（オンライン）

斎藤健司（教育・研究担当理事・学生部長） 鳥居朋子調査研究員（立命館大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

東京女子医科大学
2024年3月1日（金）
10:00～11:00
（オンライン）

西井明子（医学部教授・医学部教育の質向上
委員会委員長）
清水洋子（看護学部教授・看護学部教育の質
向上委員会委員長、看護学部学生部長）
村﨑かがり（医学部教授・医学部学生部長）

川上忠重調査研究員（法政大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

仙台白百合女子大学
2024年3月4日（月）
10:00～11:00
（オンライン）

矢口洋生（学長）
大本泉（人間学部長）
小形美樹（学生部長）

田中正弘調査研究員（筑波大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

仙台白百合女子大学
2024年3月4日（月）
13:00～14:00
（オンライン）

学生2名 田中正弘調査研究員（筑波大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

熊本大学
2024年3月8日（金）
14:00～15:00
（オンライン）

荒田良則（生命科学系事務部医薬保健学系事
務課医学系事務チーム教務担当）
山本香織（学生支援部教育支援課学務企画
チーム教育評価担当）

堀井祐介部会長（大阪大学）
　（書記：松坂顕範（大学基準協会））

東京女子医科大学
2024年3月12日（火）
10:30～11:30
（オンライン）

学生3名 川上忠重調査研究員（法政大学）
　（書記：加藤美晴（大学基準協会））

※敬称略

※所属・役職はインタビュー当時のもの

インタビュー調査記録協力大学一覧
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＜ ＞

（ニューイングランド地区アクレディテーション協会）

スタンダード 計画と評価
評価

教育機関の主要な評価の焦点は、教育プログラムの質、完全性、有効性である。評価の
努力と体系的なアセスメントは、教育内容、学生の学習、学生の経験を改善する上で明らか
に効果的である。学生、元学生、その他の関係者からの体系的なフィードバックは、教育機
関の改善において実証可能な要素である。

.7 The institution’s principal evaluation focus is the quality, integrity, and effectiveness of 

スタンダード 組織とガバナンス
内部ガバナンス

最高経営責任者（ ）および上級管理職は、確立された組織の仕組みと手続きに則
り、教員、学生、その他の管理職、および職員と協議し、彼らの懸念、ニーズ、イニシアチ
ブに適切に対応している。教育機関の内部ガバナンスは、構成員の適切な参加を促し、コミ
ュニケーションを促進し、教育機関の質を効果的に向上させる。

ガバナンス・システムは、学生が直接的かつ合理的な利害を有する事項については、
学生の意見や判断を考慮する規定を設けている。

institution’s internal governance provides for the appropriate participation of its 

＜資料10＞ 米国の学生参画に関する基準・ガイドライン
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スタンダード
アカデミックプログラム
学問の質の保証

教育機関が直接管理できないリソース（例えば、教室、情報資源、情報技術、試験会
場など）に依存する場合は、書面による合意によって、それらのリソースの合理的な継続利
用を保証する。そのような資源の利用状況および手続きに関する明確な説明は、それらを必
要とする学生が容易に入手できるようにする。 も参照）

スタンダード・ナイン
誠実さ、透明性、情報公開
高潔性

教育機関は、組織の誠実性を確保するための明確な方針を定め、公表している。その中
には、教職員や学生からの苦情を公正に解決するための適切な方針と手続きが含まれる。
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（中部地区アクレディテーション協会）

基準 ガバナンス、リーダーシップ、および管理
基準（
認定された教育機関は、以下の属性または活動を有し、それを実証している：

統治機関、管理職、教職員、学生を含む各構成員による意思決定の役割、責任、説明責
任を明確化し、透明性のあるガバナンス構造；
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（北中部地区アクレディテーション協会）

基準 組織的有効性、資源および計画
教育機関の資源、構造、プロセスは、その使命を果たし、教育の質を向上させ、将来の課題
と機会に対応するために十分である。
コア・コンポーネント

教育機関のリーダーシップは、その管理構造と協力的なプロセスを通じて、効果的で
あることを示し、教育機関がその使命を果たすことを可能にしている。

教育機関のシェアード・ガバナンスは、計画、方針、手続きを通じて、理事会、
管理職、教員、職員、学生を含む内部構成員を巻き込んでいる。
教育機関の管理部門は、教育機関とその構成員の最善の利益のために、情報に
基づいた意思決定を行うためにデータを使用している。
教育機関の管理部門は、効果的な協力体制を通じて、教員および必要に応じて
職員や学生が、学問的要件、方針およびプロセスの設定に関与することを保証
する。

The institution’s resources, structures, and processes are sufficient to fulfill its mission, 

Through its administrative structures and collaborative processes, the institution’s

—
—

The institution’s administration uses data to reach informed decisions in the best

The institution’s administration ensures that faculty and, 

想定される慣行
誠実さ： 倫理的かつ責任ある行動
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教育機関は、学生やその他の有権者からの苦情を受け付け、苦情に適時に対応し、苦情
を分析してプロセスを改善するための明確な手順を確立し、公表する。教育機関は、苦情を
申し出た者に対して報復を行わない。

学生の苦情に関する教育機関の記録
教育機関は、苦情の処理、およびその処理が苦情や苦情の処理に関する教育機関の方針およ
び手順にどのように適合しているかを含め、受理した学生の苦情の記録を保管しているこ
とを証明できるものとする。要請があった場合、教育機関は に対し、定期的に学生が
受けた苦情に関するデータを分析し、教育機関の改善の機会を特定していることを証明で
きるものとする。

comports with the institution’s policies and procedures on the handling of
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（南部地区アクレディテーション協会）

アクレディテーションのプロセス
初認定および継続認定のプロセスには、機関内部の構成員による集団的な分析と判断、機関
外部の専門家による情報に基づいた審査、 評議員会の選出メンバーによる理性
的な決定が含まれる。認定された教育機関は、定期的に、管理職、職員、教員、学生、評議
員、その他適切な関係者が参加する内部レビューを実施する。内部評価では、教育機関が掲
げる使命の達成に向けた効果、「認証評価の原則」の遵守状況、学生の学習の質および構成
員に提供されるプログラム・サービスの質を向上させるための努力、使命達成の成功例など
を検討することができる： また、学生の学習の質を高め、各構成員に提供されるプログラ
ムやサービスの質を向上させるための取り組みや、使命の達成における成果を検討するこ
とができる。内部審査の最終段階では、理事会を代表する相互評価者が専門的見地から当該
機関の予備的評価を行い、選出された 理事会メンバーが、当該機関がアクレデ
ィテーション要件に適合しているかどうかの最終判断を下す。

by the institution’s internal constituencies, an informed review by peers external to the 

determination of an institution’s compliance with the accreditatio
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（北西部地区アクレディテーション協会）

認定審査プロセスに関して
機関としての自己評価の価値と重要性を強調し、アクレディテーション審査プロセスを

支援するための適切な証拠を作成する。
コンプライアンス違反のリスクのある機関に対しては、より多くの時間と支援が必要で

あることを認識する。
公平かつ客観的な判断を促し、利害の対立を避けるため、類似の機関の適格な審査員を

用いて審査を実施する。
教育機関に対し、教育機関のレビューチームに特定の人物が任命されることについて、

理由があれば異議を申し立てる機会を提供する。
アクレディテーションの審査過程において、管理職、職員、教員、学生、理事会メン

バーとの面談を手配する。

The Commission maintains a commitment to: …

person(s) to the institution’s review team.

基準 ：ガバナンス、資源、能力
教育機関の意思決定の仕組みとプロセスは、文書化され一般に公開されており、各

自が直接的かつ合理的な利害を有する事柄について、教職員、管理者、学生の意見を考慮
するための規定が含まれていなければならない。
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2.A.4 The institution’s decision

方針と手続き
教育機関は、方針および手続きを策定し、そのウェブサイトを含め、広く公表する。

教育機関の単位互換に関する方針は、教育プログラムの完全性を維持し、学業目標
を達成するために教育単位、資格、学位の取得を望む学生の効率的な移動を促進するもの
である。

学生の権利と責任に関する教育機関の方針および手続きには、学業に対する誠実
さ、行動、不服申し立て、苦情処理、障害者への配慮に関する規定が含まれるべきである
が、これらに限定されるものではない。

教育機関の学業および管理運営上の方針・手続きには、教育機関が期待する水準で
学生が 合理的な確率で成功を収めることができるよう、前提となる知識、技能、能力を
評価し、コースやプログラ ムへの学生の入学を指導する入学およびプレースメント方針
が含まれるべきである。このような方針には、不服申し立てや再入学に関する方針を含
め、教育プログラムの継続と終了に関する方針も含まれる。

学生の記録の安全な保管に関する教育機関の方針および手続きには、秘密保持、公
開、確実なバックアップと検索可能性に関する規定が含まれていなければならない。

2.C.1 The institution’s transfer

2.C.2 The institution’s policies and procedures related to 

2.C.3 The institution’s academic and administrative policies and procedures should include

reasonable probability of student success at a level commensurate with the institution’s 
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2.C.4 The institution’s policies and procedures regarding the secure retention of student

機関の完全性
教育機関は、発表、声明、出版物を通じて、自らを明確、正確、かつ一貫して表現

する。学生や一般市民に対して、教育意図、プログラム、サービスを伝え、教育プログラ
ムが適時に修了できることを示す。教育機関は、その使命、プログラム、サービスに関す
るすべての表現が正確かつ完全であるよう、定期的に出版物を見直す。

教育機関は、一般市民、 、外部組織との対応を含め、その経営と運営にお
いて、学生、教員、管理職、職員、その他の利害関係者、有権者に対する公正かつ公平な
処遇を含め、高い倫理基準を提唱し、これを遵守し、模範とする。教育機関は、苦情およ
び苦情の処理が、公正、公平かつ適時に行われることを保証する。

教育機関は、理事会メンバー、管理職、教員、職員の利益相反を禁止する明確に定
義された方針を遵守する。

学生支援リソース
教育機関は、以下の項目を含む最新の正確な情報を、カタログに掲載するか、学生

およびその他の利害関係者が入手可能な方法で提供する。
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学生およびその他の利害関係者が利用できる方法で、以下を含む最新かつ正確な情報を提
供する： 教育機関の使命、入学要件および手続き、成績評価に関する方針、学位および
プログラム修了要件、期待される学習 成果、必修科目の順序、学生の通常の学習進度お
よび開講頻度に基づく修了予定時期など、教育課程およびコースに関する情報、管理職お
よび専任教員の氏名、職位、取得学位、授与機関、行動、権利、責任に関する規則および
規定、授業料、手数料、その他のプログラム費用、入学を辞退する学生に対する返金方針
および手続き、学資援助の機会および要件、学事日程など。

＜そのほか参考情報＞
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（西部地区アクレディテーション協会）

委員会の適正業務および倫理的行動規範
委員会は、以下のことに取り組んでいる：

アクレディテーション審査プロセスについて
組織の自己評価の価値と重要性を強調し、アクレディテーション審査プロセスを支える適

切なエビデンスを作成する。
公平かつ客観的な判断を促し、利害の対立を回避する条件のもと、適格な同業者を用いて

審査を実施する。
教育機関の審査チームへの人物の割り当てについて、教育機関に、理由があれば異議を申

し立てる機会を提供する。
認証評価の審査過程において、管理職、教員、学生、理事会メンバーとの面談を手配する。

…the Commission maintains a commitment to:

•

•

•

the institution’s review team.
•

基準 ： 組織の目的を明確にし、教育目的を確保する
誠実さと透明性

教育機関は、その教育目標、プログラム、サービス、費用について、学生および広く社会に
対して正直に表明する。教育機関は、その教育プログラムが適時に修了できることを示す。
教育機関は、学生の行動、苦情、研究における被験者、障害、および返金や学資援助を含む
財政的な問題に対処するための確立された方針と手続きを通じて、学生を公正かつ公平に
扱う。
ガイドライン 学生の苦情や不服申し立て、払い戻しなどに関する方針を公表しているか、
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容易に入手できる状態にある。この教育機関には、これらの方針違反に関して不利な指摘を
受けた履歴はない。学生からの苦情に関する記録が 年間保存されている。教育機関は、提
供する単位の種類、および学位取得単位と非学位取得単位を明確に定義・区別し、成績証明
書に授与される単位の種類と意味を正確に明記している。成績評価および学生評価に関す
る教育機関の方針が明示されており、必要に応じて異議申し立ての機会を提供している。

institution’s policy on grading and student evaluation is clearly stated and provides 

基準 ：質の保証、組織の学習、改善に取り組む組織づくり
組織の学習と改善

卒業生、雇用者、実務家、学生、その他教育機関が指定する者を含む適切な利害関係者が、
教育プログラムの評価と調整に定期的に関与する。
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＜その他参考情報＞
（ ）
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Survey on Student Participation in Quality Assurance: Exploring the 
Latest Framework in U.S. Regional Accreditation Agencies

Purpose:

Dear Accreditation Agencies,

In recent years, the importance of involving diverse stakeholders in internal quality assurance by 

universities and external evaluation by accreditation agencies has been highlighted. Particularly, the 

participation of students in ensuring the quality of higher education has been implemented in countries 

including Europe. We are conducting research to investigate the feasibility of implementing such 

initiatives in Japan. As part of this effort, we aim to gain a detailed understanding of the current 

practices and perceptions of student involvement in internal quality assurance in universities, external 

quality assurance by accreditation agencies, and the operation of such agencies in the United States. 

We appreciate your cooperation.

We have compiled information obtained from web pages, categorized by institution, as attached for 

your reference. We will inform you of the results once the data has been analyzed.

Criteria and Guidelines for Internal Quality Assurance in Universities:

1. To what extent do you seek student involvement in decision-making processes at the institutional

level?

a) Minimal involvement - Decision-making processes are primarily handled by administrators and

faculty members without significant student input.

b) Limited involvement - Students are consulted on certain issues, but their involvement in decision-

making processes at the institutional level is minimal.

c) Moderate involvement - Students have the opportunity to provide input and participate in decision-

making processes at the institutional level, but the final decisions are made by administrators and 

faculty members.

d) Extensive involvement - Students play a significant role in decision-making processes at the

institutional level, with their input being given substantial weight and influence.

e) Full involvement - Students have equal decision-making power with administrators and faculty

members at the institutional level, with their perspectives and preferences being fully integrated into 

the decision-making processes.

2. To what extent do you seek student involvement in curriculum design and assessment methods at

＜資料11＞ 米国アンケート調査（英文）
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the program level?

a) Minimal involvement - Curriculum design and assessment methods are primarily determined by

faculty members without significant student input.

b) Limited involvement - Students are consulted on certain aspects of curriculum design and

assessment methods at the program level, but their involvement is minimal.

c) Moderate involvement - Students have the opportunity to provide input and participate in

curriculum design and assessment methods at the program level, but the final decisions are made by 

faculty members.

d) Extensive involvement - Students play a significant role in curriculum design and assessment

methods at the program level, with their input being given substantial weight and influence.

e) Full involvement - Students have equal decision-making power with faculty members in curriculum

design and assessment methods at the program level, with their perspectives and preferences being 

fully integrated into the process.

3. To what extent do you seek student involvement in classroom activities and collaborative projects

at the course level?

a) Minimal involvement - Classroom activities and collaborative projects are primarily led by the

instructor without significant student input.

b) Limited involvement - Students are occasionally given opportunities to provide input and participate

in classroom activities and collaborative projects at the course level, but their involvement is limited.

c) Moderate involvement - Students have the opportunity to contribute ideas and participate in

classroom activities and collaborative projects at the course level, but the instructor maintains control 

over the overall direction.

d) Extensive involvement - Students play a significant role in shaping classroom activities and

collaborative projects at the course level, with their input being given substantial weight and influence.

e) Full involvement - Students have equal decision-making power with the instructor in designing and

implementing classroom activities and collaborative projects at the course level, with their 

perspectives and preferences being fully integrated into the process.

4. To what extent do you seek student involvement in institutional governance structures?

a) Minimal involvement - Student involvement in institutional governance structures is limited or

nonexistent.

b) Limited involvement - Students are consulted or have representation in certain governance

structures, but their involvement is minimal.

c) Moderate involvement - Students have the opportunity to provide input and participate in

institutional governance structures, but the final decisions are primarily made by administrators and 
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faculty members.

d) Extensive involvement - Students play a significant role in institutional governance structures, with

their input being given substantial weight and influence.

e) Full involvement - Students have equal decision-making power with administrators and faculty

members in institutional governance structures, with their perspectives and preferences being fully 

integrated into the decision-making processes.

5. To what extent do you seek student involvement in program evaluation and improvement processes?

a) Minimal involvement - Students have little or no involvement in program evaluation and

improvement processes.

b) Limited involvement - Students are occasionally consulted or have limited opportunities to provide

input in program evaluation and improvement processes.

c) Moderate involvement - Students have the opportunity to provide feedback and participate in

program evaluation and improvement processes, but the final decisions are primarily made by faculty 

members and administrators.

d) Extensive involvement - Students play a significant role in program evaluation and improvement

processes, with their input being given substantial weight and influence.

e) Full involvement - Students have equal decision-making power with faculty members and

administrators in program evaluation and improvement processes, with their perspectives and 

preferences being fully integrated into the decision-making processes.

6. What kind of compensation do you seek for students who participate as evaluators in the internal

quality assurance process?

a) No compensation - Students participate as evaluators in the internal quality assurance process

voluntarily without any compensation.

b) Stipend - Students receive a small stipend or financial compensation for their participation as

evaluators in the internal quality assurance process.

c) Academic credit - Students earn academic credit or recognition for their participation as evaluators

in the internal quality assurance process.

d) Professional development opportunities - Students gain professional development opportunities,

such as training or workshops, as compensation for their participation as evaluators in the internal 

quality assurance process.

e) Combination - Students receive a combination of compensation options, such as a stipend, academic

credit, and professional development opportunities, for their participation as evaluators in the internal 

quality assurance process.
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7. What benefits have you observed from incorporating student participation in internal quality

assurance processes?

a) Enhanced student engagement - Student participation in internal quality assurance processes

increases their engagement and investment in the institution's quality improvement efforts.

b) Improved decision-making - Including student perspectives in internal quality assurance processes

leads to more well-rounded and informed decision-making.

c) Increased accountability - Student involvement in internal quality assurance processes promotes

transparency and accountability within the institution.

d) Enhanced program relevance - Student participation helps ensure that programs and services align

with the needs and expectations of the student body.

e) All of the above - Incorporating student participation in internal quality assurance processes brings

about all the mentioned benefits, including enhanced student engagement, improved decision-making, 

increased accountability, and enhanced program relevance.

f) Other (please specify): ___________

8. Based on your expertise, have universities encountered any challenges or limitations when

implementing student participation initiatives? If so, please select the most relevant option.

a) Lack of institutional support - Some universities may face challenges in obtaining sufficient support

from administrators and faculty members for student participation initiatives.

b) Resistance to change - There may be resistance from some stakeholders who are not accustomed to

including students in decision-making processes.

c) Limited student representation - Universities may struggle to ensure diverse and representative

student participation in initiatives, potentially excluding certain student groups.

d) Time and resource constraints - Implementing student participation initiatives may require

additional time and resources that universities may struggle to allocate.

e) All of the above - Universities may encounter any combination of the mentioned challenges or

limitations, including lack of institutional support, resistance to change, limited student representation, 

and time and resource constraints.

f) Other (please specify): ___________

9. Additional Comments:

Please feel free to provide any additional comments, insights, or suggestions regarding student 

participation in ‘Criteria and Guidelines for Internal Quality Assurance in Universities’.
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Accreditation Process as External Quality Assurance:

1. How are students involved in external evaluation processes at the institutional level?

a) No or limited involvement - Students may have no or limited opportunities to provide feedback or

participate in external evaluation processes at the institutional level.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during external evaluation

processes, but their involvement is primarily advisory in nature.

c) Active participation - Students actively participate in external evaluation processes, providing input,

evidence, and engaging in discussions with external evaluators.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in external

evaluation processes, ensuring their perspectives are directly included in decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with external evaluators, working together to assess and

evaluate institutional practices and outcomes.

2. To what extent are students engaged in external program reviews and accreditation processes at the

program level?

a) No or limited engagement - Students may have no or limited opportunities to provide feedback or

participate in external program reviews and accreditation processes at the program level.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during external program

reviews and accreditation processes, but their involvement is primarily advisory in nature.

c) Active participation - Students actively participate in external program reviews and accreditation

processes, providing input, evidence, and engaging in discussions with external reviewers or 

accreditors.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in external

program reviews and accreditation processes, ensuring their perspectives are directly included in 

decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with external reviewers or accreditors, working together to

assess and evaluate program practices and outcomes.
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3. To what extent are students involved in external quality assurance agencies' site visits and

evaluations?

a) No or limited involvement - Students may have no or limited opportunities to participate in external

quality assurance agencies' site visits and evaluations.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during external quality

assurance agencies' site visits and evaluations, but their involvement is primarily advisory in nature.

c) Active participation - Students actively participate in external quality assurance agencies' site visits

and evaluations, providing input, evidence, and engaging in discussions with the visiting team.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in external

quality assurance agencies' site visits and evaluations, ensuring their perspectives are directly included 

in decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with the visiting team from external quality assurance agencies,

working together to assess and evaluate institutional practices and outcomes.

4. How are students engaged in the development and review of external quality assurance criteria and

standards?

a) No or limited engagement - Students may have no or limited opportunities to provide feedback or

participate in the development and review of external quality assurance criteria and standards.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during the development and

review of external quality assurance criteria and standards, but their involvement is primarily advisory 

in nature.

c) Active participation - Students actively participate in the development and review of external quality

assurance criteria and standards, providing input, evidence, and engaging in discussions with relevant 

stakeholders.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in the

development and review of external quality assurance criteria and standards, ensuring their 

perspectives are directly included in decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with relevant stakeholders in the development and review of

external quality assurance criteria and standards, working together to ensure their perspectives and 

needs are considered.

5. How is student participation utilized in the accreditation process?

a) No or limited utilization - Student participation may have no or limited impact on the

accreditation process, with their involvement primarily focused on providing feedback or 

testimonies.
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b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during the accreditation

process, but their involvement is primarily advisory in nature.

c) Active participation - Students actively participate in the accreditation process, providing input,

evidence, and engaging in discussions with accreditation bodies.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in the

accreditation process, ensuring their perspectives are directly included in decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with accreditation bodies, working together to assess and

evaluate institutional practices and outcomes, and to ensure student perspectives are integrated into 

the accreditation process.

6. What type of compensation do student evaluators receive for their participation in accreditation

process as external quality assurance?

a) No compensation - Student evaluators may participate in the accreditation process as external

quality assurance voluntarily without any compensation.

b) Stipend - Student evaluators receive a small stipend or financial compensation for their participation

in the accreditation process as external quality assurance.

c) Academic credit - Student evaluators earn academic credit or recognition for their participation in

the accreditation process as external quality assurance.

d) Professional development opportunities - Student evaluators gain professional development

opportunities, such as training or workshops, as compensation for their participation in the 

accreditation process as external quality assurance.

e) Combination - Student evaluators receive a combination of compensation options, such as a stipend,

academic credit, and professional development opportunities, for their participation in the 

accreditation process as external quality assurance.

f) No student evaluators involved.

7. What are the potential challenges or concerns associated with student participation in accreditation

process as external quality assurance? 

a) Limited experience and expertise - Students may lack the necessary experience and expertise to

effectively evaluate and assess institutional quality during the accreditation process.

b) Conflict of interest - Student evaluators may face challenges in maintaining objectivity and

impartiality, especially if they have personal connections or vested interests within the institution 

being evaluated.

c) Time commitment - Participating in the accreditation process as external quality assurance may

require a significant time commitment, which can be challenging for students who are also juggling 

academic and personal responsibilities.
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d) Lack of institutional support - Some institutions may not fully support or provide the necessary

resources for student participation in the accreditation process as external quality assurance.

e) All of the above - Student participation in the accreditation process as external quality assurance

may encounter any combination of the mentioned challenges or concerns, including limited 

experience and expertise, conflict of interest, time commitment, and lack of institutional support. 

f) Other (please specify): ___________

8. Are there any specific strategies or best practices that U.S. regional accreditation agencies use to

effectively involve students in quality assurance? 

a) Student representation on accreditation review teams - Regional accreditation agencies may

include student representatives as part of the accreditation review teams that visit institutions for 

evaluation.

b) Student surveys and feedback - Accreditation agencies may administer surveys or collect

feedback from students to gather their perspectives on institutional quality and effectiveness.

c) Student focus groups or interviews - Accreditation agencies may conduct focus groups or

interviews with students to gain deeper insights into their experiences and perspectives on 

institutional quality.

d) Student involvement in self-study processes - Accreditation agencies may encourage institutions

to involve students in the self-study process, where students provide input and evidence for the 

institution's self-evaluation.

e) Collaboration with student organizations - Accreditation agencies may actively collaborate with

student organizations to ensure student voices are heard and incorporated into quality assurance 

processes.

f) All of the above - Regional accreditation agencies may utilize any combination of the mentioned

strategies or best practices to effectively involve students in quality assurance, including student 

representation, surveys and feedback, focus groups or interviews, involvement in self-study 

processes, and collaboration with student organizations.

g) Other (please specify): ___________

9. Additional Comments:

Please feel free to provide any additional comments, insights, or suggestions regarding student 

participation in ‘Accreditation Process as External Quality Assurance’.
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Accreditation Agency Operations:

1. How are students involved in the operations of the quality assurance agency?

a) No or limited involvement - Students may have no or limited opportunities to participate in the

operations of the quality assurance agency.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during certain operations of

the quality assurance agency, but their involvement is primarily advisory in nature.

c) Active participation - Students actively participate in the operations of the quality assurance agency,

providing input, evidence, and engaging in discussions with agency members.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in the

operations of the quality assurance agency, ensuring their perspectives are directly included in 

decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with agency members, working together to shape and improve

the operations of the quality assurance agency.

2. To what extent are students engaged in the development and review of quality assurance policies

and procedures?

a) No or limited engagement - Students may have no or limited opportunities to provide feedback or

participate in the development and review of quality assurance policies and procedures.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during the development and

review of quality assurance policies and procedures, but their involvement is primarily advisory in 

nature.

c) Active participation - Students actively participate in the development and review of quality

assurance policies and procedures, providing input, evidence, and engaging in discussions with 

relevant stakeholders.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in the

development and review of quality assurance policies and procedures, ensuring their perspectives are 

directly included in decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with relevant stakeholders in the development and review of
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quality assurance policies and procedures, working together to ensure their perspectives and needs are 

considered.

3. How are students involved in the decision-making processes of the quality assurance agency?

a) No or limited involvement - Students may have no or limited opportunities to participate in the

decision-making processes of the quality assurance agency.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during certain decision-

making processes of the quality assurance agency, but their involvement is primarily advisory in nature.

c) Active participation - Students actively participate in the decision-making processes of the quality

assurance agency, providing input, evidence, and engaging in discussions with agency members.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in the decision-

making processes of the quality assurance agency, ensuring their perspectives are directly included in 

the decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with agency members, working together to make decisions and

shape the policies and practices of the quality assurance agency.

4. To what extent are students engaged in the review and validation of quality assurance agency reports

and recommendations?

a) No or limited engagement - Students may have no or limited opportunities to provide feedback or

participate in the review and validation of quality assurance agency reports and recommendations.

b) Consultation - Students are consulted and their perspectives are sought during the review and

validation of quality assurance agency reports and recommendations, but their involvement is 

primarily advisory in nature.

c) Active participation - Students actively participate in the review and validation of quality assurance

agency reports and recommendations, providing input, evidence, and engaging in discussions with 

agency members.

d) Student representation - Students are appointed or elected to serve as representatives in the review

and validation of quality assurance agency reports and recommendations, ensuring their perspectives 

are directly included in decision-making.

e) Collaboration - Students collaborate with agency members in the review and validation of quality

assurance agency reports and recommendations, working together to ensure their perspectives and 

needs are considered.

5. In the operation of accreditation agencies, how do you utilize student participation?

a) Student representation on accreditation boards or committees - Accreditation agencies may include

student representatives as members of their boards or committees, allowing them to contribute to 
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decision-making processes.

b) Student input in accreditation criteria and standards development - Accreditation agencies may seek

student input and feedback during the development or revision of accreditation criteria and standards.

c) Student involvement in site visits and evaluations - Accreditation agencies may involve students in

site visits and evaluations, allowing them to provide insights and perspectives on institutional quality.

d) Student surveys and feedback - Accreditation agencies may administer surveys or collect feedback

from students to gather their perspectives on institutional quality and effectiveness.

e) Collaboration with student organizations - Accreditation agencies may actively collaborate with

student organizations to ensure student voices are heard and incorporated into accreditation processes.

f) All of the above - Accreditation agencies may utilize any combination of the mentioned strategies,

including student representation, input in criteria development, involvement in site visits, surveys and 

feedback, and collaboration with student organizations, to effectively utilize student participation in 

their operations.

g) Other (please specify): ___________

6. What type of compensation do student committee members receive for their participation in

accreditation agency operations?

a) No compensation - Student committee members may participate in accreditation agency operations

voluntarily without any compensation.

b) Stipend - Student committee members receive a small stipend or financial compensation for their

participation in accreditation agency operations.

c) Academic credit - Student committee members earn academic credit or recognition for their

participation in accreditation agency operations.

d) Professional development opportunities - Student committee members gain professional

development opportunities, such as training or workshops, as compensation for their participation in 

accreditation agency operations.

e) Combination - Student committee members receive a combination of compensation options, such

as a stipend, academic credit, and professional development opportunities, for their participation in 

accreditation agency operations.

f) No student committee members involved.

7. Additional Comments:

Please feel free to provide any additional comments, insights, or suggestions regarding student 

participation in ‘Accreditation Agency Operations’.
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Good Practices and Recent Accreditation Results etc.：

1. Could you please provide information about the good practices recognized at universities in terms

of student involvement in quality assurance, based on recent accreditation results, if possible?

2. If you are available, would you be open to a one-hour Zoom meeting to discuss your survey

responses? If so, please kindly provide your contact information below, and we will arrange a suitable 

time.

We kindly request your insightful responses to the above questions, which will contribute to the 

development of a robust student participation framework in Japanese universities. Your expertise and 

experiences will empower us to enhance the quality assurance practices and promote a student-

centered educational environment.

I sincerely appreciate your valuable time and cooperation.

Respectfully yours,
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[Your Name]
[Your Affiliation]

Please provide the following information for our survey records:

Organization Name: ___________

Department/Unit: ___________

Name of Respondent: ___________

Contact Information (email address) : ___________
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（日本語訳）

学生参加による高等教育の質保証に関する調査
―米国の地域アクレディテーション機関の最新枠組みの探求―

目的

近年、大学による内部質保証とアクレディテーション機関による外部評価において、多様
なステークホルダーが関与することの重要性が、高等教育の専門家や政策立案者によって
強調されています。特に、高等教育の質を保証するための学生の参加は、ヨーロッパを含む
世界のいくつかの国で実施されています。私たちは、このような取り組みを日本で実施する
可能性を調査するための研究を行っています。この取り組みの一環として、米国における大
学の内質保証、アクレディテーション機関による外部質保証、またそうした機関の運営にお
ける、学生関与の現状と認識を詳細に理解することを目指しています。

ウェブページから得た情報を、機関ごとに分類して参照用資料として添付しました。
データ分析が完了次第、結果をお知らせいたします。
以下の回答にご協力いただけますと幸いです。

大学における内部質保証の基準とガイドライン

機関レベルでの意思決定プロセスにおいて、どの程度学生の関与を求めていますか？
最も関連性の高い回答を一つ選んでください。

最小限の関与 – 意思決定プロセスは、主にアドミニストレーターと教員が担当し、学生
の意見はあまり反映されない。

限定的な関与 – 学生はある特定の問題について相談されるが、機関レベルでの意思決
定プロセスにおける関与は最小限である。

適度な関与 – 学生は機関レベルでの意思決定プロセスに、意見を提供し参加する機会が
あるが、最終的な決定はアドミニストレーターと教員によって行われる。

広範な関与 – 学生は機関レベルでの意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たし、
その意見はかなりの重みと影響力を与えられる。

完全な関与 – 学生は機関レベルではアドミニストレーターや教員と同等の意思決定権
を持ち、その視点や希望が意思決定プロセスに完全に組み込まれている。

プログラムレベルでのカリキュラム設計および評価方法において、どの程度学生の関与
を求めていますか？最も関連性の高い回答を一つ選んでください。

最小限の関与 – カリキュラム設計および評価方法は、主に教員によって決定され、学生
の意見はあまり反映されない。

限定的な関与 – 学生はプログラムレベルでのカリキュラム設計および評価方法のある

＜資料12＞ 米国アンケート調査（日本語）
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（日本語訳）

特定の面について相談されるが、関与は最小限である。
適度な関与 – 学生はプログラムレベルでのカリキュラム設計および評価方法に、意見を

提供し参加する機会があるが、最終的な決定は教員によって行われる。
広範な関与 – 学生はプログラムレベルでのカリキュラム設計および評価方法において

重要な役割を果たし、その意見はかなりの重みと影響力を与えられる。
完全な関与 – 学生はプログラムレベルでのカリキュラム設計および評価方法において、

教員と同じ意思決定権を持ち、その視点や希望がそのプロセスに完全に組み込まれている。

科目レベルでの授業活動および共同プロジェクトにおいて、どの程度学生の関与を求め
ていますか？最も関連性の高い回答を一つ選んでください。

最小限の関与 – 授業活動および共同プロジェクトは、主に教員によって主導され、学生
の意見はあまり反映されない。

限定的な関与 – 学生は科目レベルでの授業活動および共同プロジェクトのある特定の
面について、意見を提供し参加する機会が与えられるが、その関与は限定的である。

適度な関与 – 学生は科目レベルでの授業活動および共同プロジェクトに、意見を提供し
参加する機会があるが、全体的な方向性は教員がコントロールする。

広範な関与 – 学生は科目レベルでの授業活動および共同プロジェクトの形成において
重要な役割を果たし、その意見はかなりの重みと影響力を与えられる。

完全な関与 – 学生は科目レベルでの授業活動および共同プロジェクトの設計および実
施において、教員と同じ意思決定権を持ち、その視点や希望がそのプロセスに完全に組み込
まれている。

機関のガバナンス体制において、どの程度学生の関与を求めていますか？最も関連性の
高い回答を一つ選んでください。

最小限の関与 – 機関のガバナンス体制における学生の関与は限定的または存在しない。
限定的な関与 – 学生はある特定のガバナンス体制に相談されるか参加するが、その関

与は最小限である。
適度な関与 – 学生は機関のガバナンス体制に、意見を提供し参加する機会があるが、最

終的な決定は主にアドミニストレーターと教員によって行われる。
広範な関与 – 学生は機関のガバナンス体制において重要な役割を果たし、その意見は

かなりの重みと影響力を与えられる。
完全な関与 – 学生は機関のガバナンス体制において、アドミニストレーターおよび教員

と同じ意思決定権を持ち、その視点や希望が意思決定プロセスに完全に組み込まれている。

プログラムの評価および改善プロセスにおいて、どの程度学生の関与を求めています
か？最も関連性の高い回答を一つ選んでください。
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最小限の関与 – 学生はプログラムの評価および改善プロセスにほとんどまたは全く関
与していない。

限定的な関与 – 学生はプログラムの評価および改善プロセスで時折相談されるか、意
見を提供する限定的な機会がある。

適度な関与 – 学生はプログラムの評価および改善プロセスに、フィードバックを提供し
参加する機会があるが、最終的な決定は主に教員とアドミニストレーターによって行われ
る。

広範な関与 – 学生はプログラムの評価および改善プロセスにおいて重要な役割を果た
し、その意見はかなりの重みと影響力を与えられる。

完全な関与 – 学生はプログラムの評価および改善プロセスにおいて、教員およびアドミ
ニストレーターと同じ意思決定権を持ち、その視点や希望が意思決定プロセスに完全に組
み込まれている。

内部質保証プロセスの評価者として参加する学生に対して、どのような報酬を求めてい
ますか？

報酬なし – 学生は内部質保証プロセスの評価者として、報酬なしで自主的に参加する。
奨学金 – 学生は内部質保証プロセスの評価者としての参加に対して、少額の奨学金ま

たは財政的な報酬を受け取る。
単位 – 学生は内部質保証プロセスの評価者としての参加に対して、単位または単位認定

を受ける。
専門的な能力開発の機会 – 学生は内部質保証プロセスの評価者としての参加に対する

報酬として、トレーニングやワークショップなどの専門的な能力開発の機会を得る。
組み合わせ – 学生は内部質保証プロセスの評価者としての参加に対する報酬として、奨

学金、単位、専門的な能力開発の機会などの報酬の組み合わせを受け取る。

内部質保証プロセスに学生参加を組み込むことから観察される利点は何ですか？該当す
る回答をすべて選んでください。

学生関与の向上 – 内部質保証プロセスにおける学生の参加は、機関の質向上の取り組み
における学生の関与と投資を高める。

意思決定の向上 – 内部質保証プロセスに学生の視点を含めることは、包括的で十分な
情報に基づく意思決定につながる。

アカウンタビリティの向上 – 内部質保証プロセスにおける学生の関与は、機関内の透明
性とアカウンタビリティを促進させる。

プログラムの妥当性の向上 – 学生の参加は、プログラムとサービスが学生のニーズと
期待に合致する手助けとなる。

上記すべて – 内部質保証プロセスに学生参加を組み込むことにより、学生関与の向上、
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意思決定の向上、アカウンタビリティの向上、プログラムの妥当性の向上を含む、上記のす
べての利点がもたらされる。

利点なし
その他（具体的に記入してください）：

あなたの専門知識に基づいて、大学は学生参加の取り組みを実施する際に何らかの課題
や限界に直面しましたか その場合は、最も適切な選択肢を選んでください。

機関のサポートの欠如 – 一部の大学は、学生参加の取り組みに対するアドミニストレー
ターや教員からの十分なサポートを得ることに課題があるかもしれない。

変化への抵抗 – 意思決定プロセスに学生を含めることに慣れていないステークホルダ
ーからの抵抗があるかもしれない。

学生代表の制限 – 大学は多様で代表的な学生の取り組みへの参加確保に苦労するかも
しれず、特定の学生グループを除外する可能性がある。

時間と資源の制約 – 学生参加の取り組みを実施するには追加の時間と資源が必要であ
り、大学が割り当てるのに苦労するかもしれない。

上記すべて – 大学は、機関のサポートの欠如、変化への抵抗、学生代表の制限、時間と
資源の制約を含む、上記のいずれかの組み合わせの課題や限界に直面するかもしれない。

その他（具体的に記入してください）：

追加のコメント：
大学における内部質保証の基準とガイドラインに関する学生の参加について、追加のコメ
ント、洞察、または提案があれば自由に提供してください。

外部質保証としてのアクレディテーションプロセス

機関レベルでの外部評価プロセスにおける学生の関与はどのように行われていますか？
最も関連する回答を一つ選んでください。

関与なしまたは限定的 学生は機関レベルでの外部評価プロセスに、フィードバックを
提供したり参加したりする機会がほとんどまたはまったくない。
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協議 学生は外部評価プロセス中に相談され、その視点が求められるが、その関与は主
に助言的な性質のものである。

積極的参加 学生は外部評価プロセスに積極的に参加し、意見や証拠を提供し、外部評
価者との議論に参加する。

学生代表 学生は外部評価プロセスで、代表として任命されたり選出されたりして、そ
の視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協力 学生は外部評価者と協力し、機関の実践や成果を評価・検討するために共同で作
業する。

プログラムレベルでの外部プログラムレビューやアクレディテーションプロセスにおけ
る学生の関与の程度はどのようなものですか？最も関連する回答を一つ選んでください。

関与なしまたは限定的 学生はプログラムレベルでの外部プログラムレビューやアク
レディテーションプロセスに、フィードバックを提供したり参加したりする機会がほとん
どまたはまったくない。

協議 学生は外部プログラムレビューやアクレディテーションプロセス中に相談され、
その視点が求められるが、その関与は主に助言的な性質のものである。

積極的参加 学生は外部プログラムレビューやアクレディテーションプロセスに、積極
的に参加し、意見や証拠を提供し、外部評価者やアクレディテーション機関との議論に参加
する。

学生代表 学生は外部プログラムレビューやアクレディテーションプロセスで、代表と
して任命されたり選出されたりして、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協力 学生は外部レビューアーやアクレディテーション機関と協力し、プログラムの実
践や成果を評価・検討するために共同で作業する。

外部質保証機関の現地訪問や評価における学生の関与の程度はどのようなものですか？
最も関連する回答を一つ選んでください。

関与なしまたは限定的 学生は外部質保証機関の現地訪問や評価に参加する機会がほ
とんどまたはまったくない。

協議 学生は外部質保証機関の現地訪問や評価中に相談され、その視点が求められるが、
その関与は主に助言的な性質のものである。

積極的参加 学生は外部質保証機関の現地訪問や評価に積極的に参加し、意見や証拠を
提供し、訪問チームとの議論に参加する。

学生代表 学生は外部質保証機関の現地訪問や評価で、代表として任命されたり選出さ
れたりして、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協力 学生は外部質保証機関の訪問チームと協力し、機関の実践や成果を評価・検討す
るために共同で作業する。
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外部質保証規準と基準の開発と見直しにおける学生の関与はどのように行われています
か？最も関連する回答を一つ選んでください。

関与なしまたは限定的 学生は外部質保証基準と基準の開発と見直しに、フィードバッ
クを提供したり参加したりする機会がほとんどまたはまったくない。

協議 学生は外部質保証基準と基準の開発と見直し中に相談され、その視点が求められ
るが、その関与は主に助言的な性質のものである。

積極的参加 学生は外部質保証基準と基準の開発と見直しに積極的に参加し、意見や証
拠を提供し、関連するステークホルダーとの議論に参加する。

学生代表 学生は外部質保証基準と基準の開発と見直しで、代表として任命されたり選
出されたりして、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協力 学生は関連するステークホルダーと協力し、外部質保証基準と基準の開発と見直
しにおいて、その視点やニーズが考慮されるように共同で作業する。

アクレディテーションプロセスにおける学生の参加はどのように活用されていますか？
最も関連する回答を一つ選んでください。

活用なしまたは限定的 学生の参加はアクレディテーションプロセスにほとんどまた
はまったく影響を与えず、主にフィードバックや証言の提供に焦点を当てられる。

協議 学生はアクレディテーションプロセス中に相談され、その視点が求められるが、
その関与は主に助言的な性質のものである。

積極的参加 学生はアクレディテーションプロセスに積極的に参加し、意見や証拠を提
供し、アクレディテーション機関との議論に参加する。

学生代表 学生はアクレディテーションプロセスで、代表として任命されたり選出され
たりして、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協力 学生はアクレディテーション機関と協力し、機関の実践や成果を評価・検討し、
学生の視点がアクレディテーションプロセスに統合されるように共同で作業する。

アクレディテーションプロセスにおける外部質評価者としての参加に対して、学生評価
者はどのような報酬を受け取りますか？最も関連する回答を一つ選んでください。

報酬なし 学生評価者は報酬を受け取ることなく、アクレディテーションプロセスにお
ける外部質評価者として自主的に参加することがある。

奨学金 学生評価者は外部質評価者としてアクレディテーションプロセスへの参加に
対して小額の奨学金や金銭的報酬を受け取る。

単位 学生評価者は外部質評価者としてアクレディテーションプロセスへの参加に対
して単位または単位認定を受ける。

専門的な能力開発の機会 学生評価者は参加の対価として、トレーニングやワークショ
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ップなどの専門的な能力開発の機会を得る。
組み合わせ 学生評価者は外部質評価者としてアクレディテーションプロセスへの参

加に対して、奨学金、単位、専門的な能力開発の機会などの報酬オプションの組み合わせを
受け取る。

学生評価者は関与していない。

外部質評価者としてのアクレディテーションプロセスへの学生参加に関連する潜在的な
課題や懸念は何ですか？該当する回答をすべて選んでください。

経験と専門知識の制限 学生はアクレディテーションプロセスにおいて、機関の質を効
果的に見出し評価するために必要な経験と専門知識を持っていない可能性がある。

利害の対立 学生評価者は、評価されている機関内に個人的なつながりや既得権益を持
っている場合、客観性と公平性を維持することに課題を抱える可能性がある。

時間的コミットメント 外部品質評価者としてアクレディテーションプロセスに参加
するには、かなりの時間的コミットメントが必要となることがあり、これは学術的および個
人的な責任を同時にこなしている学生にとって難しい課題になる可能性がある。

機関のサポートの欠如 一部の機関は、外部質評価者としてのアクレディテーションプ
ロセスへの学生参加に完全にサポートしたり、必要なリソースを提供したりしていない可
能性がある。

上記すべて 外部質評価者としてのアクレディテーションプロセスへの学生参加は、経
験と専門知識の制限、利害の対立、時間的コミットメント、機関のサポートの欠如など、上
記の課題や懸念の任意の組み合わせに直面する可能性がある。

その他（具体的に記述してください）：

米国の地域アクレディテーション機関は、質保証において学生を効果的に関与させるた
めに、どのような特定の戦略やベストプラクティスを使用していますか？

アクレディテーションレビューチームへの学生代表の参加 地域アクレディテーショ
ン機関は、評価のために機関を訪問するアクレディテーションレビューチームに学生代表
を含めることがある。

学生調査とフィードバック アクレディテーション機関はアンケートを実施したり、学
生からのフィードバックを収集して、機関の質と効果に関するその視点を集めることがあ
る。

学生フォーカスグループやインタビュー アクレディテーション機関は、機関の質に関
するその経験と視点をより深く理解するために、学生とのフォーカスグループやインタビ
ューを実施することがある。

自己評価プロセスへの学生の関与 アクレディテーション機関は、機関が自己評価のた
めの意見や証拠を提供する自己評価プロセスに学生を関与させることを奨励することがあ
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る。
学生組織との協力 アクレディテーション機関は学生組織と積極的に協力し、質保証プ

ロセスに学生の声を聞き、組み込まれるようにすることがある。
上記すべて 地域アクレディテーション機関は、学生代表の参加、調査とフィードバッ

ク、フォーカスグループやインタビュー、自己評価プロセスへの関与、学生組織との協力な
ど、上記の戦略やベストプラクティスの任意の組み合わせを利用して、質保証において学生
を効果的に関与させることがある。

その他（具体的に記述してください）：

追加コメント：
外部質評価者としてのアクレディテーションプロセスへの学生参加に関する追加のコメン
ト、洞察、または提案があれば自由にご提供ください。

アクレディテーション機関の運営

学生は、アクレディテーション機関の運営にどのように関与していますか？最も関連性
の高い回答を つ選んでください。

関与がないまたは限定的 – 学生はアクレディテーション機関の運営に参加する機会が
ないか、または限定的である。

協議 – 学生はアクレディテーション機関のある特定の運営において相談され、その視
点が求められるが、関与は主に助言的な性質のものである。

積極的な参加 – 学生はアクレディテーション機関の運営に積極的に参加し、意見や証拠
を提供し、機関メンバーとの議論に参加する。

学生代表 – 学生はアクレディテーション機関の運営において代表として任命されるか
選出され、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協同 – 学生は機関メンバーと協同し、アクレディテーション機関の運営を形成し改善す
るために共に働く。

学生は、質保証方針と手順の開発および見直しにどの程度関与していますか？最も関連
性の高い回答を つ選んでください。
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関与がないまたは限定的 – 学生は質保証方針と手順の開発および見直しにフィードバ
ックを提供したり、参加したりする機会がないか、または限定的である。

協議 – 学生は質保証方針と手順の開発および見直しにおいて相談され、その視点が求
められるが、関与は主に助言的な性質のものである。

積極的な参加 – 学生は質保証方針と手順の開発および見直しに積極的に参加し、意見や
証拠を提供し、関連するステークホルダーとの議論に参加する。

学生代表 – 学生は質保証方針と手順の開発および見直しにおいて代表として任命され
るか選出され、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協同 – 学生は関連するステークホルダーと協同し、質保証方針と手順の開発および見直
しにおいて、その視点とニーズが考慮されるように共に働く。

学生は、アクレディテーション機関の意思決定プロセスにどのように関与しています
か？最も関連性の高い回答を つ選んでください。

関与がないまたは限定的 – 学生はアクレディテーション機関の意思決定プロセスに参
加する機会がないか、または限定的である。

協議 – 学生はアクレディテーション機関のある特定の意思決定プロセスにおいて相談
され、その視点が求められるが、関与は主に助言的な性質のものである。

積極的な参加 – 学生はアクレディテーション機関の意思決定プロセスに積極的に参加
し、意見や証拠を提供し、機関メンバーとの議論に参加する。

学生代表 – 学生はアクレディテーション機関の意思決定プロセスにおいて代表として
任命されるか選出され、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにする。

協同 – 学生は機関メンバーと協同し、意思決定を行い、アクレディテーション機関の方
針と実践を形成するために共に働く。

学生は、アクレディテーション機関の報告書および勧告の見直しと検証にどの程度関与
していますか？最も関連性の高い回答を つ選んでください。

関与がないまたは限定的 – 学生はアクレディテーション機関の報告書および勧告の見
直しと承認にフィードバックを提供したり、参加したりする機会がないか、または限定的で
ある。

協議 – 学生はアクレディテーション機関の報告書および勧告の見直しと検証において
相談され、その見解が求められるが、関与は主に助言的な性質のものである。

積極的な参加 – 学生はアクレディテーション機関の報告書および勧告の見直しと検証
に積極的に参加し、意見や証拠を提供し、機関メンバーとの議論に参加する。

学生代表 – 学生はアクレディテーション機関の報告書および勧告の見直しと検証にお
いて代表として任命されるか選出され、その視点が意思決定に直接組み込まれるようにす
る。
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協同 – 学生は機関メンバーと協同し、アクレディテーション機関の報告書および勧告の
見直しと検証において、その視点とニーズが考慮されるように共に働く。

アクレディテーション機関の運営において、どのように学生の参加を活用しています
か？最も関連性の高い回答を つ選んでください。

アクレディテーション委員会または委員会の学生代表 – アクレディテーション機関は、
意思決定プロセスに貢献するために、その委員会のメンバーとして学生代表を含むことが
ある。

アクレディテーション基準と標準の開発における学生の意見 – アクレディテーション
機関は、アクレディテーション規準と標準の開発または見直しの際に、学生の意見やフィー
ドバックを求めることがある。

現地訪問と評価における学生の関与 – アクレディテーション機関は、機関の質に関する
洞察と視点の提供を許可するために、学生を現地訪問と評価に関与させることがある。

学生アンケートとフィードバック – アクレディテーション機関は、機関の質と効果に
関する学生の視点を集めるためにアンケートを実施したり、フィードバックを収集したり
することがある。

学生組織との協同 – アクレディテーション機関は、学生の声を聞き、アクレディテーシ
ョンプロセスに組み込まれるように、学生組織と積極的に協同することがある。

上記すべて – アクレディテーション機関は、学生代表の含有、基準開発への意見提供、
現地訪問への関与、アンケートとフィードバック、学生組織との協同など、前述の方略の任
意の組み合わせを活用して、運営における学生の参加を効果的に活用することがある。

その他（具体的に記述してください）

アクレディテーション機関の運営に参加する学生委員会メンバーは、どのような報酬を
受け取りますか？最も関連性の高い回答を つ選んでください。

報酬なし – 学生委員会メンバーは、報酬を受け取らずにアクレディテーション機関の運
営に自主的に参加することがある。

奨学金 – 学生委員会メンバーは、アクレディテーション機関の運営への参加に対して
少額の奨学金や財政的な報酬を受け取る。
単位 – 学生委員会メンバーは、アクレディテーション機関の運営への参加に対して単位

や単位認定を受ける。
専門的な能力開発の機会 – 学生委員会メンバーは、アクレディテーション機関の運営

への参加に対して、トレーニングやワークショップなどの専門的な能力開発の機会を得る。
組み合わせ – 学生委員会メンバーは、奨学金、単位、専門的な能力開発の機会など、報

酬オプションの組み合わせをアクレディテーション機関の運営への参加に対して受け取る。
学生委員会メンバーは関与していない。
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追加コメント
アクレディテーション機関の運営における学生の参加に関する追加のコメント、洞察、また
は提案があれば、自由にご提供ください。

グッドプラクティスと最近のアクレディテーション結果
最近のアクレディテーション結果に基づいて、質保証における学生の関与という点で、

アメリカの大学で認められている実践についての情報を提供してください。

アンケートの回答について ミーティングで 時間お話しすることは可能でしょう
か？もし可能であれば、以下にご連絡先を記入してください。適切な時間を設定いたします。

貴重なご意見をいただきたく、お願い申し上げます。これは、日本の大学における強固な学
生参加の枠組みの開発に寄与するものです。貴方の専門知識と経験は、質保証の実践を向上
させ、学生中心の教育環境を促進する力となることでしょう。

アンケート記録のために、以下の情報を提供してください。

組織名
部門 ユニット
回答者の氏名
メールアドレス

貴重なお時間とご協力に心から感謝いたします。
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敬具
あなたの名前
あなたの所属
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P. (pseudonym)
(Abbreviated below.)

January 17,2024

Subject: Request for Preparation for Upcoming Interview on Student Participation in Quality Assurance

Dear P. (pseudonym),

I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing to you on behalf of Japan University 
Accreditation Association, with regard to our upcoming interview scheduled on January 25,2024(Eastern 
Standard Time). Our agency is deeply committed to assuring and enhancing the quality of higher education 
in Japan, and we are particularly interested in the successful implementation of student participation in 
quality assurance processes, as practiced within the New England Region.

Your insights and experiences are invaluable to us as we seek to understand and potentially integrate 
similar practices within our own framework. To that end, we kindly request your cooperation in preparing 
for the interview by considering the following questions we expect to discuss:

<Student Position>
1. The European Bologna Process recognizes students as actors in the quality assurance of higher
education, prompting a reevaluation of their role and the extent of their involvement. How does PAA 
perceive the role of students in quality assurance? Could you also elaborate on the specific circumstances
and historical context that have shaped student participation in both internal and external quality assurance
processes?

<Appropriate Student Involvement and Modes of Participation>
2. According to your survey responses, PAA expects universities to ensure “moderate involvement” of
students in internal quality assurance at the institutional, program, and course levels. Meanwhile, students
should “actively participate” in external quality assurance processes, with the exception of development
and review of external quality assurance criteria and standards. Could you define what “appropriate student
involvement” means in this context and explain the rationale behind these particular modes of
participation?

<Compensation for Students Participating in Quality Assurance>
3. You indicated that students are not compensated for their contributions to internal and external quality
assurance activities. What is the reasoning behind this policy? It is our belief that offering some form of
reward would encourage students to approach their quality assurance responsibilities with greater
commitment.

<Description in Appendix>
4. The Appendix mentions that participation of students in external quality assurance and accreditation
agency activities was not evident on the PAA website. This may have been an oversight on our part. If
there is a specific URL where this information is detailed, could you please provide it? And, any other
comments on the Appendix as a whole would be appreciated.

<Significance of Student Participation and Message to Japan>
5. Your survey responses highlighted the benefits and various challenges or limitations associated with
student participation in quality assurance. With this in mind, and considering that Japanese universities

＜資料13＞ 米国インタビュー調査依頼状（英文）
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and accreditation agencies are contemplating the inclusion of students in quality assurance, could you 
share insights on the profound significance of student involvement that transcends the immediate benefits?

The above questions are intended to guide our conversation and ensure a comprehensive understanding of 
the various facets of student participation in quality assurance. We believe that your prepared responses 
will greatly benefit our discussion and enable us to learn from the best practices you have established.

We appreciate the time and effort you will invest in preparing for this interview. Your expertise not only 
contributes to the betterment of our own agency but also to the broader international community committed 
to the continuous improvement of higher education standards.

Please do not hesitate to contact us if you require any further information or assistance in your preparations. 
We are looking forward to a fruitful exchange of ideas and a collaborative relationship moving forward.

Thank you very much for your attention to this matter and your anticipated cooperation.

Warm regards,
Tsutomu Yamada (Ph.D.)
Researcher of the Research Group on Student Participation in Quality Assurance
(I am deeply honored to have the opportunity to interview Dr. O’Brien. Thirteen years ago, I was 
profoundly impressed by the doctor's lecture titled "Accreditation Visits: Assuring and Improving Quality 
through Peer Review" at a symposium hosted by JUAA. For more information about the sender of this 
request, please refer to the LinkedIn profile at https://jp.linkedin.com/in/tsutomu-yamada-74879427.)

Yusuke Horii (Ph.D.)
Chief Researcher of the Research Group on Student Participation in Quality Assurance

Note: The Research Group on Student Participation in Quality Assurance is a group organized by the 
Japan University Accreditation Association.

Contact information
(Abbreviated below.)
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＜資料16＞

アジア地域のアクレディテーション団体へのアンケート調査

アンケート項目

Questionaries on the student participation in the quality assurance process (Asia- Pacific Region) 

Purpose 
In recent years, the importance of involving diverse stakeholders in both internal and external QA has 

been highlighted by higher education experts and policy makers. In fact, not a few EQA bodies in the 

different regions have already involved students in their EQA process, and even demanded the higher 

education institutions (HEIs) to involve them in their own IQA process. Considering such situation, 

JUAA's research institute started a research project to explore the feasibility of student participation 

in Japan. As part of this project, we would like to know what your agency's practice of student en-

gagement is.  

It would be greatly appreciated if your agency could respond to the following online survey by Feb-

ruary,29. 

It would take only 10-15 minutes to complete the survey. 

All survey results will be used for academic purposes only. 

The research results will be published in Japanese with your agency's name identified. 

Questionnaires 
[Section1] 
1. In the era of the “learner-centered” higher education, more and more HEIs and EQA agencies in

the world has embarked on the student participation* in QA. What is the case in your agency

and your country including educational policy context?

NOTE: “student participation” is here in a broad sense. It covers any forms of participation, ranging 

from minimal participation (e.g. giving feedback to own HEI) to full participation (e.g. 

involvement in decision-making). 

2. How do you understand the necessity and possibility of student participation? Please let us

know it for both IQA and EQA.
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If your agency has already incorporated the student participation in your EQA process, please give 

answers in [Section 2]. If not yet, please give answers in [Section 3]. 

[Section 2] 
3. What motivated your agency to incorporate the student participation?

4. Please elaborate what your agency does in terms of the matters as follows:

 the way of student
participation

 legal bases
 responsibility of the

students
 recruitment
 payment or any

other advantages
(e.g. giving credit)

 training of student

5. How do you find the effect or the impact of student participation? Please let us know about

both positive and negative one, and not only on your agency but also on students themselves.

（e.g. the peer-reviewers have become more willing to discuss on the students’ learning; the

participation helps developing students’ skills and minds like critical-thinking, collaborative

mind, etc. ）

6. Does your agency face any challenges in student participation? Are there any issues to be ad-

dressed in terms of further development?

[Section 3] 
7. What obstacles does your agency have for involving students in the EQA process?
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8. Instead of involving students in the EQA process, in what way does your agency consider the

“learner-centered” education in the EQA process?

9. Does your agency have any plan to incorporate student participation? What does your agency

see the future of student participation in your EQA process or in your country?

These are all of the questions. Please provide the following information for our survey records: 

Agency Name: ___________ 

Department/Unit: ___________ 

Name of Respondent: ___________ 

Email address: ___________ 
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